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令和５年第２回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 令和５年 ６月１２日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和５年 ６月１２日 

          午前１０時００分 

１．散     会 令和５年 ６月１２日 

          午前１０時４０分 

１．出 席 議 員        

    １番  和 気 数 男 

    ２番  宇都宮 久見子 

    ３番  信 宮 徹 也 

    ４番  宇都宮 俊 文 

    ５番  加 藤 美 香 

    ６番  中 村 一 雅 

    ７番  河 野 清 一 

    ８番  佐 藤 恒 夫 

    ９番  山 本 英 明 

   １０番  竹 﨑 幸 仁 

   １１番  小 玉 忠 重 

   １２番  源   正 樹 

   １３番  井 関 陽 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  森 川 一 義 

   １８番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

    な   し 

１．会議録署名議員 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

市     長  管 家 一 夫 

副  市  長  酒 井 信 也 

教  育  長  松 川 伸 二 

総 務 部 長  山 住 哲 司 

政策企画部長  宇都宮 明 彦 

生活福祉部長兼 

福祉事務所長  一 井 健 二 

産 業 部 長  和 氣 岩 男 

建 設 部 長  三 瀬 計 浩 

医療介護部長  浅 野 幸 彦 

会 計 管 理 者  岩 本 博 文 

   消防本部消防長  宇都宮 憲 治 

   教 育 部 長  谷 口 佳 代 

   明 浜 支 所 長  池 田 いずみ 

   野 村 支 所 長  大野本   敦 

   城 川 支 所 長  中 城 多喜恵 

   三 瓶 支 所 長  藤 井 兼 人 

   総 務 課 長  兵 頭 章 夫 

   財 政 課 長  安 岡 克 敏 

監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  片 山 勇 一 

議 事 係 長  三 好 祐 介 

１．議  事  日  程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （１４番 中村敬治、１５番 二宮一朗） 

 ２ 会期の決定 

  （６月１２日～６月２９日 １８日間） 

３ 議案第５５号 西予市児童公園条例制定に

ついて 

議案第５６号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第５７号 令和５年度西予市一般会計

補正予算(第４号) 

議案第５８号 令和５年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第１号) 

 議案第５９号 令和５年度西予市水道事業

会計補正予算(第１号) 

議案第６０号 令和５年度西予市簡易水道

事業会計補正予算(第１号) 

４ 報告第 １号 令和４年度西予市一般会計

継続費繰越計算書の報告に

ついて 

報告第 ２号 令和４年度西予市一般会計

繰越明許費繰越計算書の報

告について 

報告第 ３号 令和４年度西予市一般会計

事故繰越し繰越計算書の報

告について 

報告第 ４号 令和４年度西予市水道事業

会計予算繰越計算書の報告

について 

報告第 ５号 令和４年度西予市公共下水

道事業会計予算繰越計算書

の報告について 

５ 報告第 ６号 専決処分事項の報告につい

て 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

３ 議案第５５号 西予市児童公園条例制定に

ついて 

議案第５６号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

議案第５７号 令和５年度西予市一般会計

補正予算(第４号) 

議案第５８号 令和５年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第１号) 

 議案第５９号 令和５年度西予市水道事業

会計補正予算(第１号) 

議案第６０号 令和５年度西予市簡易水道

事業会計補正予算(第１号) 

４ 報告第 １号 令和４年度西予市一般会計

継続費繰越計算書の報告に

ついて 

報告第 ２号 令和４年度西予市一般会計

繰越明許費繰越計算書の報

告について 

報告第 ３号 令和４年度西予市一般会計

事故繰越し繰越計算書の報

告について 

報告第 ４号 令和４年度西予市水道事業

会計予算繰越計算書の報告

について 

報告第 ５号 令和４年度西予市公共下水

道事業会計予算繰越計算書

の報告について 

５ 報告第 ６号 専決処分事項の報告につい

て 
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開会 午前 10 時 00 分 

○河野議長 

おはようございます。 

ただいまの出席議員は 18 名であります。 

これより令和５年第２回西予市議会定例会を開

会いたします。 

管家市長より今定例会招集の挨拶があります。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

改めましておはようございます。 

令和５年第２回西予市議会定例会の開会に当た

りまして、一言御挨拶を申し上げます。 

さきの臨時議会で、新たに正副議長、各常任委

員会及び議会運営委員会の構成が決定されたとこ

ろでございます。 

小玉忠重前議長、信宮徹也前副議長をはじめ、

前任の各常任委員会委員の皆様におかれましては、

一方ならぬ御支援・御協力を賜り、誠にありがと

うございました。 

心より厚く御礼申し上げます。 

新しく議長に就任されました河野清一議長をは

じめ、宇都宮久見子副議長並びに各常任委員会委

員の皆様方には、市政運営の推進につきまして、

これまで以上に特段の御協力を賜りますようお願

いを申し上げます。 

５月下旬に例年よりも若干早く梅雨入りしたと

ころですが、これに合わせるかのように台風２号

が発生し、梅雨前線が刺激され、日本列島の広い

範囲で相次ぐ線状降水帯が発生しました。 

当市においては、比較的被害は少なかったよう

ですが、全国各地で土砂崩れや浸水などの大きな

被害が発生いたしました。 

この線状降水帯による局地的な激しい雨が、平

成 30 年７月７日に当市に甚大な被害をもたらし

たことは強く記憶に残っているところであります。 

近年は線状降水帯の発生頻度も高くなっており、

今までに経験したことのないような大雨の報道も

珍しくありません。 

いよいよ本格的に出水期を迎え、警報発令等が

あった場合に、気象台など関係機関からの気象情

報に一層御留意をいただき、十分な警戒と必要な

避難行動をとっていただきますようお願いをいた

します。 

豪雨災害への警戒と対策が強く求められている

中、去る６月４日に野村ダム改良事業の起工式が、

中村愛媛県知事ほか関係国会議員の先生方の出席

のもと開催されました。 

この改良工事は、ダムの堤体に事前放流用の掘

削孔を設けるもので、これにより、平成 30 年７

月豪雨と同等の雨量が予測される場合に、さらな

る利水容量の事前調整が可能となります。愛媛県

で進めていただいております河川改修と合わせて、

下流域の浸水被害の低減を実現し、流域住民の安

全、安心に大きく寄与することを期待するところ

であります。 

また、５月中は震度４以上の強い地震が全国各

地で頻発いたしました。昨日も北海道のほうで震

度５弱の地震がありました。 

30 年以内に 70 から 80％の発生確率とされる南

海トラフ巨大地震ですが、今年に入り政府の地震

調査委員会では、20 年以内に 60％程度の確率に

と引上げられたところであります。 

地震・津波災害への備え、対策の強化が強く求

められているところであり、そうした中で、当市

の事前復興の取組もさらに推進してまいりたいと

考えております。 

昨日も大雨を想定した関係機関合同の情報伝達

訓練を実施いたしました。こうした訓練を重ね、

課題の抽出や対応等の改善に努め、地域の皆様と

ともに防災力の向上、減災対策に取り組んでまい

りたいと思います。 

さて、今定例会におきましては、７名の議員か

らの一般質問をお受けするとともに、条例制定１

件、条例改正１件のほか、補正予算４件など計

12 件の議案を上程し、御審議をお願いするもので

あります。 

諸議案の提案理由につきましては、上程の際に

御説明いたしますので、慎重に御審議いただき、

それぞれ決定賜りますようお願い申し上げ、招集

の挨拶とさせていただきます。 

○河野議長 

次に、前定例会以降における諸般の報告は、お

手元に配信のとおりでありますのでお目通し願い

ます。 

これより本日の会議を開きます。 
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本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

（日程１） 

○河野議長 

まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行い

ます。 

今定例会の会議録署名議員に、14 番中村敬治君、

15 番二宮一朗君の両名を指名いたします。 

（日程２） 

○河野議長 

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期は、本日から６月 29 日までの

18 日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

異議なしと認めます。よって、今定例会の会期

は、本日から６月 29 日までの 18 日間と決定いた

しました。 

（日程３） 

○河野議長 

次に、日程第３、議案第 55 号「西予市児童公

園条例制定について」から議案第 60 号「令和５

年度西予市簡易水道事業会計補正予算（第１号）」

までの６件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井福祉事務所長。 

 〔一井生活福祉部長兼福祉事務所長登壇〕 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

議案第 55 号「西予市児童公園条例制定につい

て」提案理由の御説明を申し上げます。 

本条例は、児童の健全な発達を図り、もって、

住民の福祉の増進に資することを目的として、宇

和町稲生どんぶり館横に整備を行っております西

予市児童公園の設置及び管理に関する事項を定め

るものでございます。 

本施設は、西予市産の木材をふんだんに使った

温かみのある大型の木製複合遊具や、高さ３メー

トルの築山に設置する爽快感とスリルあるブラン

コがあり、本市の誇る海・山・里の豊かな自然の

魅力と調和した児童公園です。子どもたちの遊び

と子育て世代の交流、そして、お子様との思い出

づくりの場として、市内の方はもとより、市外か

らも大勢の方々が御来園いただくことを期待して

おります。 

なお、７月末には遊具等の設置を完了し、公園

内芝生の養生期間を経て、令和５年９月３日を施

設の供用開始日とさせていただくものでございま

す。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮消防長。 

 〔宇都宮消防本部消防長登壇〕 

○宇都宮消防本部消防長 

議案第 56 号「西予市火災予防条例の一部を改

正する条例制定について」提案理由の御説明を申

し上げます。 

本条例では、電気自動車等を充電するための急

速充電設備につきまして、火災予防上必要な措置

を講じるため、その設置等に関する基準を定めて

いるところでございます。 

今回の改正は、対象火気設備等の位置、構造及

び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条

例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に

伴い、急速充電設備について、全出力の上限が撤

廃されるとともに、火災予防上の措置が見直され

ることから、同様の措置を講じるとともに、所要

の整備を行うため、本条例の一部を改正するもの

であります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

議案第 57 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第４号）」について、提案理由の御説明を

申し上げます。 

その前に、人口減少対策における国や愛媛県の

動向とともに、今後の本市における取組について

お伝えさせていただきます。 
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まず、昨年９月に愛媛県から発表されました将

来人口推計は、本市の人口は、今後、何らかの人

口減少対策を講じなければ、本年４月の約 3 万

5000 人弱の人口が、2060 年には 1 万 2000 人を下

回るという予測がされ、議員及び市民の皆様と同

様に非常に大変な衝撃を受け、このことについて

様々な挨拶の機会や市議会、広報などでお伝えし

てまいりました。 

人口減少対策は、全国規模の課題であるととも

に、本市の存続を危惧するものであります。優先

的に速やかな対策を講じる必要が求められている

ものと判断し、令和５年度を少子化対策強化元年

と位置づけ、出生者数の増加に向けて、結婚、妊

娠、出産、子育て、教育など、様々な時期・段

階・場面に応じた事業を予算に盛り込み、各種対

策を進めているところであります。 

今回の補正予算では、愛媛県との連携事業とし

て、結婚及び妊娠・出産等における経済的支援や

環境整備に関する事業に取り組むこととしており

ます。 

また、国においては、政府が掲げる異次元の少

子化対策として、令和６年度中の児童手当拡充の

検討のほか、令和７年度からの３カ年で、こど

も・子育て支援加速化プランで示す出産費用の公

的保険制度適用、大学など高等教育の授業料負担

軽減及び奨学金制度の拡充、小学生以上の児童の

医療費助成をしている自治体への支援、育児休業

や時短勤務での経済的支援拡充等について検討さ

れることになっております。 

本市における今後の取組としては、国や県とと

もに、各世代への経済的支援、生活環境整備など、

出生率を高める各種事業を展開していくとともに、

移住や定住、ＩＪＵターン、就労機会の確保、人

材育成など、本市特有の課題を洗い出し、西予市

で生活したい、生活できるまちづくりに、各分野

において人口減少対策としての事業化に向けて取

組を進めているところであります。 

議員の皆様におかれましても、今後の事業提案

については、御理解・御協力賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

さて、今回の補正予算案でございますが、人事

異動に伴う職員給与費及び会計年度任用職員給与

費の調整、国庫支出金等の内示に伴う建設改良事

業等の財源調整のほか、地域づくり活動センター

整備、配合飼料価格高騰による畜産経営支援、災

害関連、えひめ人口減少対策総合交付金に関する

事業など、急を要する事業費を計上するものであ

ります。 

その主な内容でありますが、予算書の款別に御

説明を申し上げます。 

総務費では、地域づくり活動センター推進事業

において、旧周木小学校を活用し、周木地域づく

り活動センターを整備するため、改修設計に要す

る経費を計上、民生費では、結婚新生活支援事業

において、経済基盤の安定を図るため、29 歳以下

の新婚世帯を対象に、所得要件の緩和及び対象経

費を拡大し、引っ越し費用、家賃、住宅購入費、

省エネ家電等の購入費に対する補助金を計上、農

林水産業費では、畜産配合飼料価格高騰対策支援

事業において、飼料価格の高騰、高止まりの状況

下にある畜産農家を対象に、飼料購入費用に対す

る補助金を計上、土木費では、橋梁新設・撤去事

業において、愛媛県が実施する石久保橋架け替え

工事に伴う経費として物件移転補償費を、また、

河川維持事業において、平成 30 年７月豪雨災害

において、山からの土砂流出により被災した福田

川の工事請負費を計上いたしております。 

消防費では、防災対策推進事業において、自主

防災組織の活性化を推進するため、野村横林地区、

三瓶垣生地区の防災訓練等に要する経費とともに、

夜間津波避難対策として、夜間における避難時の

安全確保のため、避難路等の整備を支援する補助

金を計上し、教育費では、図書交流館電算システ

ム管理事業において、図書館利用者の利便性向上

を図るため、システム改修等に要する経費を計上

いたしております。 

これらの経費の財源につきましては、それぞれ

の歳出に見合う県・国支出金、地方債等の特定財

源を計上し、不足する財源につきましては財政調

整基金を繰入れ、収支の均衡を図るものでありま

す。 

これによりまして、歳入歳出予算の補正は、既

決いただいております歳入歳出予算の総額に

8617 万 3000 円を増額し、歳入歳出予算の総額を

291 億 9887 万 4000 円と定めるものであります。 

また、地方債補正として、旧合併特例事業、辺

地対策事業及び過疎対策事業の限度額を変更いた

しております。 
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以上が今回の補正予算の概要となりますが、詳

細につきましては担当課長から補足説明させます

ので、よろしく御審議を賜り、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

安岡財政課長。 

 〔安岡財政課長登壇〕 

○安岡財政課長 

それでは、予算書に沿いまして歳出から補足説

明を申し上げます。 

その前に、まず、会計年度任用職員を含む職員

人件費の補正について御説明いたします。 

当初予算では、予算編成時の職員数及び組織体

制を基本に、退職者と新規採用者数を見込み所要

額を計上しておりますが、今回、４月の人事異動

等によります各課の職員数及び年齢構成等の変動

に伴いまして、既決予算に計上しております予算

科目ごとに、過不足となる職員給与費を調整する

ものとなります。総額では 2652 万 8000 円を減額

調整いたしております。 

では、歳出について御説明いたします。 

予算書の 20 ページをお開き願います。 

2 款総務費、8 項 1 目地域振興費、地域づくり

活動センター推進事業 1245 万 6000 円であります

が、三瓶町周木地区の地域づくり活動センター施

設整備において、旧周木小学校を活用するもので、

その改修に係る設計委託料を計上するものであり

ます。 

続いて、24 ページをお開き願います。 

3 款民生費、2 項 1 目児童福祉総務費、結婚新

生活支援事業 300 万円でありますが、まず、夫婦

ともに 29 歳以下かつ世帯所得 500 万円以上

660 万円未満の新婚世帯を対象に、引っ越し費用、

家賃、住宅購入費、リフォーム費用等に対する支

援を、また、夫婦ともに 29 歳以下かつ世帯所得

660 万円未満の新婚世帯を対象に、食器洗い乾燥

機や電気調理器、冷蔵庫などの時短・省エネ家電

の購入に対し支援するものでございます。経済的

支援として、上限を 20 万円に設定し補助するも

のであります。 

財源として、えひめ人口減少対策総合交付金を

充てております。 

続いて、28 ページをお開き願います。 

6 款農林水産業費、1 項 4 目畜産業費、畜産配

合飼料価格高騰対策支援事業 1 億 2000 万円であ

りますが、愛媛県が実施します同事業において、

配合飼料価格高騰の影響を受ける畜産農家の経営

体質改善の取組に対して支援するための補助金を

計上するものであります。 

財源は、畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費

県補助金を充てております。 

続いて、32 ページをお開き願います。 

8 款土木費、2 項 5 目橋梁新設改良費、橋梁新

設・撤去事業 2480 万円でありますが、平成 30 年

７月豪雨災害に関連し、愛媛県が実施します石久

保橋架け替え工事において、今回はその工程の中

で、本市が実施します建設予定地の物件移転補償

費を計上するものでございます。 

同じく土木費、3 項 2 目河川維持費、河川維持

事業 2300 万円でありますが、平成 30 年７月豪雨

災害において、山からの土砂流出により被災しま

した福田川の復旧に要する経費として、工事請負

費を計上するものでございます。 

続いて、34 ページをお開き願います。 

9 款消防費、1 項 4 目災害対策費、防災対策推

進事業 1135 万 3000 円でありますが、自主防災組

織の活性化を推進するため、野村横林地区、三瓶

垣生地区において、防災訓練のほか、同組織や参

加者の主体性を重視したワークショップの開催に

要する経費を計上するとともに、夜間津波避難対

策として自主防災組織が実施する避難路整備、外

灯や転落防止柵の設置など、夜間の避難環境の整

備に対する補助金を計上するものでございます。 

財源として、国庫支出金となる自主防災組織等

活性化推進事業委託金のほか、夜間津波避難対策

事業費県補助金を充てております。 

続いて、38 ページをお開き願います。 

10 款教育費、5 項 3 目図書館費、図書交流館電

算システム管理事業 613 万円でありますが、図書

システムの更新に併せて、市役所サーバーから切

離し、クラウド化をするための経費について、シ

ステム構築委託料及びクラウド使用料等を計上す

るものであります。このことによりまして、子ど

も向けの書籍の検索機能や利用者の評価、レビュ

ーなどのレーティング機能が追加され、システム

使用者の利便性向上を図るものであります。 

次に、主な歳入につきまして御説明いたします。 
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10 ページをお開き願います。 

15 款県支出金、2 項 1 目総務費県補助金、えひ

め人口減少対策総合交付金 572 万 5000 円であり

ますが、愛媛県との連携事業として、結婚、妊娠、

出産など、それぞれの時期に合わせ経済的支援な

どを行うための財源として計上するものでありま

す。 

続いて、11 ページをお開き願います。 

18 款繰入金、2 項 1 目財政調整基金繰入金

3076 万 1000 円でありますが、今回の補正予算に

おいて不足する財源を補うため、同基金から繰り

入れるものであります。 

続いて、12 ページをお開き願います。 

20 款諸収入、5 項 4 目雑入、ネーミングライツ

料 41 万 2000 円でありますが、宇和町稲生に整備

中の児童公園において、公募によりネーミングラ

イツパートナーとなった企業からの命名権料を計

上するものであります。 

続いて、６ページをお開き願います。 

地方債補正でありますが、起債対象事業費の増

減によりまして、辺地対策事業債を増額、旧合併

特例事業債及び過疎対策事業債を減額し、それぞ

れの限度額を変更いたしております。補正後の地

方債の借入限度額を 29 億 6510 万円とするもので

あります。 

以上、補足説明といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井生活福祉部長。 

 〔一井生活福祉部長兼福祉事務所長登壇〕 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

議案第 58 号「令和５年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）」について、提案

理由の御説明を申し上げます。 

今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の増

額とそれに伴う一般会計繰入金を増額調整するも

のであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算にそれぞれ 228 万 3000 円を増額し、

歳入歳出予算の総額を 7 億 3413 万 7000 円と定め

るものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

三瀬建設部長。 

 〔三瀬建設部長登壇〕 

○三瀬建設部長 

議案第 59 号「令和５年度西予市水道事業会計

補正予算（第１号）」について、提案理由の御説

明を申し上げます。 

今回の補正は、人事異動に伴う人件費の調整に

よるものであります。 

これによりまして、第２条の収益的収入及び支

出につきましては、既決いただいております収益

的収入に、繰出基準に基づく一般会計補助金

37 万 6000 円を増額し、総額を 7 億 439 万 2000 円

とし、収益的支出につきましては、職員給与費

139 万円を増額し、総額を 7 億 8725 万 5000 円と

いたしております。 

また、今回の補正に伴いまして、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費及び他会

計からの補助金につきましても補正を行っており

ます。 

続きまして、議案第 60 号「令和５年度西予市

簡易水道事業会計補正予算（第１号）」について、

提案理由の御説明を申し上げます。 

今回の補正は、人事異動に伴う人件費の調整に

よるものであります。 

これによりまして、第２条の収益的収入及び支

出につきましては、既決いただいております収益

的収入及び支出にそれぞれ 14 万円増額し、収益

的収入の総額を 1 億 3029 万 7000 円とし、収益的

支出の総額を 1 億 3963 万 5000 円といたしており

ます。 

また、今回の補正に伴いまして、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費及び他会

計からの補助金についても補正を行っております。 

以上２議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○河野議長 

理事者の説明は終わりました。 

（日程４） 

○河野議長 

次に、日程第４、報告第１号「令和４年度西予

市一般会計継続費繰越計算書の報告について」か

ら報告第５号「令和４年度西予市公共下水道事業

会計予算繰越計算書の報告について」までの５件



 

- 9 - 

 

を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

安岡財政課長。 

 〔安岡財政課長登壇〕 

○安岡財政課長 

報告第１号「令和４年度西予市一般会計継続費

繰越計算書の報告について」、報告第２号「令和

４年度西予市一般会計繰越明許費繰越計算書の報

告について」、報告第３号「令和４年度西予市一

般会計事故繰越し繰越計算書の報告について」、

報告第４号「令和４年度西予市水道事業会計予算

繰越計算書の報告について」、報告第５号「令和

４年度西予市公共下水道事業会計繰越計算書の報

告について」一括して提案理由の御説明を申し上

げます。 

令和４年度西予市一般会計、水道事業会計及び

公共下水道事業会計の各会計における令和４年度

から令和５年度への継続費、繰越明許費及び事故

繰越しにつきまして、地方自治法施行令第 145 条

第１項、第 146 条第２項及び第 150 条第３項にお

いて準用する第 146 条第２項の規定並びに地方公

営企業法第 26 条第３項の規定により、それぞれ

繰越計算書を添えて御報告申し上げるものでござ

います。 

以上報告５件、よろしくお願い申し上げます。 

○河野議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案５件に対する一括質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○河野議長 

以上で質疑を終結といたします。 

（日程５） 

○河野議長 

次に、日程第５、報告第６号「専決処分事項の

報告について」を議題といたします。 

理事者の報告を求めます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

 〔山住総務部長登壇〕 

○山住総務部長 

報告第６号「専決処分事項の報告について」提

案理由の御説明を申し上げます。 

この専決処分の報告につきましては、地方自治

法第 180 条第１項の規定に基づき、議会の議決に

より指定された市の義務に属する損害賠償の額の

決定及び和解について、別紙のとおり１件の専決

処分をいたしましたので、同条第２項の規定によ

り御報告申し上げるものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○河野議長 

理事者の報告は終わりました。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

６月 16 日は午前９時より会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午前 10 時 40 分 
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令和５年第２回西予市議会定例会会議録（第２号） 

１．招 集 年 月 日 令和５年 ６月１６日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和５年 ６月１６日 

          午前 ９時００分 

１．散     会 令和５年 ６月１６日 

          午後 ０時０２分 

１．出 席 議 員        

    １番  和 気 数 男 

    ２番  宇都宮 久見子 

    ３番  信 宮 徹 也 

    ４番  宇都宮 俊 文 

    ５番  加 藤 美 香 

    ６番  中 村 一 雅 

    ７番  河 野 清 一 

    ８番  佐 藤 恒 夫 

    ９番  山 本 英 明 

   １０番  竹 﨑 幸 仁 

   １１番  小 玉 忠 重 

   １２番  源   正 樹 

   １３番  井 関 陽 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  森 川 一 義 

   １８番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な    し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

市     長  管 家 一 夫 

副  市  長  酒 井 信 也 

教  育  長  松 川 伸 二 

総 務 部 長  山 住 哲 司 

政策企画部長  宇都宮 明 彦 

生活福祉部長兼 

福祉事務所長  一 井 健 二 

産 業 部 長  和 氣 岩 男 

建 設 部 長  三 瀬 計 浩 

医療介護部長  浅 野 幸 彦 

会 計 管 理 者  岩 本 博 文 

   消防本部消防長  宇都宮 憲 治 

   教 育 部 長  谷 口 佳 代 

   明 浜 支 所 長  池 田 いずみ 

   野 村 支 所 長  大野本   敦 

   城 川 支 所 長  中 城 多喜恵 

   三 瓶 支 所 長  藤 井 兼 人 

   総 務 課 長  兵 頭 章 夫 

   財 政 課 長  安 岡 克 敏 

監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  片 山 勇 一 

議 事 係 長  三 好 祐 介 

１．議  事  日  程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

１ 一般質問 
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本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

  



 

- 14 - 

 

開会 午前９時 00 分 

○河野議長 

おはようございます。 

本日は傍聴にお越しいただき、誠にありがとう

ございます。 

ただいまの出席議員は 18 名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

（日程１） 

○河野議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は通告内容及び申し合わせに従い発言し

てください。 

それでは、通告順に発言を許可いたします。 

まず、３番信宮徹也君。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

改めましておはようございます。 

議席番号３番信宮徹也です。 

河野議長より発言の許可をいただきましたので、

通告書、会議規則、申し合わせ事項に基づき一般

質問をいたします。 

本日から３日間の一般質問、トップバッターを

務めさせていただきます。どうかよろしくお願い

いたします。 

本日の質問は、大きく分けて３点。１点目に人

口減少対策について、２点目に高校魅力化につい

て、３点目に民生委員・児童委員についてでござ

います。 

それでは、１番目の人口減少対策について、愛

媛県は、昨年９月、2020 年の国勢調査に基づく将

来人口推計を公表いたしました。 

このままのペースで人口減少が続けば、2020 年

調査の 133 万 4800 人からおよそ 40 年後の

2060 年には、その６割に当たる 78 万人まで落ち

込むというものです。 

同時に、県内の市町ごとの将来人口推計も公表

されました。 

西予市では、2060 年に現在の人口より 66.6％

減少し 1 万 1816 人になると大変ショッキングな

予測となっております。 

これが現実となりますと、税収は落ち込み、国

からの交付税は大幅に減少し、行政サービスも現

在のようには全く行えなくなるという状況になる

ものと思われます。 

しかしながら、この人口推計は何も対策を講じ

なかった場合ということで、管家市長も事あるご

とに人口減少のカーブを緩やかにするべく対策を

講じていくとおっしゃっています。 

その一つとして、昨年度、せいよ将来人口究

明・対策プロジェクトを立ち上げ、問題点を洗い

出し、提言し、今後の事業に反映させていくと聞

いていましたが、せいよ将来人口究明・対策プロ

ジェクトの構成メンバーと昨年度末に提言された

内容はどういったものだったのか伺います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

おはようございます。 

本日は、一般質問に当たりまして、傍聴にお越

しいただきまして誠にありがとうございます。 

さて、本日から土日を挟んで３日間にわたりま

して、７名の議員の皆様から一般質問をお受けい

たします。それぞれの質問に対しましては真摯に

回答させていただきたいと考えておりますので、

どうかよろしくお願い申し上げます。 

なお、市政運営の根幹に関する御質問には私が

回答し、専門的分野などの質問につきましては、

各部長を中心として回答させていただきたいと考

えておりますので御理解をいただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

それでは、せいよ将来人口究明・対策プロジェ

クトについてお答えをいたします。 

昨年９月に県から 2020 年の国勢調査等に基づ

く将来推計人口が公表され、本市としてもこの問

題に対して強い危機感を抱き、市長から職員に対

してメッセージを発信するとともに、庁舎内にお

ける人口減少対策のプロジェクトを政策推進課を

中心に立ち上げました。 
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10 月には、人口減少対策に関係する課の係長以

下、若手・中堅職員９名からなりますせいよ将来

人口究明・対策プロジェクトを立ち上げ、基礎デ

ータから、市の強み・弱みを考え、検討すべき方

向性の確認のため、職員・子育て世代等へアンケ

ートを実施し分析を行いました。 

その結果、結婚への後押しや子育て世帯への経

済的負担の軽減、若い世代の雇用促進の必要性を

導き出し、人口減少対策につながる出会い・結婚

支援、育児支援、仕事・雇用支援の３つの分野に

ついて、約３カ月にわたって提案事業の検討を行

いました。 

３つの分野の主な着眼ポイントと提案のありま

した事業ですが、まず、出会い・結婚支援では、

これまでの婚活に対するイメージを一新し、時代

のニーズに応じた出会い・結婚支援の必要性を考

え、婚活ではなく異業種間で、まず若者が顔見知

りになる機会をスキルアップ研修等の形で行えな

いかと提案がありました。 

育児支援では、市内子育て世帯へのアンケート

の結果から、経済的負担の軽減の必要性や、西予

市ならではのメリットや地域を挙げた子育て世帯

を支援するまちとしての発信の重要性を着眼ポイ

ントに、えひめ人口減少対策総合交付金のメニュ

ーにもあります不妊治療費等への助成事業の提案

がございました。 

仕事・雇用支援では、令和４年 12 月の八幡浜

管内の有効求人倍率は 1.6 倍であることから、市

外学生等の若者が市内企業を知る機会を創出する

ため、企業の合同就職説明会を市外で開催するこ

と等の提案がありました。 

市長からは「恵まれたこの西予市で、子どもを

育て、暮らしていける西予市スタイルの出発」、

「これまでの型にとらわれない斬新なアイデアを」

との声かけもあり、当プロジェクトから 17 事業

のアイデアが生まれました。うち８事業について

は、令和５年度当初予算への計上、または事業実

施に向けて、現在各担当課を中心に制度設計等を

行っております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

せいよ人口究明・対策プロジェクト、このプロ

ジェクトから 17 事業のアイデアが生まれまして、

うち８事業については、令和５年度当初予算に計

上し、市の事情に合った実施に向け制度設計を行

っているとの答弁であったと思いますが、17 事業

から８事業に絞った理由についてお伺いいたしま

す。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

８事業に絞った理由についてお答えいたします。 

優先的に実施及び調整を行う８事業については、

即効性、政策的な視点、インパクトを重視し決定

いたしました。この８事業の詳細につきましては、

市のホームページで、行政経営戦略会議報告資料

として掲載もしております。その後、担当課で精

査を行い、事業費やスケジュール等の修正も生じ

ているものもございます。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

次の質問も関連がございますので、次に移りた

いと思います。 

愛媛県は今年３月１日時点の推計人口が、戦後

初めて 130 万人を下回ったと公表いたしました。

このため、愛媛県は人口減少対策として、令和５

年度の当初予算に、昨年度の２倍以上となるおよ

そ 40 億円を計上いたしております。 

西予市では、本年度愛媛県と連携し、出会い・

結婚支援、妊娠・出産支援、子育て支援に関する

事業に対して、えひめ人口減少対策総合交付金が

交付されていると思いますが、西予市での活用に

ついてお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

県との連携事業として、えひめ人口減少対策総

合交付金を活用し、準備を進めている３つの事業

についてお答えをいたします。 

まず１つ目が、西予市結婚新生活支援事業です。
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経済基盤の安定を図るため、これまで国の補助事

業として実施をしていた内容に加え、夫婦とも

29 歳以下の新婚世帯に対して、所得要件の緩和及

び対象経費を時短・省エネ家電購入費用にも拡大

しています。 

２つ目が、西予市不妊治療費等補助事業です。

国立社会保障・人口問題研究所の令和３年に実施

した結婚と出産に関する全国調査結果では、不妊

を心配したことがある夫婦は 39.2％で、夫婦全体

の約 2.6 組に１組の割合、また、実際に不妊の検

査や治療を受けたことがある、または、現在受け

ている夫婦は 22.7％で、夫婦全体の約 4.4 組に１

組の割合と公表されています。不妊治療について

は、令和４年４月より保険適用となっていますが、

一部自己負担も生じています。そこで、自己負担

となります妊娠前の検査費用や不妊治療費の費用

の一部を補助することで、妊娠を望む夫婦や悩み

を持つ夫婦の経済的負担の軽減を図り、治療の実

施や治療を継続できる環境を整えることを目的と

しています。また、治療等の費用の一部を補助す

ることで、妊娠・出産に対するリスクの早期発見

や早期治療にもつながることが期待できます。 

３つ目が、西予市若年出産世帯応援事業です。

子どもを持つことを希望する若年の世帯が、妊娠

中や出産後の経済的負担や家事負担の軽減を図る

ことで、理想の人数の子どもが持てる環境づくり

につなげることを目的としたもので、育児用品の

購入費や時短・省エネ家電購入費を補助します。 

えひめ人口減少対策総合交付金は、ほかにもメ

ニューが示されていますが、市内の需要やその効

果等の観点から今回実施に至ってないものもござ

います。 

今後、本市の需要や実情に合った追加メニュー

の要望を県に行い、県と推進する出生数の増加、

そのための若年世代の転出超過の解消、婚姻件数

の増加に向けた効果的な事業を検討・推進してま

いります。 

なお、この人口減少対策を進めるに当たっては、

結婚することや子どもを持つことは個人の価値観

によるものであることを尊重することが大前提と

なります。結婚や子どもを持つことを望む方や支

援を必要とする方に対策が届くよう進めてまいり

ます。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

えひめ人口減少対策交付金、この活用事業につ

いては、今回実施に至っていないものがあるとい

うことでした。 

また、今後効果的な事業の検討と推進をすると

のことでしたけれども、最初の質問で、人口減少

プロジェクトについての答弁がありましたが、今

年度、令和５年度は、この対策プロジェクトをど

のように進めていくのかお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

昨年度は９名の選抜職員による少子化対策でご

ざいましたけれども、今年度は人口減少対策プロ

ジェクトの名称で、当事者意識を持った全庁的な

人口減少対策の取組を進めているところでござい

ます。 

その必要性としましては、少子化や人口減少対

策については、狭義と広義の対策、両輪で推進す

ることが、出生率回復に寄与すると言われており

ます。 

狭義とは、結婚や出産、子育て支援など、そし

て、広義とは、定住策や住宅、企業誘致、産業と

いった地方創生に関わる施策になります。 

例えば、子育ての目玉施策であっても全ての対

象者をカバーし、環境全体を改善することは困難

です。そのため、地域の現状に合わせた幅広い対

策メニューが必要となります。 

また、西予市のように人口規模が小さい自治体

では、定住促進が課題となっております。転出者

抑制につながる支援が大切となります。少子化対

策に特化した事業も必要ですが、それだけではな

く、総合的にパッケージとして実施することが有

効な方策であると考えております。 

今回、職員一人ひとりが幅広く多様な視点で当

事者意識を持った総合的な人口減少対策を検討す

るプロジェクトを進めている段階でございまして、

構成としましては、各部や支所を単位とした

12 の部会を編成し、１部会３名から７名、総勢
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63 名がメンバー員であります。部会からリーダー

１名が出席する全体会を設け、部会で出されたア

イデアを持ち寄り、連携や検討を進める予定であ

ります。５月にこのプロジェクトメンバー任命式

を行いまして、あわせて、愛媛大学の社会共創学

部副学部長松村教授によるワークショップを行い、

現状の確認、そして課題分析等の方法について支

援をいただきました。 

現在は、部会において新規事業にこだわること

なく、既存事業の改善点やアピールの仕方、他部

署との連携で効果を高める方法、事業に至らない

小さなアイデアを大切にし、少しの創意工夫で効

果や改善が期待できる対策やアイデアについて話

し合っております。 

最終案は 10 月の行政経営戦略会議で審議する

予定となっております。 

以上であります。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

私、個人的にも、昨年度のせいよ将来人口究

明・対策プロジェクトに大変期待をしていました

し、今年度新たに立ち上がりました 63 名のメン

バーからなる人口対策プロジェクトにも、どんな

アイデアを出してくれるのだろうかと期待をして

いるところであります。聞くところによりますと、

出会い・結婚支援において、例えばＡさんとＢさ

んを結びつけて結婚に至った場合、結びつけた人、

言えば、キューピッド役の人に報酬を出すとのア

イデアも出ていると聞いております。今までには

ない大変奇抜なアイデアだと思っております。 

国は次元の異なる、異次元とかいう言葉を使っ

ておりますけれども、国に負けず、西予市でも、

このような今までなかった異次元なアイデアでミ

ラクルな成果を期待するところであります。 

それでは次の質問ですが、西予市育英会奨学資

金貸付の返済についてですけれども、これも人口

減少対策の一環として伺いたいと思います。 

私自身、かなり前になりますけれども、奨学資

金を借りて大学に通いました。随分昔になります

のではっきり覚えてませんが、日本育英会奨学資

金だったと思います。月々6 万円の奨学資金だっ

たと記憶をしておるんですけれども、そのうち

2 万円は返済しなくてもよい給付で 4 万円分は返

済しなければならない貸与型だったと思います。

当時の返済は月々ではなく、年に一度か二度かち

ょっと覚えてないのですが、一度に 20 万円の請

求が来たのを覚えていて、非常に負担を感じた記

憶があります。また、月々2 万円の給付型のおか

げで大変助かったことも覚えております。 

さて、奨学金返済中の 45 歳以下を対象とした

労働者福祉中央協議会の調査によりますと、奨学

金の平均は 310 万円、毎月の返済額は 1 万

5000 円だそうです。310 万円を月々1 万 5000 円ず

つ返済すると 17 年以上要することとなります。

アンケートによりますと、37.5％が結婚に影響し

ている、31.1％が出産に影響していると回答をし

ております。 

若年層の非正規雇用が増え、賃金も相対的に上

がらない中で、現在の若者の人生設計において重

荷になっていることは明らかです。 

奨学金に詳しい武蔵大学の大内裕和教授は、若

者が月々の返済を重荷に感じ、結婚や出産をため

らう現状がある。例えば、返済を半額にすれば即

効性が期待できる。異次元をうたうならそこまで

踏み込むべきだと国に訴えておられます。 

そこで、西予市の人口減少対策の一環として、

西予市育英会奨学資金貸付の返済において、西予

市内に就業もしくは居住した場合、その一部返済

を免除できないか伺います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

それでは、西予市育英会奨学資金貸付金の償還

免除についてお答えいたします。 

西予市育英会奨学金は、優秀な学生または生徒

であって、経済的理由により修学困難な者に対し、

資金を貸与して有能な人材を育成することを目的

としており、貸付けた奨学金を卒業後に償還して

いただくことにより、次の貸与希望者に継続した

奨学金貸付を行うことができるものでございます。 

現在、新型コロナウイルス感染症の影響による

失業など、家計急変の事由により年間収入の著し

い減少がある方に対し、緊急貸付を令和２年度か

ら行っております。また、新型コロナウイルス感

染症の影響により奨学金の償還が困難な方に対し
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償還猶予も行っているところでございます。 

西予市育英会としては、日本学生支援機構など、

ほかの奨学金の対象とならなかった方に対しても

貸付けができ、奨学金を希望した方が確実に借り

ることができる手段として、継続的に事業を行っ

ていくことが重要であり、そのためには、恒久的

な資金の確保が大きな課題となるところでござい

ます。そのため、免除や一部免除は行わず、社会

情勢に合わせ経済的理由により修学困難な方への

緊急貸付や償還猶予で対応し、なるべく多くの希

望者へ継続的に奨学金を活用していきたいと考え

ております。 

返還金をもとに新たな貸付が行われ、先輩から

後輩へと引き継がれていく大切な資金ですので、

今後も進路保障の支援につなげていけるよう努め

てまいりたいと思います。 

しかしながら、議員がおっしゃるとおり、人口

減少対策は喫緊の課題であり、現在行っている西

予市全体の人口減少対策の一つとして、西予市内

への居住などの条件により、奨学金の返還につい

て支援する制度についても、国の制度も研究しな

がら検討していく必要があると考えております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

答弁では、奨学金の免除や一部免除は難しいけ

れども、西予市内への居住などの条件により、奨

学金返済を補助する制度について検討の必要があ

るとの答弁であったかと思います。 

お隣の大洲市さんでも、今定例会の補正予算で、

いろいろ厳しい制約があるとは聞いておりますけ

れども、奨学金返済に 20 万円を補助する予算を

審議されています。是非ともこのような事業を西

予市においても御検討をお願いして、次の質問に

移りたいと思います。 

次の質問、高校魅力化についてでございます。 

昨年７月、愛媛県教育委員会は、県立高校を中

等教育学校や分校を含めて、55 校から 44 校に再

編する県立学校振興計画案を公表いたしました。

計画前期の 2027 年度までに小規模校を中心に

11 校減、さらには、各地で新学科の開設や新コー

スの設立と県立高校の再編と魅力向上を並行して

進行させるかつてない計画案となっております。 

市内には、県内唯一の畜産科を持つ野村高校、

生物工学科を持つ宇和高校の２つの高校がありま

すが、現在の案では２校とも存続の方向です。 

しかし、地区別の説明会で「今後、野村高校と

宇和高校の統合の可能性についてどのように考え

ているのか」との問いに対し、愛媛県は「令和９

年度までの前期計画の間は、仮にどちらか１校あ

るいは両校とも再編整備計画を達成できなくなっ

た場合でも、計画案のとおり２校は存続させます。

後期計画に向けては、志願者数等の動向次第では

ありますが、両校の統合を検討することが必要に

なる可能性があります」と答弁されていて、野村

高校と宇和高校がずっと存続していくのかは不透

明で安心してはいられません。 

市内の中学校を卒業する生徒に対し、無理やり

地元の高校へ進んでくれとは言えません。市内の

２校がそれぞれ魅力を持ち、生徒が自ら進んで入

学を希望するような高校にならないと市内の２校

は存続できないと考えます。 

現在、西予市では魅力ある高校づくりを推進す

るため、公営塾の運営により地域資源を活用した

課題解決学習や生徒発案の事業を実施しています。

現在までの公営塾の効果について伺います。 

また、今年度からは、市内の高校に遠距離通学

する生徒に対して、新たに通学費の補助を開始し

たところでありますが、市外から市内の高校に通

学する生徒にも拡充できないものかお伺いしたい

と思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

それではまず、公営塾についてお答えいたしま

す。 

現在、公営塾を宇和高校三瓶分校にＣ－ＬＡＢ、

野村高校にあやぐも塾を開設しております。 

公営塾では、塾生への教科指導や総合型選抜入

試対策に取り組むほか、学校が行う総合的な探求

学習の伴走者としても公営塾スタッフが継続的な

関わりを持っております。 

御質問の公営塾における成果でございますが、

三瓶分校公営塾では中高連携として、三瓶中学生

向けの塾体験や三瓶分校生と学ぶワークショップ
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を開催いたしました。また、令和４年７月から

10 月にかけては、遊学インターンと称して、愛媛

大学、徳島大学、鳴門教育大学等の学生９名と教

育と地域をテーマにフィールドワークをしながら

地域雑誌の制作なども行いました。これら公営塾

の地道な活動は生徒に好評であり、郷土愛を育む

ふるさと教育の推進につながると実感しておりま

す。 

一方、野村高校では、令和４年度、５年度と２

年続けて、愛媛大学社会共創学部への進学者を輩

出するなど、確かな学力の向上はもとより、思考

力、判断力、表現力など、自ら考えて行動する力

が着実に芽生えております。現在、通塾している

生徒は、３年生８人、２年生９人、１年生 11 人

と増加傾向にあり、その効果や期待は年々広がっ

ております。 

また、宇和高校には、この６月から地域おこし

協力隊が着任いたしました。地域との連携や高校

をＰＲする情報発信等、宇和高校の特色をさらに

伸ばしていくための公営塾の活動を目指しており

ます。先日、６月８日には、宇和高校に係る新学

科等開設準備委員会が開催されたところであり、

改めて、宇和高校の特色化・魅力化を学校・地

域・行政が連携して検討していきたいと考えてお

ります。 

次に、通学費の補助についてでございますが、

本年４月に、市内高校の振興及び入学者の確保を

目的に、西予市内県立高等学校遠距離通学費補助

金制度を創設いたしました。その内容は、バス通

学費補助金として、市内高校へ通学距離が片道４

キロメートル以上の路線バスを利用している生徒

に対し、定期券または回数券購入費の２分の１を

支給するものでございます。また、通学に必要な

単車・自転車の購入費補助金として、単車は 2 万

円、自転車は 1 万円を支給いたします。 

当制度は、西予市内中学生の市内高校への進学

率が５割未満で推移していることを懸念し創設し

たものであり、まずは西予市内の生徒に対し通学

費補助金を交付することにより、市内高校の入学

者の確保に向けた取組の後押しをしたいと考えて

おります。 

事業の見直しや拡充につきましては、事業の効

果を検証しながら、令和８年度からの宇和高校総

合学科再編に合わせ検討することとしております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

ちょっと前置きが長くなるんですけど再質問さ

せていただきます。 

昨年、県立高校振興計画案が公表される前の６

月だったと思います。兵頭竜県議や昨年の小玉議

長らとともに愛媛県の田所教育長に、県の教育長

室で高校の魅力化についてお話を伺う機会がござ

いました。 

田所教育長は西予市の２つの高校について大変

理解をされておりました。宇和中学校を卒業した

生徒は、交通の利便性も相まって西予市外の高校

へ進学する生徒が６割を超える状況である。しか

し、裏を返せば、よそから来るのにも利便性がよ

いということで、西予はポテンシャルが高いんだ、

魅力を持たせればよそからも来てくれるはずだと

おっしゃっておられました。 

振興計画では、宇和高校は普通科と農業科のこ

れまでの成果を踏まえた総合学科に改編し、文理

探究、情報マネジメント、スポーツ、生物工学の

４系列を設置する計画となっております。 

現在、高校スポーツ強化の一環として、宇和高

校の陸上部では、高校と陸上部ＯＢ会が連携し、

陸上部を強化すべく、民間の住宅を改修し、陸上

部専用の寮が今年４月から開設されたところです。

改修に当たりましては、西予市にも多大な御協力

をいただきありがとうございました。開寮以来、

寮費をできるだけ抑えて保護者の負担を減らすた

め、ＯＢ会を中心に食材の提供を行っております。

お米に関しては全量提供、野菜などほかの食材に

ついても、ＪＡひがしうわや地元の方々の御協力

をいただいております。４月に入寮した生徒の１

人は、今月行われました愛媛県高校総体で、入学

したばかりの１年生ながら、800 メートルと

1,500 メートルで２冠を達成するなど、早くも結

果を残しております。 

先ほどの答弁では、遠距離通学する生徒に対す

る通学補助事業の見直しや拡充については、事業

の効果を検証するとともに、令和８年から宇和高

校総合学科再編に合わせて検討するということで

ありましたけれども、ことスポーツに関しては、
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１年や２年で強豪校になるわけでもなく、時間を

かけて選手を集め強化していくこととなると思い

ます。早めに市外から通学補助や下宿補助などを

行い、市外からも生徒を呼び込む政策も必要では

ないかと思いますが、その点についてお伺いいた

します。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

松川教育長。 

○松川教育長 

御答弁申し上げます。 

信宮議員がおっしゃるとおり、西予市外への流

出が多いということは、市外からの流入の可能性

も大いにあると考えられます。それにはまず、他

の高校にはないような宇和高校、野村高校それぞ

れに歴史や伝統・強み・特色を生かし、高校自体

の魅力を創出することが何よりも重要ではないか

と考えるところでございます。また、それと並行

しまして、福利厚生の充実が生徒数の増加につな

がる一つの手段であるとも考えております。 

当通学費補助事業は、本年４月に始めたところ

でございますが、その他の具体的な支援策につき

ましては、通学費補助の市外への拡充とあわせま

して、今後、各校の魅力化の方針を踏まえた上で、

県立高校の設置者であります愛媛県に担っていた

だくべき役割や地元自治体としての可能な支援策

について、協議、検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

先ほどお話ししました陸上部の寮から通ってい

る生徒は、朝練習のために毎朝６時過ぎには寮を

出ます。市外から通学しながら朝練習や放課後の

練習を充実したものにすることは時間的にも無理

があると思います。県内では、生徒確保のため学

生寮整備や希望する生徒に給食を提供するなどの

取組を行っている自治体もあります。現に宇和高

校野球部のＯＢの方からも公営の塾があればなと

いう声も届いております。将来的に学生寮におい

ても、必要に応じた検討をお願いいたしまして最

後の質問に移りたいと思います。 

民生委員・児童委員についてでございます。 

民生委員は、1948 年制定の民生委員法に基づき、

厚生労働省が委嘱する非常勤の特別職非常勤公務

員です。制定当時の公共的な福祉サービスが未整

備だった頃から現在までの長年にわたり、地域の

世話役、また、身近な見守り役として重要な役割

を果たしています。近年では、人々のライフスタ

イルの変化や困窮の定義も多様化しています。 

また、個人情報保護の立場からも制約を受ける

場合も多く、民生委員さんの活動は苦労が多いの

ではないでしょうか。 

そんな中にあって、全国民生委員児童委員連合

会が昨年３月に行った調査では、民生委員・児童

委員の役割や活動まで知っている人は僅かに

5.4％にとどまりました。特に、若年層の低さが

目立ち、10 代から 20 代では、名称や存在も含め

て全く知らないと答えた方が６割を超えています。 

改めて、市内での民生委員・児童委員さんの役

割と活動についてお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井福祉事務所長。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

民生委員・児童委員の役割と活動についてお答

えいたします。 

当市におきましては、民生委員・児童委員

152 名と主任児童委員 12 名、計 164 名の委員がそ

れぞれ担当する区域において、住民の皆さんが抱

える生活上の様々な相談に応じるとともに、行政

をはじめ、適切な支援やサービスへのつなぎ役と

して、また、高齢者や障がい者世帯等の見守りや

安否確認などにも重要な役割を果たしていただい

ております。 

活動内容といたしましては、相談や見守り活動

のほか、地域福祉活動として地域行事への参加、

委員同士の情報交換や地域の話合い、研修会への

参加などの定例会も開催されております。そのほ

か、行政からの依頼に基づく担当地区内の状況調

査にも御協力をいただいております。 

活動実績といたしましては、相談支援件数が、

令和４年度で年間延べ 4,117 件、１人当たりでは

約 25 件となっております。 

また、訪問回数については、延べ 2 万 6191 件、

１人当たり約 160 件、活動日数については、延べ
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1 万 7262 日、１人当たり 105 日活動されておられ

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

昨年末に民生委員・児童委員さんの改選が行わ

れたところでありますが、私の地元でも、もう３

年ごとの改選ごとになかなか成り手が少なく、選

考にはいつも苦労をしております。 

全国的に見ますと、担い手不足が問題となって

いる民生委員・児童委員は、昨年 12 月の全国一

斉改選で、定員の 24 万 547 人に対する欠員が

1 万 5191 人に上ったと報道をされました。３年前

の改選より 32％欠員が増えたことになります。 

全国的な民生委員の担い手不足は歯止めがかか

らない人口減少問題と似ていると思います。 

そこで、民生委員・児童委員の西予市内の充足

率についてお伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井福祉事務所長。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

市内におけます民生委員・児童委員の充足率に

ついてお答えをいたします。 

議員御質問のとおり、昨年度は一斉改選期に当

たり、12 月１日に新民生委員・児童委員が厚生労

働大臣から３年の任期で委嘱されました。 

当市におきましては、各地区からの候補者推薦

により、西予市民生委員推薦会において審査・決

定し、上申しているところでございますけれども、

定数 164 名に対し全員が委嘱されており、合併後、

現在まで充足率は 100％で、欠員なく委嘱できて

おります。 

地区においては、人口減少、高齢化等によるな

り手不足などの御意見もございます。民生委員・

児童委員は、住民の立場になって相談に応じ、必

要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々で

あり、地域になくてはならない存在ですので、そ

の重要性・必要性について、地域住民や関係機

関・団体等に理解を深めていただけるよう周知を

図ってまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

都道府県別の充足率は公表されておりまして、

一番充足率が低い県は、４人に１人が欠員という

県もある中で、充足率 99.8％の富山県の第１位に

続きまして、愛媛県は第２位の 99.5％ということ

で、西予市は恐らく 100％だろうとは思っており

ました。欠員がないということはすばらしいこと

ですけれども、そこにはそれぞれの地域や人々の

使命感の強さや、西予市の方々の人間性の表れで

はないかと思っております。 

充足率 100％が今後もずっと続きますように、

関連がありますので、次の質問に、最後の質問に

移りたいと思います。 

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱

され、都道府県知事の指揮監督下のもとに必要な

業務を行っておりますけれども、基本的にはボラ

ンティア活動で、国からの直接的な報酬はありま

せん。 

しかし、民生委員・児童委員の活動費用に対し

て地方自治体から費用弁償が支払われております

けれども、燃料費等の高騰の折に増額ができない

ものかお伺いしたいと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井福祉事務所長 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

民生委員・児童委員の活動に伴う費用弁償につ

いてお答えいたします。 

民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき、

厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員

であり、給与の支給はなく、ボランティアとして

活動していただいております。ただし、委員活動

に必要な交通費・通信費等の実費は支給しており

ます。 

当市におきましては、愛媛県から１人当たり

6 万 200 円の実費弁償費の補助を受け、さらに市

から 7 万 3800 円を上乗せし、年額 13 万 4000 円

を支給しておりました。 

しかしながら、先ほど答弁で触れました民生委

員・児童委員の成り手不足に加え、少子高齢化を

はじめ、児童虐待、社会的孤立や貧困など、地域



 

- 22 - 

 

福祉の課題は複雑多様化し、かつ、多量化する中

で、民生委員・児童委員の重要性が増しているた

め、今年度から年額 5,200 円を増額し 13 万

9200 円を支給するように改善をいたしました。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

費用弁償費、今年度から 5,200 円を増額したと

のことでございました。 

それでは、西予市の費用弁償は、愛媛県下の状

況の中でどういったものなのかお伺いしたいと思

います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井福祉事務所長。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

それでは、県下の状況についてお答えをいたし

ます。 

20 市町における委員の費用弁償の平均でござい

ますけれども 12 万 4655 円で、県下で最も高いの

は、西予市の 13 万 9200 円、低いところでは、９

市町が 12 万 400 円となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

信宮徹也君。 

○３番信宮徹也君 

児童委員・民生委員さんに、愛媛県下で西予市

は一番費用弁償をお支払いしている、先ほどの充

足率も 100％ということでした。日頃から民生委

員さんの活動を目の当たりしますと、もう車で走

り回ったり、大変頭の下がる思いです。 

厚生労働大臣からの委嘱ということで、本来な

ら国が十分に費用弁償を支払うべきと個人的には

思うわけですけれども、現状、早急には変わるこ

とはないと思いますので、西予市のほうで、どう

か今後も委員さん方が活動しやすいように、また、

費用弁償も十分に行えるようにお願いいたしまし

て私の質問を終わりたいと思います。ありがとう

ございました。 

○河野議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時 52 分） 

○河野議長 

再開いたします。（再開 午前 10 時 05 分） 

次に、８番佐藤恒夫君。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

議席番号８番佐藤恒夫です。 

議長より発言の許可をいただきましたので、質

問通告書、会議規則及び申し合わせ事項に従い一

般質問をいたします。 

先月、５月８日より、コロナの感染症が２類か

ら５類感染症となり、やっとふだんの生活に戻っ

た感がいたします。先日、区長さんたちと話す機

会がありました。その中で、地域では、まだまだ

ふだん通りにならないんですよというようなこと

を話されておりました。 

コロナ禍においては、３密の回避というのをよ

く言われておりましたので、地域住民の集まりと

いうのはなかなか困難でありまして、地域のコミ

ュニティーが希薄になりました。集まれないとい

う状況は、これまで以上に地域のコミュニケーシ

ョンの機会を失っております。 

以前は、自治会活動が活発なほど地域の団結力

が強いと評価をされておりましたが、現在では、

活発になればなるほど負担が増えるということで

逃げ腰になる住民の方が増えているのが現状のよ

うです。地域で何もしないのが良いというような

考え方もありますが、それでは地域の支え合いが

できません。地域づくり活動なかなか難しいなと

改めて感じたところであります。 

そこで、地域づくり活動センターについての質

問をいたします。 

地域づくり組織の代表や学識経験者、公民館長、

一般公募の住民で構成される地域づくり活動セン

ター市民検討委員会が、令和２年１月に発足をし

て、公民館の分館問題や活動センターの在り方を

協議して、やっと令和５年４月１日より地域づく

り活動センターが市内 27 カ所でスタートをいた

しました。社会教育施設である公民館をコミュニ

ティー施設に移行して２カ月が経過をいたしまし

た。 

各センターが地域のニーズに沿った運営ができ

ているのか、現状についてお伺いをいたします。 
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 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

地域づくり活動センターの運営状況についてお

答えをいたします。 

地域づくり活動センターの業務には、大きく４

本の柱がございます。地域づくりの場、支えあ

い・つなぎの場、人づくり学びの場、行政窓口の

場の４つの柱となっています。 

まず、地域づくりの場においては、地域づくり

活動を支援するため、地域任用職員を配置する経

費を基礎型交付金として、市内 27 の地域づくり

組織に交付をしております。６月１日現在、市内

全地域づくり組織において地域任用職員を雇用ま

たは委託して配置をされております。その内訳は、

雇用型が 24 組織で 27 名、委託型３組織で３団体

となっております。 

次に、支えあい・つなぎの場、人づくり学びの

場については、地域と行政の協働による取組を進

めてまいります。この取組を進めるに当たっては、

地域内での協議の場が必要であり、地域づくり活

動センター運営委員会がその役割を果たすことと

なっております。６月１日時点での地域づくり活

動センター運営委員会の設置状況については、

15 のセンターで設置をし、委嘱・任命人数は計

152 名となっております。また、この運営委員会

は、話合いを通じて地域のニーズを把握する場に

もなっており、センターの活動方針など地域の方

向性を御検討いただいております。 

次に、行政窓口の場として、全地域における５

月末時点での行政窓口業務の利用実績件数を申し

上げます。タブレットを用いた相談業務が 21 件、

受付業務が 187 件、公金の収納業務が 236 件、証

明書等の発行業務 494 件、その他の業務として

706 件、合計 1,644 件となっております。地区別

に窓口業務の利用実績数を見ますと、かつて公民

館に出張所が併設されていた野村地区において利

用実績が多い状況でございます。また、新たに行

政の機能が設置をされた大野ヶ原地域づくり活動

センターにおいては、これまで片道 40 分から１

時間かけて支所まで手続に行かれていた地域の方

が身近に行政窓口ができて非常に助かっていると

のお言葉をいただいております。 

市内のセンターによっては、行政窓口業務の実

績が少ないところもございます。その要因といた

しましては、本庁・支所までの距離が近く、買物

や金融機関への用事を町の中心部で済ませたつい

でに本庁・支所を利用される方が多い。また、セ

ンターの位置が町の中心部と逆の方向にある場合、

本庁・支所を利用されることが多いといった要因

が挙げられます。 

次に、職員の体制でございますが、27 センター、

26 カ所において、センター長が 26 名、センター

主事が 26 名、会計年度任用職員 25 名を行政職員

として配置をし、各センターの運営に携わってい

ます。これら職員の横の連携を密にして、情報の

共有や職員の資質向上を目的とした、西予市地域

づくり活動センター連絡協議会を５月 24 日に設

立をいたしました。設立総会では、年間の事業計

画や役員体制を協議した後、地域と行政の協働に

関する研修会を開催し、参加者同士で、センター

の運営体制や各地域の取組について情報共有を行

いました。 

また、センターの特色ある活動状況については、

西予市行政情報番組にて、昨日から６月末日まで

は、土居・大野ヶ原地域づくり活動センターを紹

介しております。今後も市内のセンターを紹介し

ていきますので御覧いただきますようお願い申し

上げます。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

活動センターの連絡協議会を立ち上げ、横の連

携を密にして情報共有や資質向上をするというこ

とでありました。よろしくお願いをいたします。 

地域づくり活動についてお伺いをいたします。 

地域任用職員を採用して地域づくり組織の支援

をするということで、もともと地域づくり活動が

活発でなかった地域においては、地域任用職員の

負担が増えるのではないかと思います。 

センターと地域任用職員の相関図を見ると、行

政上の身分にない地域任用職員というのは縦の関

係にはないようであります。地域の自治活動や地

域づくり活動は、行政に指導されるものではない

ためにフラットな状態になっているというふうな
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ことを説明されているようでありますが、しかし、

地域の実情に応じて運営支援をする必要があるの

ではないかと思うのですが、地域づくり活動セン

ター推進室のお考えをお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

地域任用職員は、４月１日のスタート時には配

置が間に合わない地域もございました。６月１日

時点では、27 全ての地域に配置をされており、地

域づくり活動の支援に努めていただいております。 

地域任用職員として初めて雇用された職員とい

うことで不安や心配な点も多いかと存じます。地

域任用職員に対する負担の軽減と活動への支援に

ついてお答えいたします。 

まず、令和３年度から開催をしております地域

人材育成セミナーでございます。このセミナーは、

情報の発信や会議の進め方など、地域任用職員と

しても必要なスキルを学ぶことのできるものです。

このセミナーには、地域づくり組織からの推薦枠

を設けており、多くの方が参加いただきました。

その中から 12 名の方が地域任用職員として雇用

または委託されております。このほか、３月には、

地域任用職員を対象とした研修会も開催をしてお

ります。 

次に、地域任用職員の情報の共有、情報の交換

の場としてＳＮＳを活用しております。地域任用

職員同士が、自分たちの地域の活動報告や互いに

アドバイスを求めたりするなど積極的に活用され

ており、センターや地域内だけではなく多様な相

談の場としても活用をされております。 

現在は、地域任用職員とセンター職員の多くが

同じセンター内で業務を行っております。これに

よりセンター職員は、地域づくり組織や地域任用

職員への円滑な連携・支援ができる環境にありま

す。センター職員は、地域任用職員が安心して業

務に携われるよう働きやすい環境を側面から支援

していきたいと考えております。 

また、地域の実情に応じた様々な課題に対する

取組への支援策としては、せいよ地域づくりアド

バイザー派遣事業制度を活用して、西予市が委嘱

します地域づくりの専門家から、地域の課題に対

する実務的なアドバイスをいただくことができま

す。相談内容は、地域によって様々ですので、相

談内容から判断して適切な支援ができるアドバイ

ザーを派遣させていただいておりますので、ぜひ

御活用いただければと思います。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

支援策としては、地域づくりアドバイザー派遣

事業制度を活用してほしいというふうなことであ

りました。専門家からのアドバイスをいただける

ということですので、適切な支援が受けられるの

ではないかと思っております。 

一つ再質問をさせていただきます。 

小規模多機能自治というのは、西予市だけでな

く、各市町においても地域づくりの体制を見直す

というふうなことになっておりますが、これは、

少子高齢化や人口減少による地域を取り巻く環境

が大きく変化しているからではないかと思ってお

ります。隣の大洲市でも、新たな地域自治組織を

令和５年、今年の 11 月に最終決定をするようで

ございます。 

その方針の中に、公民館主事は、新たな自治組

織移行後は、１年間は事務を行いながら地域任用

職員に引継ぎをして、２年目からは、公民館主事

をなくし、行政窓口、証明書発行あたりも廃止を

して、将来的には指定管理にすることを発表され

ているようであります。 

本市においても、活動センターにおいて、行政

職員をなくして、指定管理体制の考えがあるのか、

今後の活動センターの方向性についてお伺いをい

たします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

ただいま佐藤議員から大洲市が取り組まれてお

ります大洲市地域自治組織再編に関わる取組につ

いて、その中での指定管理制度の導入、また行政

機能を除くようなそういう取組についての例を教

えていただきましたが、西予市としましても大洲

市の取組については、検討の状況を把握させてい
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ただいております。 

指定管理制度のことであると思いますが、その

導入につきましては、西予市の今後の方向性を地

域づくり活動センター推進計画に基づいてお答え

をさせていただきたいと思います。 

西予市では、センターのスタートに当たり、市

直営による運営形態により、公民館の機能を拡充

し、地域を現場で支える仕組みを構築いたしまし

た。 

しかし、将来的に地域が自主自立による地域の

発展を目指し、指定管理制度を活用した組織運営

を地域から望まれるものであれば、その選択でき

る仕組みも必要ではないかと考えているところで

あります。 

地域づくり活動センター推進計画は３年サイク

ルで見直しを図るということを掲げております。

令和７年度には見直しを行うことになっておりま

す。それまでに地域のほうからそういう要望があ

り、またその他のいろんな御意見など要望を踏ま

え、先進事例の取組と西予市の実績を十分に検討

した上で、有識者の御意見を伺いながら、地域が

主体的に指定管理制度を選択できるような仕組み

も検討すべきではないかなとしたいと考えている

ところであります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

推進計画というのは３年サイクルで見直しを図

るというふうなことでありました。 

続いて、行政窓口の業務についてお伺いをいた

します。 

４月からスタートをして、私もちょこちょこ活

動センターに行く機会がありまして、活動センタ

ーに行くとタブレット端末があり、それでその横

にたくさんのマニュアルあたりが置いてあるわけ

なんですよね。タブレットを活用して行政サービ

スが受けられるようになっておりますが、行政サ

ービスが受けられるんですが、センターと本庁担

当者への接続というのはスムーズに行えているか

というところをちょっとお聞きしたいと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

タブレット端末を活用した行政業務についてお

答えいたします。 

タブレット端末については２種類ございます。

一つは、住民票の発行などの行政業務を行うセン

ターに対して１台配備しています。また、それと

は別に、相談業務を行う連絡用のタブレットを全

てのセンターに配備しているところでございます。 

行政業務を行うタブレット端末では、住民票、

戸籍の証明書、印鑑証明書の発行手続などの業務

を行っています。４月以降、５月末までに全体で

346 件の手続実績がありました。その主な内訳と

いたしましては、住民票の発行が 183 件、戸籍の

証明書発行が 122 件と大半を占めております。 

また、タブレット端末を使用したビデオ通話に

よる相談業務につきましては、全体での件数は

21 件と少ないものの、試行錯誤しながら、現在で

はスムーズな接続ができております。 

タブレット端末を使った業務の取扱い件数につ

いては、センター間でも実績に差があるため、不

慣れな場合もございますが、マニュアル等を確認

しながら正確な事務を心がけてまいります。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

マニュアルを見てしっかりとできているという

ふうなことだったと思います。 

次に、事務手続の流れについてお伺いをいたし

ます。 

公金の支払いもセンターで行えるようになった

と聞いております。証明書の発行手数料や公金を

受領した場合の事務手続の流れはどういうふうに

なっているかお伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

地域づくり活動センターでの公金の収納業務に

関する事務手続の流れについてお答えをいたしま

す。 

市税や保険料などにつきましては、納付書を持
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参していただきましたらセンターで収納ができる

こととなっております。センターで受け取った現

金については、翌日の午後１時 30 分までに本庁

まちづくり推進課、または支所地域生活課へ提出

をし、本庁・支所の担当者が金融機関へ午後３時

までに入金をするという流れになっています。 

市税や保険料には納期限が設定をされており、

その確認を速やかに行うため、このように翌日ま

でに現金の持込みを取決めをして行っているとこ

ろでございます。 

一方で、使用料や手数料等については、１カ月

分をセンターで集計し、翌月の初めに本庁・支所

へ現金と集計資料をまとめて提出するようにして

おります。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

現金の取扱い、保管というのは、十分に注意を

払って行っていただきたいと思います。 

次に、各種申請などの手続が行えるようであり

ますが、私ちょっと思ったのが、有害鳥獣駆除に

よる有害鳥獣の現物確認という業務をセンターで

行えないかというのをちょっとお聞きしたいなと

思いますので、御答弁をお願いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

地域づくり活動センターでの有害鳥獣駆除に関

する捕獲鳥獣の現物確認業務についてお答えをい

たします。 

まず、地域づくり活動センターで行います行政

業務を検討するに当たり、公民館での業務内容の

調査と組織機構に伴います支所の組織再編や職員

体制を考慮した支所業務の見直しを行う必要があ

り、業務の移管調査をまず行いました。その調査

結果をもとに各課にヒアリングを行い、センター

で行う行政業務を確定し、業務マニュアルを作成

して現在業務を進めています。 

佐藤議員から御提案のありました業務につきま

しては、これまで本庁と支所で対応していた業務

でもあり、各センターで行うには人員配置等に難

しいことから、センターでは取り扱わない業務と

判断をしております。 

今年度からの取組となりますので、センターで

の行政業務の取扱い状況を見極めつつ、当面はこ

の体制で進めさせていただく考えでございます。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

各センターで行うには人員配置的に難しいので

はないかというふうな答弁であったかと思います。 

有害鳥獣駆除の現物確認業務というのはそんな

に難しいことではないと私は思っております。先

ほど、タブレット端末を活用して行政事務のとき

はビデオ電話による業務を行えるというふうなこ

とで答弁をしていただきました。タブレットがあ

るわけですからそんなに難しいことではないと思

います。それと、地域づくり活動センターの中で

は、地域づくり活動の中に有害鳥獣駆除隊という

のも組織の中に入って活動されているところもあ

るわけなんですね。 

こういった状況を見ると、有害鳥獣駆除による

現物確認業務というのは、センターで行えるんじ

ゃないかなと私は思っております。ちょうど政策

企画部長の横が産業部長、林業課の担当部長が横

にいらっしゃるようでありますが、担当部長あた

りはどのようなお考えかちょっと答弁をお願いい

たします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和氣産業部長。 

○和氣産業部長 

有害鳥獣の現物確認をセンターで行えるように

するべきとの質問でございますが、有害鳥獣の個

体の現物確認は基本職員が行うこととなっており

まして、タブレットを利用したりした場合におい

ても、写真の撮影、それから確認書の作成等は、

同様に職員による確認作業を省略できるものでは

ございませんので、今後、市内の全てのセンター

において対応が可能かどうか、センターでの取扱

い業務量などを確認し、必要に応じて捕獲確認マ

ニュアル等の見直し等を検討したいと考えます。 

以上、答弁とさせていただきます。 



 

- 27 - 

 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

現物確認というのは職員じゃないとできないと

いうふうなことを言われたと思うんですが、活動

センターの中にも職員いらっしゃいますよね。セ

ンターの中にも職員はいらっしゃいますし、その

方がタブレットで送ったら、それでいいのではな

いかなと私は思いました。 

次に、再生可能エネルギーについての質問をい

たします。 

地球温暖化対策を考えていく上で、温室効果ガ

ス削減を実現していくためには、風力または太陽

光発電の導入が有効な手段の一つではないかと私

は思っております。 

昨日の新聞だったでしょうかね、四国電力のほ

うが、松山に大型蓄電所を建設すると発表されて

おりました。カーボンニュートラルの達成に向け

て、再生エネルギーを主力電力化する国の方針に

沿って開発を進めたいと述べられておりました。 

また、国は、改正温暖化対策推進法で、脱炭素

化を推進する事業を行う区域、促進区域と言いま

すが、設定をし、町の努力義務としております。

地方公共団体が促進区域を制定し、温室効果ガス

の排出削減を推進するための実行計画も策定をさ

れております。温室効果ガスの排出量削減を行う

ための施策には、再生可能エネルギーの導入、省

エネルギーの促進、緑化促進、環境型社会の形成

等が定められております。 

この取組が加速する一方で、太陽光発電施設や

風力発電施設の開発は、自然の景観や生活環境を

損なう可能性があることから、虚偽申請や不正な

事業者なども見受けられたことから、本市では、

西予市環境基本条例に基づき、西予市再生可能エ

ネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関

する条例を制定されております。 

そこで、今現在の本市における風力及び太陽光

発電施設の設置件数と発電量をお伺いいたします。 

○河野議長 

一井生活福祉部長。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

西予市における風力及び太陽光発電施設の設置

件数と発電量についてお答えいたします。 

まず風力発電施設ですが、西予市宇和町野田地

区と山田地区に８基ございまして、年間の発電量

は約 3 万 5000 メガワットアワーとなっておりま

す。これは仮に、家庭の１世帯当たりの全消費電

力量を、環境省の調査結果に基づき年間で

4,175 キロワットアワーとした場合、約 8,400 世

帯分の電力量に相当いたします。 

次に、市内の太陽光発電施設でございますが、

現時点では、市独自で法人等や個人事業者が設置

した件数及び発電量の全てを把握してはございま

せん。参考までに、発電量に関しては、環境省が

公表しております自治体排出量カルテにおいて、

ＦＩＴ制度による再生可能エネルギーの設備容量

の導入状況が示されており、最新のデータである

令和３年度の市内太陽光発電量は年間で約 4 万

882 メガワットアワーとなっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

次に、設置に当たり市への届出についてお伺い

をいたします。 

西予市再生可能エネルギー発電施設の適正な設

置及び維持管理に関する条例は、令和２年７月１

日から施行をされております。その中に、再生可

能エネルギー発電施設が出力が 10 キロワット以

上の発展施設は届出を出し審査を受けることにな

っているが、審査の内容、審査基準はどのような

ものか、届出の流れの説明をお願いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井生活福祉部長。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

市への届出についてお答えいたします。 

西予市再生可能エネルギー発電施設の適正な設

置及び維持管理に関する条例では、事業者に対し

て発電施設の適正な設置及び維持管理を求めてい

くことで、市内に建設される発電施設の安全性・

信頼性を確保し、あわせて、自然環境・景観及び

生活環境の保全と地域との共生を図っていくこと

を目的として、令和２年４月１日に制定し、同年

７月１日から施行しております。 



 

- 28 - 

 

これにより、事業者は、計画の実施に当たり、

災害や環境への影響を精査し、災害の発生防止や

環境保全対策を検討した上で、事前に周辺関係者

に同意や理解を得るなど、事業を実施する地域と

の良好な関係維持に努めていただくことが求めら

れます。 

事業者は、まず、事業着手の 90 日前をめどに、

市と事業計画についての事前協議を行い、着手す

る 60 日前までに必要書類をそろえて市へ届出を

行っていただきます。 

提出された届出書類に基づき、防災上の措置、

周辺地域における良好な自然環境等の保全、施設

設計の安全性の確保、自治会及び近隣住民との良

好な関係性について、規則で定めた技術的基準な

ど 23 項目について審査を行います。 

審査において問題がなければ、審査結果の通知

後、事業を開始することが可能となります。ただ

し、事業内容に問題等が見受けられる場合には、

事業者に対して必要な措置を求めた後、問題等の

解決が確認できれば事業に着手していただくこと

ができます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

本市において条例施行後、令和２年７月１日以

降になりますよね、何件設置をされていたかとい

うのをお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井生活福祉部長。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

条例施行後の届出の件数についてお答えをいた

します。 

これまで 11 件の事業計画の届出があり、11 件

全て工事着手の同意を得るに至っております。聞

くところによりますと、西予市に事業計画の届出

を行う前段階において、地域の同意が得られない

案件や隣接所有者の理解が得られず事業規模を縮

小した案件などもあるようで、一定の効果は上が

っているように思われます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

11 件あったということで、発電事業を行う事業

者は、あらかじめ事前協議を行い、同意を得るこ

と、地元地区への説明をしっかりとしていただい

て、地域との争いをなくして共生を図っていただ

きたいものだと切に思います。 

次に、固定資産税についてお伺いをいたします。 

産業用太陽光発電には固定資産税がかかります。

設備と土地の固定資産税評価と税率はどのように

なっているのかお伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

太陽光発電等の償却資産に係る固定資産評価額

について答弁をさせていただきます。 

議員が述べられたように、発電等によります事

業に供するため取得された風力や太陽光発電など

の再生可能エネルギー発電設備につきましては、

償却資産として固定資産税が課されるということ

になっております。 

償却資産の固定資産税につきましては、償却資

産の取得価格に減価残存率を乗じて算出された償

却資産税評価額、これに 1.4％の税率を乗じた額

となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

再質問させていただきますが、再生可能エネル

ギーの発電設備を取得した場合、固定資産税の軽

減措置があるのかどうかお伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

軽減措置につきましてお答えさせていただきま

す。 

再生可能エネルギー発電設備のうち、地方税法

に規定をいたします一定の要件を満たす場合にお

きましては、課税標準の特例が適用されまして、
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取得した当該設備の出力規模に応じた特例割合に

よりまして、固定資産税が課されることとなった

年度から最初の３年間に限り軽減されることとな

っております。 

以上でございます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

もう一つ、本市における風力及び太陽光発電に

よる設備と土地の固定資産税の税収と件数はどの

くらいあるのかをお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

固定資産税の賦課期日となります１月１日現在、

事業用の償却資産を所有されている方は、償却資

産の状況について申告期限までに申告をいただく

ということが義務づけられております。 

本市におきましては、申告のありました償却資

産につきまして、再生可能エネルギー発電設備と

して分類・管理を行っておりません。そのため、

正確な対象の件数及び税額については把握をして

おりません。そのため参考のデータとはなります

が、経済産業省から提供いただいております再生

可能エネルギー発電設備認定情報によりますと、

西予市内におきまして再生可能エネルギー電気の

利用の促進に関する特別措置法に基づき認定され

た発電設備、この中には 10 キロ未満の発電設備

は除くわけでございますけども、そのうち、平成

24 年７月１日から令和４年７月 31 日までに運転

開始報告のあった発電事業者は 253 件となってお

ります。 

また、当該発電事業者の再生可能エネルギー発

電設備に係る償却資産及び土地の固定資産税額に

つきましては、令和２年度約 3965 万 7000 円、令

和５年度におきましては約 8551 万 4000 円となっ

ており、大幅に増加をいたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

件数は結構あるんやなと。それと増収について

も、結構、２年と比べるとあるのかなという感は

いたします。 

続いて、太陽光パネルの廃棄についてお伺いを

いたします。 

先ほども述べたように、地球温暖化対策を考え

ていく上では、温室効果ガス削減を実現していく

ためには、風力とか太陽光発電の導入が有効な手

段の一つであると私は先ほども言ったように思っ

ております。設置をしたら、当然、寿命が来て撤

去する話も出てきます。太陽光をはじめとした再

生可能エネルギーを、今後、安定した電源にして

いくためには、廃棄問題というのは避けては通れ

ないと思います。 

そこで、太陽光パネルの廃棄問題についてお伺

いをいたします。 

太陽光パネルの寿命というのは大体 25 年から

30 年くらいと言われておりますが、今後、太陽光

パネルが大量に廃棄されることが予想をされてお

ります。市は、太陽光発電施設の廃棄・撤去の基

準をどのように考えているのかをお伺いいたしま

す。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井生活福祉部長。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

太陽光パネルの廃棄についてお答えいたします。 

太陽光発電施設の廃棄処理の責任は、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律等により太陽光発電事

業者等にございます。 

発電施設の撤去及び処分は、資源エネルギー庁

が策定したガイドラインにおいて、事業終了後、

可能な限り速やかに行うことと示されており、当

市の条例及び施行規則においては、事業者が施設

を廃止しようとするときは 30 日前までに施設廃

止届出を行い、施設の廃止完了後、撤去後の現地

写真を付して速やかにその旨を市長に届出しなけ

ればならないことになっております。 

また、解体・撤去工事の実施に当たり、作業や

太陽電池モジュールの安全管理、分別保管の実施、

廃棄物処理など関連する法制度への対応が求めら

れています。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

次に、廃棄費用についてお伺いをいたします。 

太陽光発電設備には、鉛やカドミウムといった

有害物質が一部含まれているため、廃棄処理を行

う必要があります。太陽光発電施設の撤去につい

ては、使用者である個人が撤去することは通常考

えられないと思います。事業者が解体業者などに

依頼をして撤去作業をすることになると思います。

このため産業廃棄物扱いとなり、市の環境センタ

ー等に持ち込まれることはないんじゃないかと思

っております。しかし、使用しなくなった太陽光

パネルをそのまま放置しておく場合もあります。

また、不法投棄の心配もあります。 

こうした廃棄費用に関する面において、適切に

廃棄処置されているかを監視していくというのも

市の責務だと思うのですが、対策はされているの

かお伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井生活福祉部長。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

太陽光パネルの廃棄費用についてお答えいたし

ます。 

太陽光発電事業は、事業参入への障壁が低く、

様々な事業者が取り組むことができ、事業主体の

変更も行われやすい状況から、全国のみならず、

当市においても、発電事業終了後に施設が放置さ

れるのではないかといった地域の懸念がございま

した。 

経済産業省資源エネルギー庁では、そのような

懸念に対し、平成 29 年改正ＦＩＴ法により、廃

棄費用の積立ての計画や報告が義務化されました

が、実効が伴わないことから、令和２年６月に関

係法令が改正され、太陽光発電設備の廃棄等費用

の積立てを担保する制度ができ、原則として、外

部機関に積立てをする仕組みに変わりました。 

具体的には、事業者が受け取る電気供給の対価

から源泉徴収的に廃棄費用が控除され、それを第

三者機関が積立金として管理することになります。

事業者が解体等の実施費用に充てるため、積立金

を取り戻す際には、廃棄処理が確実に見込まれる

資料提出が必要となるというものでございます。 

なお、対象は 10 キロワット以上、全ての太陽

光発電のＦＩＴ・ＦＩＰ認定事業で、積立金の調

達期間は、交付期間終了前の 10 年間となってお

ります。 

仮に、事業者が倒産した際も、取戻し条件は維

持されるため、債権者は任意に積立金を取り戻す

ことはできません。事業譲渡時には積立金も承継

することになりますので、制度上では、廃棄処理

は確実に行えるものと理解をいたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

今後、この太陽光発電設備というのは、再生可

能エネルギーの一つとして、2050 年のカーボンニ

ュートラル社会の実現に向けて増えていくという

ことが考えられております。廃棄費用については

先ほど、売電型の発電設備に関しては、電気を売

って得た収入の一部を事前に積立てておく制度が

開始されたということでございました。もし、事

業者が、例えば行方不明になったり、持ち主が特

定できない状態になった場合、行政で廃棄費用と

して積立金を請求して廃棄できるのかどうかとい

うところをお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

一井生活福祉部長。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

事業承継者がいない場合の太陽光発電施設の廃

棄処分についてお答えをいたします。 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する

特別措置法では、認定事業者以外の者による積立

金の取戻しが規定されており、一定の要件を満た

す場合には積立金の取戻しが認められます。 

具体例を申し上げますと、問題となる発電施設

の廃棄等処分について、地方自治体が、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律に基づく行政代執行を

実行した場合、積立金を当該認定事業者等に代わ

って取り戻すことができます。この手続には、当

該事業者等にあらかじめ通知を行わなければなり

ません。仮に、事業者等の所在が明らかでない場

合は、公示送達の方法等により通知を行うことが

できるとされております。したがいまして、この
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制度においては、業者がいなくなったとしても廃

棄処理は行えるものと理解をいたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

業者がいなくなったとしても廃棄処理は行える

ものと理解しておるということの答弁でありまし

た。 

費用がかかるからといってそのまま放置したり、

空き家になる場合もあるんじゃないかと思います。

こういった場合、一番困るというのは地域の住民

の方ではないかと思います。不法投棄された場合

も困るのは地域の住民の方であります。 

本日伺ったところによると、令和２年６月の法

改正で 10 キロワット以上の太陽光発電設備の廃

棄処分というのは完全に行えるということと、本

市において、再生可能エネルギーの発電設備に係

る償却資産及び土地の固定資産税の税収というの

は、令和２年度は 3965 万円、令和５年度につい

ては 8551 万円と増収しているということを考慮

して、西予市の将来を考えて地域に沿った対策を

していただくということをお願いいたしまして一

般質問を終わります。 

○河野議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前 10 時 59 分） 

○河野議長 

再開いたします。（再開 午前 11 時 15 分） 

次に、13 番井関陽一君。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

おはようございます。 

本日の最後の質問者となりました。議席番号

13 番井関でございます。 

河野議長より発言の許可をいただきましたので

一般質問をさせていただきます。 

先日、５月の末になりますが、五島市に視察に

行ってまいりました。ここは、日本初となる浮体

式洋上風力発電や大型の潮流発電機を用いた実証

事業を行うなど、再生可能エネルギー研究の先進

地として、カーボンニュートラルの実現に向けた

取組が実践されていました。また、浮体式洋上風

力発電は観光の一環としても一役を買っていまし

た。さらに、市関連施設に五島市産再エネ

100％・ＣＯ２ゼロ％の電力を供給し、ゼロカー

ボンシティの実現に向けて、市内商工業者や団体

で組織された五島市民電力株式会社が設立されて

おり、再エネの取組の本気度がうかがえた次第で

した。 

西予市では、５月 25 日に西予市エネルギービ

ジョンが公表され、2050 年カーボンニュートラル

の実現に向けて、西予市の方向性が示されたもの

であると思います。私も作成委員の１人でしたが、

作成されたビジョンがどのように運用され実施さ

れていくのかお伺いをしたいと思います。 

まず、通告書にあります１番から３番なんです

けども、概要的なものでございますので、一括し

て目的と内容と実施方法について御説明をお願い

いたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和氣産業部長。 

○和氣産業部長 

エネルギービジョンの目的、それから取り組む

内容、実施方法についてお答えさせていただきま

す。 

まず最初に目的でございますが、当市のエネル

ギービジョンにつきましては、本市における地域

課題やエネルギー需要構造、エネルギーのまちの

実現に向けた政策上の課題等を踏まえて、本市に

おけるエネルギー構造高度化・転換に向けた基本

方針を取りまとめることで、再生可能エネルギー

等の活用の取組を推進することを目的に、経済産

業省のエネルギー構造高度化・転換理解促進事業

を活用し、策定をいたしました。 

次に、取り組む内容でございます。 

本ビジョンにおいては、旧町ごとの地域特性に

応じた再生可能エネルギーの活用が求められると

考え、明浜・三瓶の沿岸部ゾーン、宇和の盆地ゾ

ーン、それから野村・城川の山地ゾーンの３つの

ゾーンに分けて取り組む内容を検討いたしました。 

沿岸部ゾーンでは、避難所への太陽光発電の導

入を、盆地ゾーンでは、廃棄物バイオマス利用、

公共施設での地中熱利用を、それから、山地ゾー

ンでは、小水力発電の導入、木質バイオマス利用
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をそれぞれ検討いたしました。 

本ビジョンにおいて示された事業に係る着手の

判断につきましては、事業化の可能性調査等詳細

な分析を実施した上で、今後予定されております

大型公共事業の時期、それから財政状況等を勘案

して検討を進めてまいりたいと考えております。 

次に、実施方法についてお答えさせていただき

ます。 

本ビジョンにおいて検討した取組につきまして

は、小水力発電の導入が一定の効果が見込まれる

ことが示されたところでございます。しかしなが

ら、試算上のイニシャルコストにおいて、最低で

も 6 億 8900 万円のコストが見込まれることから、

事業実施に当たっては、国庫補助金等特定財源の

確保が前提であると考えております。 

また、宇和中学校での検証を行った地中熱シス

テムについても一定の効果が見込まれることが示

されました。地中熱システムを空調に活用するこ

とで、公共施設の省エネ化が可能となり、事業内

容によっては国庫補助を活用することも可能とな

ります。今回のビジョンでは検証できておりませ

んが、宇和中学校以外の公共施設においても導入

が可能でありますので、策定したビジョンをもと

に、その他公共施設への導入についても検討して

いきたい考えでございます。 

今後は、本ビジョンの実現に向け、各種財源の

活用や技術の進歩等の変化する現状を注視し、本

ビジョン内の検証で得た課題について、引き続き

検証し、費用対効果が見込める取組から推進して

まいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

ありがとうございました。 

再生可能エネルギーの取組を推進していき、沿

岸部ゾーン、盆地ゾーン、山地ゾーンに分け、そ

れぞれで取り組める再生エネルギーの検討をして

いくということで、費用対効果が認められる取組

から推進していきたいという内容であったかなと

思います。 

実際に地中熱を利用したことなんかは、まだ今、

西予市でも、今まで考えたことがなかった取組だ

と思うんですけども、財政の状況を見極めながら

ということになると思いますが、イニシャルコス

トの回収が可能とされた事業は、なるべく早く取

り組み、就業の機会が増やせるようにお願いして

おきたいと思います。 

それでは、具体的な内容について少し質問をさ

せていただいたらと思います。 

これまでも何回も質問してまいりましたが、廃

棄物のバイオマスについて質問させていただきま

す。 

野村浄化センターの廃棄物と畜産廃棄物を利用

した発電の場合では、イニシャルコストを回収す

るのに要する年数が 53 年と非常に長い期間であ

るんですが、畜産業を行う上において、廃棄物の

処理に困らなければ規模拡大につなげることがで

きるし、環境にもよいと考えますが、行政のお考

えをお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和氣産業部長。 

○和氣産業部長 

廃棄物バイオマスについてお答えいたします。 

本ビジョンの作成に当たり、農業廃棄物、水産

廃棄物、下水汚泥、し尿処理汚泥の廃棄物バイオ

マスについて検討を行いました。 

農業、水産系の廃棄物である稲わらや農産物加

工残渣、水産系廃棄物等は、既に堆肥化や農地還

元、産業廃棄物としての処理システムが既に確立

されており、バイオマスエネルギー利用における

資源量の確保が困難との結果が出ました。 

下水汚泥、し尿処理汚泥については、宇和浄化

センター、野村浄化センターの２施設において、

熱・電力利用の両面から再利用設備の導入につい

て効果検証したところ、コスト面においてランニ

ングコストが販売収入を上回ったため、投資回収

は不可能であり、設備投資が高額となることから、

現状での導入は困難との結果となりました。 

また、野村浄化センターへ野村町エコセンター、

城川町高品質堆肥センターで堆肥化されておりま

す畜産廃棄物を搬入してバイオガス発電等の活用

についても検討を行いましたが、イニシャルコス

トが高額となることと、投資回収に、先ほども言

われましたように、53 年を要する見込みとなった

ことから、今後の畜産廃棄物の減少の可能性を考
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えると、こちらについても現状では導入は難しい

と考えております。 

しかしながら、現状での取組は困難であっても、

廃棄物バイオマスの活用についてはＣＯ２削減に

もつながることから、環境に優しい西予を目指し、

引き続き、国庫補助金等特定財源の活用や技術の

進捗等、変化する環境に併せて、引き続き検討し

てまいりたいと考えております。 

先般、国の新たな動きとして、ちょうど３日前

の６月 13 日に、下水の汚泥資源を利用した肥料

成分を保証可能な新たな公定規格案、菌体りん酸

肥料といいますが、に関する説明会が、農林水産

省と国土交通省主催で全国一斉に開催されました。 

それよりますと、下水汚泥を利用する背景には、

肥料の原料について、外国依存度が高く、今般の

ウクライナ情勢などの影響により価格が高騰する

状況にある中、安定的に農業生産を続けていくた

めには、下水汚泥資源など、国内資源の利用拡大

を図ることが重要となっていることが背景にあり

ます。 

具体的には、下水汚泥の多くがこれまで焼却さ

れており、現在の肥料利用は約１割にとどまって

おります。 

今後、肥料の国産化と肥料価格の抑制につなげ

るべく、農林水産省と国土交通省が緊密に連携し、

肥料利用を拡大するとされており、目標値におき

ましては、2030 年までに畜産堆肥や下水汚泥資源

の使用量を倍増し、肥料の使用量、リンベース分

でございますが、に占める国内資源の利用割合を

40％に引き上げるとの目標を掲げております。 

西予市での下水汚泥の肥料化については、施設

整備のイニシャルコストやランニングコスト、生

産肥料の利用見込みなど、現段階では不透明では

ありますので、今後、国の動向を注視しながら、

引き続き調査研究をしてまいりたいと考えており

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

ありがとうございました。 

６月 13 日の菌体りん酸肥料についての新しい

情報を報告していただきましてありがとうござい

ました。 

肥料の国産化は非常にありがたいことで、昨年、

産業建設常任委員会で視察しました富士山朝霧バ

イオマス発電所においても、発電後の液肥に必要

な成分を添加し、肥料として販売をされていまし

た。こういった肥料につきましてもいろいろと研

究していただきまして、今ほど答弁いただきまし

たような内容を十二分に検討いただいて、発電も

諦めることなく、一緒に今後検討していただいた

らと思っております。 

それでは次に、木質バイオマスについて御質問

させていただきます。 

産業建設常任委員会において、木質バイオ発電

について、昨年１年間調査研究しましたが、その

結果、資源はあるものの人材不足にて材料の搬出

が無理であり、まずは人材確保を優先すべきとの

結論に達し報告したところでありますが、イニシ

ャルコストの回収は 35 年と長いものの可能であ

るとの評価がなされました。 

西予市はこのことについてどのように考えるの

か。また、人材確保として取り組まれました林業

に特化した協力隊の状況についてお伺いをいたし

ます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和氣産業部長。 

○和氣産業部長 

木質バイオマスについてお答えさせていただき

ます。 

木質バイオマスにつきましては、以前からバイ

オマスタウン構想により、木質ペレットの製造等

に取り組んでいるところですが、当市は 75％が山

林で木質バイオマスのポテンシャルが高い地域で

ありますので、本ビジョンにおいても、未活用の

林地残材の熱利用、発電利用について検討をいた

しました。 

結果としては、未活用の林地残材は搬出につい

てコストがかかり、補助金等の支援がなければ搬

出することが困難であることが分かりました。仮

に搬出を行い発電に利用した場合、先ほども言わ

れましたが、約 35 年でイニシャルコストが回収

できるものの、発電設備導入等の初期投資に多額

の経費がかかることが予想されております。 

このことから、現状で早速に取り組むことは困
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難ではありますが、木質バイオマスの活用につい

ては、森林管理、土砂災害防止、未活用エネルギ

ーの活用といった面からも、環境に優しい、災害

に強い西予を目指す上で重要な課題であると考え

ておりますので、これも国庫補助金等特定財源の

活用や技術の進捗等変化する環境に併せて、引き

続き検討してまいりたいと考えております。 

次に、林業に特化した協力隊の状況についてお

答えさせていただきます。 

令和４年度に大阪、東京で開催されました愛あ

るえひめ暮らしフェアや西予市ホームページなど

で林業に特化しました地域おこし協力隊を募集し

たところ、２名の応募があり、令和５年度より活

動をしております。 

現在、協力隊の２名は林業技術者として、基本

的な技術・知識の習得のため、久万高原町にござ

います愛媛県林業研究センターにおいて約１カ月

間研修を行っている最中でございます。研修後は、

居住地であります惣川地区を中心に林業の実務に

携わり、西予市の林業振興を図っていく予定でご

ざいます。 

また、今年度はトライアルとして、林業の基礎

的な知識、作業などを学ぶことができる短期的に

特定の経験を積むインターンシップ制度の実施を

検討しております。インターンシップの実施によ

り、林業の仕事に関する理解を深め、林業への新

規就業の促進を図るだけではなく、林業就業にお

ける課題抽出を行い、本格運用につなげていく予

定でございます。 

林業労働力の確保につきましては喫緊の課題と

なっております。引き続き、関係団体、関係各課

と協力を行い、林業従事者の確保に努めてまいり

たいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

人材が不足しているということで、なかなかこ

の未利用材を搬出することは難しいということで、

未利用材を排出するには、約年間 8000 万円ほど

のお金がかかるんじゃないかなというような試算

も出とったんじゃないかなと思いますが、そうい

った中、森林環境譲与税をうまく活用するなどし

て、初期投資はかなりの額になるかもしれません

が、木材の乾燥施設を持っていない森林組合など、

未利用材の活用と熱エネルギーの両方を利用する

ことによって、将来の林業にとって希望の持てる

事業であると思いますので、検討はいただけると

いう答弁でありましたが、さらなる検討を重ねて

お願いしとったらと思います。 

また協力隊について再質問させていただきたい

んですが、３名、多分今年は３名の募集だったと

思うんですが、２名来ていただいているというこ

となんですが、この協力隊の募集については今後

も継続されていくのかどうかお伺いしたいと思い

ます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和氣産業部長。 

○和氣産業部長 

お答えさせていただきます。 

今後につきましても募集をしていきたいと思っ

ておりますし、また新たな都会、それから、県内

の大学等も含めて、先ほども言いましたインター

ンシップ制度の研修なども含めて、市内ではなか

なか確保できない林業の担い手を、外からの面か

らも呼び込んでいきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

インターンシップも含めて今後も募集していた

だけるということでございますのでよろしくお願

いしたらと思います。 

それでは次に、小水力発電についてお伺いした

いと思います。 

先ほどの答弁の中に少し含まれておりましたが、

惣川の色納地区では、イニシャルコスト回収年は

17 年とかなり可能性が高いように思われますが、

惣川での水力発電についての取組の方向性をお伺

いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和氣産業部長。 

○和氣産業部長 

小水力発電についてお答えさせていただきます。 
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小水力発電につきましては、当市でも水力発電

のポテンシャルの高い船戸川の小松地区、都地区、

それから、先ほども出ました色納地区の３カ所で

検討いたしました。 

結果といたしましては、先ほども答弁で申し上

げましたとおり、いずれも一定の効果は見込まれ

るもののイニシャルコストが高額になることから、

現在、国庫補助の活用と併せて民間企業との協働

について検討していくこととしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

今まで小水力発電、廃棄物発電、いろいろな個

別の質問をさせていただきましたが、いずれにお

きましても、初期投資がかなりの高額な金額がか

かるということで、いろいろな補助事業がないと

実施に踏み切ることはなかなかできないのかなと

いう答弁が主であったと思っております。 

そういった中ではありますが、惣川地区におき

まして、この回収年度が 17 年というのはかなり

数字的にはいいのかなと思いますので、その方法

とか、先ほど言われましたが、民間業者との協働

ということもございましたので、そこら辺を十二

分に練っていただきまして、可能性があるようで

したらぜひお願いしたらと思います。 

エネルギーの最後の質問に移らせていただきま

す。 

ハイブリッドダムについてですが、先日、野村

町のある方から前議長の小玉さんに情報が寄せら

れました。私もその情報を見せていただきました

が、その内容はハイブリッドダムに関するもので

した。内容を見てみると、国交省が管轄する３つ

のダム、栃木県の湯西川ダム、島根県の尾原ダム、

愛媛県の野村ダムについて、発電施設の新増設を

しようとする民間業者等の意見を聴取した上で、

発電施設の新増設等の実現の可能性やスキームを

検討し、業者の募集要項案を作成するといったケ

ーススタディーを実施するという内容のものであ

りました。 

西予市としても調査に協力していくべきではな

いかと考えますが、西予市の対応をお伺いいたし

ます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

ただいま井関議員からハイブリッドダムが野村

ダムも含めて３つのダムで計画されているという

お話でございましたが、４月 28 日に国土交通省

から公表をいただきました事業のことであると思

いますが、この取組について国土交通省では、近

年の気候変動の影響によりまして水害の激甚化・

頻発化を踏まえた治水対策とともに、2050 年のカ

ーボンニュートラルに向けた取組を加速するため、

治水機能強化と水力発電の促進の両立に加え、ダ

ムが立地する地域の振興にも官民連携で取り組む

ハイブリッドダムの取組を進めるという公表があ

りました。 

そして、５年度におきましては、先ほど井関議

員が言われたとおり、３つのダムでその事例研究

を行うということでございました。その上で、令

和６年度以降に事業に参画する民間事業者等の公

募を行うダムの選定を進めていくということでご

ざいました。 

西予市としては、この報道につきまして大変興

味を持っておりますし、そして、関心を持ってお

ります。令和５年度に行う民間事業者等の意見聴

取や事業の実施可能性の検討を踏まえて情報収集

に努めていきたいと考えておりますし、あわせて、

肱川ダム統合管理事務所との連絡を密にし、情報

収集をしていきたい、積極的にこのことについて

は、情報を収集しながら野村ダムで実施していた

だくよう働きかけを行っていきたいと考えており

ます。 

以上であります。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

大変前向きな答弁ありがとうございました。 

本当にこれ要件の中に地域貢献もうたわれてい

るので、西予市としましてもぜひ協力をして、実

現に向けた御努力を願ったらと思います。 

このハイブリッドダムについて、もう一つ再質

問させていただいたらと思います。 
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そもそもこのハイブリッドダムというのはどう

いったダムのことを言うのか市民の皆様に御説明

を願ったらと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

このダムの手法として４つ掲げられております。

１つには洪水後にダムの貯水位を下げる放流を行

う際、当面、降雨が予想された場合には緩やかに

放流し、水力発電を実施する。非洪水期にまとま

った降雨が予想されるまでの間、一定の高さまで

貯水位を上げ、これを安定的に放流し、水力発電

を実施すると。既設ダムにおいては、発電設備を

新設・増設し、水力発電を実施すると。堤体のか

さ上げ等を行うダム改造や多目的ダムの建設に併

せて、発電容量の設定などにより水力発電を実施

する。この４つの方法が掲げられておりまして、

その中で野村ダムとして該当するものについてや

っていただけるものであると思っております。 

以上であります。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

ありがとうございました。 

ハイブリッドダムというハイカラな名前といい

ますか、こういう名前でございますので、どうい

ったことかなとも思われる市民の皆様もおられた

んじゃないかなと思いますので質問させていただ

きましたが、要は、水資源を有効に利用して発電

を行うという内容になっていると思いますので、

この水資源、野村ダムにおきましては、30 年豪雨

で大変野村には大きな災害をもたらしたわけでご

ざいますが、そのダムが有用な施設に生まれ変わ

ることができるのであれば、非常に野村町民とい

たしましてもうれしいことだと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いしたらと思います。 

それでは次に、大きな２番、防災行政無線につ

いて質問させていただきます。 

コスモキャストが運用されて数年たちますが、

現在利用されている方の割合がどの程度あるのか。

また、１番の質問になりますが、緊急時の放送範

囲はどのようになっているのか。 

野村町の火事のときに、去年私大洲市役所にい

たわけなんですが、会議中に私の携帯のみ緊急放

送が流れました。マナーにしていたにもかかわら

ず鳴ったわけなんですけども、この緊急時の放送

がどのように決められているのか。例えば、火事

のときの放送範囲はどの範囲に放送されているの

か、行方不明になられたときなどの放送はどの範

囲の放送内容となっているのか、具体的に教えて

いただいたらと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

緊急放送の範囲につきましてお答えさせていた

だきます。 

その前に登録者の状況でございますけれども、

防災行政無線配信アプリコスモキャストでござい

ますが、防災行政無線によります避難情報等、緊

急情報と行政情報の一部を補完する目的で運用い

たしております。現在 991 名の方に登録をいただ

いております。人口比でいきますと 2.5％程度で

はございますが、この点についてはまた推進を図

ってまいりたいと考えております。 

そして、防災行政無線によります高齢者等避難、

避難指示の情報など、緊急放送の範囲につきまし

ては、全市的に影響を及ぼす災害の発生が予想さ

れる場合には、西予市全域を対象に、また、局地

的に災害発生の危険性が高まった場合には、その

地域を指定して緊急放送を行うことといたしてお

ります。 

また、緊急放送として最大音量での放送を実施

しておりますのは、サイレン吹鳴を伴う避難指示

発令時や火災など、市民の生命・財産に重大な影

響を与えるおそれのある状況となったときといた

しております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

火事の場合などはそこの地域の範囲に放送をす

る、高齢者等避難などは全市に出される場合は全

市に出されているということでございましたが、
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なかなかこの範囲がどの、ちょうど私が大洲で受

けたときは四郎谷やったかな、渓筋の火事だった

わけなんですが、そこの範囲の中に私の地域が入

っているというのがどうなのかなとちょっと思っ

たので、消防が出ていかなければならない範囲と

決められているのか、その辺は火事の場合、これ

火事の場合の限定になりますが、その場合はどの

範囲に設定されているんでしょうか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

今ほどの火災等における配信の範囲でございま

すけれども、ちょっと詳細な資料今手元にござい

ませんので、確認をさせていただきまして、また

改めて御報告をさせていただきたいと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

詳細については後からで十分かまいませんが、

この範囲についてなかなか市民の皆様もそうだと

思いますが、先ほど言われましたように 991 名で

2.5％しかこれを利用されていないということで

ございましたので、ぜひともせっかく導入されて

いるので、もっと周知をしていただきまして、全

員の方が利用できるような方向に持っていってい

ただけたらと思っております。 

それで２番目の質問に移らせていただきますが、

ホームページを見てみますと、昨年 10 月から文

字放送も併用されたということで示してあると思

います。その内容を見ますと、市全体に放送する

ことについては文字放送でも行うというような書

き方がされていると思うんですが、実際 10 件遡

って見ることができるという内容になっています

けども、それを見てみますと必ずしも西予市で、

市全体に放送された内容が全て文字に起こされて

いるというふうに感じないわけなんですが、その

辺の取決め、あるいは実際にどのように行われて

いるのかをお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

コスモキャストによります文字配信の内容につ

きましては、自然災害などの緊急時の放送と通常

の行政放送に関しましては全市的なお知らせにつ

いて配信をいたしております。そのうち行政放送

について文字配信ができてないケースがあるので

はないのかという御指摘でございますけれども、

今年度に入りましてその行政放送におきまして２

件連携ができてない事案が発生をいたしておりま

す。原因としましては、職員の人員的なミスであ

りますので、その点につきましては、再度担当の

職員の操作研修等を徹底いたしまして、確実な操

作・伝達に努めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮消防長。 

○宇都宮消防本部消防長 

先ほどの火災時のサイレンの対応でございます

けれども、消防といたしましては、旧町別で吹鳴

をしております。 

以上です。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

消防長の答弁は、コスモキャストの放送として

受け取ってよろしいですかね。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮消防長。 

○宇都宮消防本部消防長 

ただいまの答弁でございますけれども、火災発

生時の放送の件でございます。 

以上です。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

ちょっと細かくなって申し訳ないんですけども、

野村町で火災発生があったとき、大洲市役所には、

私以外に当時小玉議長も一緒におられたんですけ

ども、小玉議長の携帯は鳴らなかったので、野村

町全体に放送されたのかなというのがちょっと疑

問として残りますが、これ追求してもなかなか難
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しいと思いますのでここで終わりますけども、そ

ういう事例があったということだけ覚えておいて

いただいたらと思います。 

そしてまた、文字放送と併用されている件なん

ですけども、市内全体に放送がされているものは

文字放送になっているということでありますが、

市内全体に放送されている内容について、コスモ

キャストで全部が音声放送としてなされているの

かどうか、ちょっと重ねて質問させていただきま

す。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

今ほどの議員の御質問は、いわゆる全市的な文

字配信をしている放送の件数ということで答弁さ

せていただきますけれども、今年度の文字配信を

行っている件数につきましては 12 件が全市的な

放送ということで文字放送も併せて実施をいたし

ております。 

先ほど申し上げましたが、そのうち２件が文字

放送ができてなかった分でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

全体で 12 件の文字放送ということで、それは

全市的な放送という内容ですよね。全市的な放送

というのがどの範囲まで含まれているのかという

ことなんですが、実際このコスモキャスト、自分

が自宅にいなくても西予市の放送が聞けるという

ことで非常に便利な機能だと思っているんですけ

ども、市内全域に放送されているものが、このコ

スモキャストの音声放送では全てなされているの

かどうかをちょっとお伺いしたんですが、そこの

答弁をお願いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

今ほどの御質問でございますけれども、全市的

な放送の基準ということになろうかと思いますが、

それにつきましてもこちらの手元に資料ございま

せんので、改めまして、先ほどの件も含めて資料

等はまた御提示させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

資料がないということでそれで構わないんです

けども、コスモキャストが運用されて数年たって

いるわけなんですけども、せっかくこういう便利

なグッズが、アプリが導入されているので、全市

的に放送されるものは全て音声放送で聞けるよう

に、自宅にいなくてもその音声放送が聞けるとい

うメリットがあると思いますので、ぜひとも、今

現在それがなされていないのであれば、今後そう

いうふうに、全市的に放送されたことに関しまし

ては、コスモキャストでも聞けるような方策をと

っていただけたらと思います。 

それでは最後の質問になりますが、先日、高齢

者等避難の発令時の放送が、これは訓練ですけど

も、ありましたが、そのときの内容で、音声放送

の中では、大和田地域づくり活動センターが避難

所として音声放送なされました。しかし、文字放

送では大和田地区は各集会所となっていたんです

が、音声放送と文字放送の差異があったんですが、

この原因はなぜかお聞かせ願いたいと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

お答えさせていただきます。 

６月２日の前線によります大雨についての高齢

者等避難の放送につきましては、防災行政無線の

放送内容をコスモキャストにおきましても音声と

文字により配信をさせていただきました。その避

難所につきましては、各地域づくり活動センター

の開設を行ったということでお知らせをしており

ます。大和田地区につきましては、議員御指摘の

とおり、従前からの地域での取決めによりまして

風水害時は各集会所の開設を行うことといたして

おりますので、文字配信の内容につきましては訂

正をさせていただきました。しかしながら、放送

につきましては、かえって混乱を招くおそれもあ

るということで判断いたしまして訂正放送は実施
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をいたしませんでした。このことにつきましては、

そもそもそういった放送を行ったということで大

変申し訳なくおわびを申し上げます。 

今後も、防災行政無線、緊急速報メール、ＳＮ

Ｓ等、多様な伝達手段によりまして緊急情報を伝

達してまいりますが、操作する側の機能向上の訓

練も積み上げ、確実かつ、迅速な情報伝達に努め

てまいりますとともに、放送文面につきましても、

より伝わりやすい内容となるよう検討してまいり

たいと考えております。 

コスモキャストにつきましては、引き続き、広

報や西予ケーブルテレビの行政情報番組等を活用

いたしまして利用の促進に努めてまいりたいと考

えております。また、昨今より操作性・機能性等

に優れたアプリも出てきております。多様な伝達

手段やツールにつきましては、引き続き、情報収

集、研究にも努めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

私先ほど訓練と言いましたが申し訳ありません、

間違いでございました。 

今言われたように放送と文字放送では差異があ

ったということを認めていただいたわけなんです

けども、これ避難訓練ではありませんので、非常

に大きな問題じゃないかなと思いますので、その

辺は十二分に反省していただきたいと思っており

ます。そしてまた、これは提案なんですけども、

この放送のときに各避難所がずーっと長く放送で

流れたわけなんですけども、地域ごとに、その時

は各地域ごとに分けての放送ができないものか、

その辺、技術的に無理であれば仕方ないんですけ

ども、各地域ごと、旧町ごとでの放送で各避難所

が放送できれば、あれほどの混乱にはならないん

じゃないかなと思うんですけども、その辺技術的

にできるのかどうかお伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

コスモキャストの運用の中で配信のタイミング

になるんですけれども、一斉配信は当然一遍でで

きるんですが、各地区ごとに段階的になってきま

すとどうしても時間がかかってしまうということ

がありますので、全地域をそれぞれ個別の配信を

していくことについての時間的な調整が現在のと

ころ難しいという判断をしておりますので、全市

的な今回のような放送の仕方とさせていただいて

おります。ただしその運用方法についてまた具体

的な提案ができるかどうかについては、業者のほ

うとも確認をしながら改善に努めてまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

2.5％しか利用してないことについてずっと質

問していても仕方ないんですが、これ利用率を上

げていただきたいということが１点と、今後の活

用としまして、実際の避難場所がどこでやるかと

いうような確認をするときにやっぱ文字でぱっと

見ることができると非常にありがたいなというと

ころがありますので、ぜひともこの有効利用をお

願いいたしまして、本日の一般質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。 

○河野議長 

以上で本日の一般質問を終結といたします。 

６月 19 日は午前９時より引き続き一般質問を

行います。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午後０時 02 分 
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開会 午前９時00分 

○河野議長 

おはようございます。 

本日は、傍聴にお越しいただき誠にありがとう

ございます。 

ただいまの出席議員は 18 名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

（日程１） 

○河野議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は通告内容及び申し合わせに従い発言し

てください。 

それでは、通告順に発言を許可いたします。 

まず、15 番二宮一朗君。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

改めましておはようございます。 

公明党の二宮一朗でございます。 

ただいま議長より許可をいただきましたので質

問をさせていただきます。 

今回は３つの区分で質問をさせていただきます。 

１つはスポーツ振興、これは３月議会で時間の

都合上ちょっと積み残しがあったもんですから、

その分を今回させていただきます。２番目につい

ては不登校対策について、３番目については投票

率について、この３点でお伺いをいたしますので

よろしくお願いをいたします。 

まず最初に、スポーツ振興についてですけれど

も、第２次西予市総合計画の最終年度の１年前と

なりました。進行管理として、令和３年度まちづ

くり報告書というのを策定されております。その

中の４つの政策の２）ひとづくりという項目の中

でスポーツ振興があるわけですけれども、その事

業名と成果指標を見て、私が思ったのは、市民の

皆さんがどのようにスポーツに関わっとるんかな

というのがなかなか分かりづらい、お役所流の表

記の仕方かなとは思うんですけれども、そして、

この計画の期間中、中盤から新型コロナウイルス

感染拡大となり進捗状況に影響もしていると思い

ます。この４つの政策の２）のひとづくりの施策、

スポーツ振興について、スポーツの施策の４項目

ですね、スポーツ推進の基盤整備、スポーツ機会

の充実、競技スポーツの支援、スポーツ施設の管

理と利用促進について、これの考え方や取組方、

また今後の見通しについてお伺いをいたしたいと

思っております。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

ではまちづくり報告書の意義と効果についてお

答えをさせていただきたいと思いますが、第２次

西予市総合計画の進捗管理としてまちづくり報告

書をつくっております。西予市の目指すまちづく

りを示したまちづくりの設計図どおりに順調に進

んでいるのか、遅れ気味の施策がないのか、施策

別の財源の使われ方や事務事業の状況についてで

きるだけ市民の皆さんに分かりやすくということ

を考えているものでございます。 

スポーツ振興の施策では、第２次西予市スポー

ツ振興計画において、生涯スポーツの普及、そし

て、スポーツ選手への支援、ジュニアスポーツの

充実、スポーツ施設の整備・活用、総合型地域ス

ポーツクラブとの連携という５つの基本目標を掲

げまして振興に取り組んでおります。 

この報告書では、施策の基本事業に成果指標を

設定しておりますので、その数値をもって可視化

することによりまして、施策の推進状況をお示し

しているところでございます。 

評価の結果につきましては、施策指標でありま

すが、市が維持管理するスポーツ施設の利用者数

につきましては、令和３年度実績で 13 万 9298 人

に対して、令和４年度実績で 18 万 909 人となっ

ております。スポーツ関連団体の登録者数につい

ては、同じく令和３年度 2,043 人に対し、令和４

年度は 2,027 人、市主催・補助・委託しているス

ポーツ講座・教室・大会の年間参加者数につきま

しては、令和３年度 1,511 人、令和４年度

3,011 人となっております。全国大会への出場者

数につきましては、令和３年度 91 人に対し、令

和４年度 99 人となっております。スポーツ施設

における利用支障物件数につきましては、令和３

年度は９件ございましたけれども令和４年度はゼ
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ロ件となっております。施設の利用者数につきま

しては、新型コロナウイルス対策の緩和が進みま

して、各種団体の活動が再開されたことにより目

標を上回る効果となりました。今後も利用者数の

増につなげていけるよう利用者が使いやすい施設

の維持管理に努めてまいりたいと思います。 

なお、その他の数値につきましては、一つには

高齢化、人口減少に伴うスポーツに関わる人口の

減少や新型コロナウイルス感染症の影響によるス

ポーツ関連事業の大幅な減少により、目標値に程

遠い数値となっておりますが、先ほども言いまし

た全国大会出場者につきましては、市が取り組ん

でいる国際大会や全国大会等に出場する選手へ報

償金の支給、懸垂幕の掲出などの支援事業が選手

の皆さんの励みになり競技力向上につながってい

るものと考えているところであります。 

市としましては、まちづくり報告書の進捗状況

を分析し、限られた予算の中ではありますが、そ

の財源を有効に使われているか、成果が出ている

のか、自治体を取り巻く環境の変化に対応してい

くためにどの事務事業を見直す必要があるのか、

また、新規展開を行うための資料、そして意思決

定の判断材料として活用させていただいている現

状でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございました。 

全国大会等出場されますと市役所に懸垂幕がか

かります。最近結構多いなというふうにも感じて

おりまして、あれを見るたびに私もうれしく感じ

ております。ちょうど今、高校総体の四国大会が

やっておりますけども、そこにも西予市の選手が

何人か出場をしておるということで期待したいと

思っております。 

今の御答弁の中で、スポーツ推進の基盤整備の

体協や総合型スポーツクラブ、これについて令和

元年度から２年、３年と見ておりましたら減少実

績というふうになっております。この現状につい

てお伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

西予市スポーツ協会及び総合型地域スポーツク

ラブについてお答えをいたします。 

まず、西予市スポーツ協会につきましては、各

町５つの支部で構成した組織で活動をしておりま

す。スポーツ協会の登録者数は、令和４年度末で

8,610 名となっています。令和３年度末の登録者

数が 8,868 名であったことから 258 名の減となっ

ております。 

次に、総合型地域スポーツクラブにつきまして

は、宇和町、野村町、三瓶町、３つの地域で活動

をされており、令和４年度末の登録者数は 560 名

となっております。令和３年度末の登録者数が

571 名であったことから 11 名の減という状況です。 

登録者数が減少になった要因といたしましては、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う行動

制限により活動が停止されたことによるものと考

えておりますが、そのような状況の中でも登録者

数が増になった地域もございました。スポーツの

活動において、新型コロナウイルス感染症の影響

は大きかったものの、それにより見直された種目

も多くございます。 

本年５月から、感染症法上の位置づけが２類相

当から５類に移行したことから、それぞれの活動

が通常に戻り、市民のスポーツに関わる機会が増

えると想定されます。 

市としてもスポーツを推進していく中で、スポ

ーツの現況をしっかりと把握しながら、市のスポ

ーツ協会及び各総合型地域スポーツクラブと連携

を図りながら市のスポーツ振興に努めてまいりた

いと思います。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

さっきの市長の答弁の中でですけども、西予市

スポーツ振興計画についての取組というのがあり

ました。人口減少社会の対応をするために、今地

域づくり活動センターというものが西予市ではス

タートしておりますけれども、そのテーマは協働

であります。市民との協働や地域の活力や連帯感
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を醸成するために、私は、スポーツは欠かせない

ものというふうに考えております。この協働をス

ムーズに少しでも早い時期に実感できる西予市に

するために、住民が参加できるスポーツ推進とい

うのはできないかということでお考えをお伺いし

たいと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

本市では、平成 19 年３月にえひめ国体を目指

して、西予市スポーツ振興計画スポーツ立市せい

よ 2017 を策定し、スポーツの振興に取り組み、

令和２年４月には、取組の成果を踏まえるととも

に、スポーツに関する現状やニーズに把握するた

めに実施いたしましたアンケート調査の結果をも

とに第２次西予市スポーツ振興計画を策定し、令

和６年度までの５年間を計画期間として推進をい

たしております。 

本計画では、国や県のスポーツ振興計画を踏ま

え、えひめ国体のレガシーを活用し、市民の誰も

が、いつでも、どこでも、気軽に親しめるスポー

ツ活動を生涯スポーツとして幅広く見据え、活力

ある西予市づくりに努めるために、青少年の健全

育成、健康で明るい町づくり、地域の活性化の３

つの項目を基本理念に事業を進めております。 

事業の進捗状況でございますが、市民体育祭で

は、年齢制限を撤廃したり、グラウンドゴルフ大

会では、親子での参加にしたりと、幅広い年代で

交流できるよう地域総ぐるみで参加しやすいイベ

ントに実施要領を変更いたしております。さらに、

ジュニアスポーツの充実については、愛媛オレン

ジバイキングスによるバスケットボール教室の実

施、また総合型地域スポーツクラブと連携をいた

しました子ども動きづくり教室等の幼児体育の指

導、遊びから運動が好きになるようなキッズダン

ス教室等、ジュニアスポーツ活動サポート事業も

展開いたしております。 

スポーツ施設の整備・活用については、主な事

業として、ＮＰＢガールズトーナメント、ソフト

ボール女子の日本リーグ、マンダリンパイレーツ

の公式戦、ウクライナ相撲連盟強化合宿、全日本

実業団相撲選手権大会、愛媛県クラブ対抗駅伝競

走大会等の全国・県規模の大会を開催しており、

宇和球場や乙亥会館等の各施設を有効に活用する

ことができております。 

また、10 月には、60 歳以上の高齢者の方を中

心とするスポーツ・文化・健康と福祉等の総合的

な祭典でありますねんりんピック愛顔のえひめ

2023 を招致し、軟式野球を開催することとなって

おります。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

ちょっと１点気になるというか、今までも思っ

てるんですけども、特に県民球団であるマンダリ

ンが西予市で試合したりとかというときに、なか

なか市民への周知というのが割合少ないんじゃな

いかなと、知らない人が多い。昨日も伊予銀行の

ソフトボールの試合が宇和球場であったようです

けども、ああいうのもね、市民の人にもうちょっ

と知らせたら関心持っていただけたり来ていただ

けたりというのもあるんじゃないかなと思います

んで、そういうところにもまた御尽力いただきた

いなと思っております。 

次に、スポーツのイベントについてですけども、

これが本当に３月の質問の積み残しということで

お伺いしたいんですけれども、スポーツに参加す

る環境づくりとスポーツイベントの啓発について、

そのお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

スポーツに参加する環境づくりとスポーツイベ

ントの啓発についてお答えをいたします。 

スポーツイベントにつきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大に伴いまして、ここ２、３

年は多くの事業が中止や延期をせざるを得ない状

況が続いておりましたが、行動制限も緩和され、

ようやく以前のようにスポーツ活動が展開できる

状況に戻りつつあるところでございます。 

さて、スポーツイベントに参加する環境づくり

及び啓発の対応としては、まず地域内でのイベン

ト、地域あるいは旧町間でのイベント、市外・県
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外からの参加もあるイベントに区分しての対応が

必要だと考えております。 

まず、地域内のイベントについては、４月から

スタートした地域づくり活動センターにおいて、

地域の皆さんで話し合っていただき、地区運動会

等、各地域にあったイベントとなるよう検討が進

められています。４月以降、各イベントが再開さ

れるにあたって、今までのやり方を見直し、地域

の皆さんが参加しやすいスポーツイベントへ変更

したり、新しいイベントを実施されている地域も

ございます。 

次に、地域間でのイベントについては、各町対

抗となっている市民体育祭においては、ニュース

ポーツ的な種目の追加やより参加しやすい要綱づ

くりに取り組み、子どもから高齢者までの幅広い

世代が参加できる大会を目指しております。その

ような取組が、ひいては地域が集える場づくりに

つながればと考えております。 

最後に、四国せいよ朝霧湖マラソン大会や文化

の里駅伝競走大会のような市外・県外からおいで

いただくイベントについては、市民自ら選手とし

て参加をしていただくことはもちろんのことでご

ざいますが、郷土料理の提供と地域住民によるお

もてなし等、多くの住民が参加できる体制を構築

していきたいと考えております。 

参考といたしまして、今年５月に４年ぶりの開

催となった四国せいよ朝霧湖マラソン大会の実績

を報告させていただきます。 

今回の大会は、市内外から 1,935 名の参加によ

り盛大に開催をされました。参加したランナーの

方からは「初出場でコースはきつかったが、応援

の方、運営の方の声援を受けて頑張れた。何個か

マラソン大会に出たが、この大会が一番人が温か

く、心地よかったので、向こう 30 年出場するこ

とを決めました。」また、「久しぶりの大会、楽

しみに参加をしました。恒例の学生さんによるエ

イドや地元の出店、地元産品の抽選有りとおもて

なし十分の温かみのある大会でした。」「９年ぶ

りに参加したが、やっぱりいい大会。水害やコロ

ナに負けるどころか、さらにパワーアップしてい

る。」など多くの声をいただいており、まさに多

くの住民の方が参画して行うお手本の事業となっ

ております。 

これらのイベントを実施することにより、西予

市の魅力や市民のおもてなしが西予市のファンを

生み、関係人口の増加につなげられるよう市民の

皆さんとともに進めていきたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございました。 

地域づくり活動センター単位で新しいスポーツ

イベントが実施予定というふうに御答弁ありまし

たけれども、地域づくり活動センターへ呼びかけ

をするときに、市から何かこう支援ができるもの

をお伝えできれば、それぞれの活動センターでの

お考えというのもまた新しいものが出てくるんじ

ゃないかと思うんですけれども、その点はいかが

でしょうか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

お答えいたします。 

今年から運用開始となった地域活動センターに

おいては、今までになかったスポーツイベント等

への取組を進めるセンターも出てきておりますの

で、センター間で情報の共有を行い、地域の新た

な活性化へつながるよう進めてまいります。また、

支援、補助金等につきましては、現状で新たに活

動を行う場合の支援、補助金はございませんが、

地域が主体となって新たな事業を行う際には、地

域の自主・自立に向けた地域づくり活動を推進す

るための交付金でありますせいよ地域づくり交付

金事業がございます。各センターには、そのよう

なイベントを地域が検討される場合には、この事

業の積極的な活用について周知をさせていただき

ます。 

また、本市には、各町単位にスポーツ推進委員

やスポーツ協会がございますので、そういった団

体と連携をしながら支援できる範囲で御協力させ

ていただきます。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 
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○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

地域づくり組織の検討委員会をしてるときに、

何回も一般質問をさせていただいた中で、それぞ

れの地域づくりの地域は、特徴は、27 組織あるわ

けですから、特徴がありますと、そこそこに合っ

たどういうことをしたらいいのかというのを全国

の事例を紹介して、各地域づくり活動センターに

紹介したらどうかということをちょっと言ったこ

とがあるんですけれども、この地域づくり活動セ

ンターそれぞれの特徴を生かしたスポーツイベン

ト、またはスポーツ合宿等を誘致するというのも

可能ではないのかなと、そういうところができる

地域があるんじゃないかなと私自身は思ってるん

ですけども、そういう市からですね、ここにはこ

ういうもんが合うんじゃないかとか、そういうも

のの情報提供とか、また協賛事業とか、そういう

ものを検討できないかについてお伺いをしたいと

思っております。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

お答えいたします。 

まず、令和５年度から機構改革によりまして、

教育委員会部局から市長部局にスポーツ文化振興

係・生涯学習係の一部業務がまちづくり推進課へ

移行されたところでございます。 

ご質問のあったスポーツイベント等の協賛とか

につきましては、まだ移管され間もない中で現在

事業推進を行っておりますので、今年度につきま

しては、現在の業務を確実に遂行させていただき

たいとまずは考えております。 

今後、地域づくり活動センターとこれまで以上

に情報共有を行うとともに、各地域でスポーツイ

ベントやスポーツ合宿等について検討される場合

は積極的に支援してまいりたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

このスポーツの部局がまちづくりの中に入って

るということ自体がやっぱり今の人口減少対策と

いうのに全部、全てがつながるんですけども、西

予市の今の事業は、特にそういうふうに考えてお

ります。 

ですから四国西予ジオパークにしても、それを

四国で最初のジオパークということをやっぱり先

行メリットを生かしてほしいなということで過去

にも質問を何回もさせていただきました。 

今回もこのスポーツというふうに特化して考え

ますと、四国西予ジオパークとしてこのジオサイ

トを巡るサイクリングコース、それの発信とか大

会を行う、または、ジオを使ったオリエンテーリ

ング、こういうふうな愛好者を誘致するというス

ポーツイベントというのができたらいいのかなと

思うんですけれども、そういうお考えはいかがで

しょうか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和氣産業部長。 

○和氣産業部長 

ジオを生かしたイベントについてお答えさせて

いただきます。 

昨年、西予市観光物産協会において、電動アシ

ストつきスポーツバイク、通称Ｅ－ＢＩＫＥを

27 台整備いたしました。あわせて、見慣れた地図

アプリでサイクリングルートを作成し、ナビゲー

ションすることができるＲｉｄｅ ｗｉｔｈ ＧＰ

Ｓを用いて市内を周遊するサイクリングコースを

12 種類制作いたしました。 

また、ジオサイトをはじめコース上に点在する

名勝の解説や画像を搭載しており、ナビゲーショ

ンに加えてガイド機能を有しております。日本語

以外に対応言語は英語、中国語となっております。 

同協会では、これらの情報についてＥ－ＢＩＫ

Ｅのレンタルの呼びかけと併せて発信していく予

定で、大会、スポーツイベントとしての形式では

なく、ジオをまるごと楽しむ！ライドツアーと称

して、食事などをセットにしたジオパークを体験

する旅行商品を企画し、経済振興課、ジオパーク

推進室との連携のもと、経済効果につながる観光

振興の可能性を検証しております。 

なお、ジオパーク推進室の動きとして、大会は

中止となってしまいましたが、６月３日に、県主

催の愛媛県自転車新文化推進協会サイクリング大

会が、県内の経済界と県内市町の首長さん 100 名
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参加で城川町のジオミュージアムをスタート、ゴ

ールで、ゴール後は西予市の食材を堪能いただけ

るバーベキューが行われる予定でございましたが、

残念ながら台風接近に伴う悪天候のため中止とな

りました。 

また、今年 10 月には、サイクリングｉｎ四国

西予ジオパークが実行委員会方式で開催されると

聞いておりますので、四国西予ジオパークがアピ

ールできるよう支援したいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

私も今の部長の答弁の中にありましたＥ－ＢＩ

ＫＥですけども、この導入を推進してきた者とし

て、４月以降ホームページなどを見て、何かこう

イベントされよんかなとか見よるんですけども、

この 12 のコースというのがちょっとなかなか見

つけられないんですよね、ホームページで。私が

ちょっと見つけられないだけかもしれないんで、

その答弁は別に求めませんけども、いい事業を、

例えば行ったりつくっても、発信力が弱かったら

なかなか市民には、または、市外の皆さんにも伝

わらないということがあると思います。このＥ－

ＢＩＫＥ導入のときにも言ったんですけれども、

最初にイベントをするということで知名度が上が

る。それが有効手段だと考えておりますので、ぜ

ひアイデアを出し尽くした事業をお願いしたいな

と思っております。 

スポーツの持つ力で人口減少を緩やかに、また

持続可能な西予市になることを期待して次の質問

に行きたいと思います。 

次に、西予市の不登校対策についてお伺いをい

たします。 

まず、過去３年間の不登校の現状についてお伺

いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

それでは、西予市における過去３年間の不登校

の現状についてお答えいたします。 

令和２年度の不登校児童生徒数は、小学校４名、

中学校 21 名、合計 25 名でございます。令和３年

度は、小学校 14 名、中学校 31 名、合計 45 名で

ございます。また、令和４年度は小学校 13 名、

中学校 47 名、合計 60 名となっており、年々増加

している状況であり、特に中学校におきまして、

不登校生徒数が過去３年間で急増しているところ

でございます。 

不登校の主たる要因としましては、友人関係を

めぐる問題や教職員との関係をめぐる問題、クラ

ブ活動や部活動への不適応といった学校に係る状

況が要因となっているもの、家庭の生活環境の変

化や親子の関わり方といった家庭に係る状況が要

因となっているもの、また、無気力、不安といっ

た本人に係る状況が要因となっているものなどが

挙げられます。不登校の要因は、児童生徒によっ

て様々であり、急増した要因を特定することは容

易ではありませんが、新型コロナウイルス感染症

による教育活動の制限や、生活習慣や家庭生活の

変化によるストレスなどが及ぼす影響は少なから

ずあると考えられるところです。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

今現状をお聞きしましたけれども、この西予市

の不登校の対策について、続いてお伺いをいたし

ます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

それでは、西予市の不登校対策についてお答え

いたします。 

不登校児童生徒数は、全国的に増加傾向にあり、

先ほど述べましたように、本市においても同様の

傾向にございます。そのため、その対策が喫緊の

課題となっております。 

各小中学校におきましては、不登校児童生徒を

生まない、魅力ある学校づくりに努めるほか、児

童生徒の思いや悩みを受け止めるための教育相談

の充実、早期対応、支援を行うための体制づくり
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を行っております。 

また、小中学校の教職員で組織された西予市生

徒指導部会と教育委員会が連携し、市内小中学校

の教職員を対象に、心理療法士の講師を招いての

研修会を行うなど、不登校対応に係る教職員の資

質能力向上にも努めているところでございます。

さらには、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカー、ハートなんでも相談員などを配

置することにより、児童生徒の心のケアや保護者

への助言・援助の充実に取り組んでいるところで

ございます。 

不登校の要因の中には、障がい等の特性による

教室不適応や学習に対する困り感の高まりにより

自己肯定感が低下し、不登校につながる場合があ

るため、個に応じた支援を充実させることが必要

となります。そのため、発達支援や就学支援をさ

らに充実させることを目的として、昨年度からサ

ポートルームを設置し、また、今年度からは、新

たに学校教育課に発達支援コーディネーターを配

置いたしました。これらの取組は、児童生徒一人

ひとりの個性と能力に応じた学びの場を提供する

ことにつながると考えております。 

今後も児童生徒の自己肯定感を高め、不登校の

児童生徒を生まない学校づくりに取り組んでまい

りたいと考えております。 

また、ほかにも、登校したくても登校できない

児童生徒に対して、１人１台端末を利用し、ＩＣ

Ｔを活用した学習にも取り組んでおります。授業

をライブ配信したり、オンライン学習を教員と行

ったりと、学習の機会の確保に各学校で努めてお

ります。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今答弁の中にありましたけれども、教育のＩＣ

Ｔということで、タブレットで今授業をされてお

ると思いますけれども、タブレット授業で参加し

ている実態というのはどのぐらいあるのかお伺い

をいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

今ほどの御質問ですが、野村中学校では１名、

月に１回程度の活用実績がございます。三瓶中学

校でも１名、週に２、３日程度自宅で過ごす生徒

向けにライブ配信により授業を行っております。

宇和中学校では、大きく２種類の方法でタブレッ

トを用いて授業のライブ配信を行っております。

１つは、教室とサポートルーム間のライブ配信、

もう１つは、教室と家庭間のライブ配信です。宇

和中学校のサポートルームでは、１日で延べ人数、

毎日 10 名程度がタブレットを使ってライブ配信

で授業を受けております。また、家庭にいる生徒

に向けてのライブ配信は、日によって人数に偏り

はございますが、複数名がタブレットでライブ配

信授業を受けている状況でございます。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

タブレットでの授業に参加している場合、これ

は出席扱いになるのかどうかお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

お答えいたします。 

市内の学校では、ＩＣＴ等を活用した学習活動

による不登校生徒の指導要録上の出席扱いについ

て、市内共通申し合わせ事項を作成し、条件を満

たしたものについて出席扱いとしております。 

その条件としましては、①当該児童生徒が学校

外の公的機関や民間施設において相談・指導を受

けられないような状況にあること。②保護者と学

校との間に十分な連携・協力関係が保たれている

こと。③学校の教職員の訪問等による対面指導が

定期的かつ継続的にできること。④学習内容が在

籍校の年間指導計画に準じた内容になっているこ

となどを挙げております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 
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このタブレットによる授業ですけども、最初の

タブレットを全生徒に配るときにも質問したんで

すけれども、先生方がですね、教職員の方が、全

ての人がその授業ができるのかということがちょ

っと心配やって質問したんですけど、現状はいか

がでしょうか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

お答えいたします。 

現状では、全ての教職員が完全に行えるまでに

は至っておりませんが、ＩＣＴ支援員やＩＣＴに

堪能な教職員のサポートを受けながら実施するな

ど、不登校生徒の学びの保障に努めているところ

でございます。今後も引き続き教職員の研修等を

行い、できる限り多くの教職員のＩＣＴ活用能力

の向上を図ってまいります。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

最初の答弁にもありましたように、今、いろん

な理由で不登校ということが現状としてあります

し、子どもだけではないんですけども、心の多様

化というのはもう社会全体にも広がってきて、今

後もこういう状況が増えてくるのが予想されます

んで、ぜひ教職員の皆さんにもいち早く御努力を

いただいて対応していただけるようにお願いした

いなと思っております。 

次に、不登校対策の２番目のＣＯＣＯＬＯプラ

ンについてですけれども、小中高の不登校が約

30 万人に急増して、90 日以上の不登校にもかか

わらず相談・指導等を受けられていない小中学生

が 4 万 6000 人もいるという現実、これを解決す

るために、文部科学省が３月にＣＯＣＯＬＯプラ

ンというものを作成いたしました。 

まだこれ作成されて各市の教育委員会に届いて

まだ期間はあまりないんですけれども、いち早く

問題点を解決したいという思いで質問をさせてい

ただきますが、西予市の取組方についてまずお聞

きいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

ＣＯＣＯＬＯプランの取組についてお答えいた

します。 

文部科学省が発表したＣＯＣＯＬＯプランでは、

不登校により学びにアクセスできない子どもたち

をゼロにすることを目指し、３つの柱のもと様々

な取組が示されております。 

１つ目の柱である不登校の児童生徒全ての学び

の場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環

境を整える取組として、本市においては、令和３

年度に１人１台の端末の整備を完了し、令和４年

度より愛媛県校内サポートルーム設置事業を実施

しております。 

様々な事情により登校できない生徒に対して、

タブレット端末を活用してライブ配信による授業

参加ができる環境づくりを行うなど、家庭におけ

る授業参加の実績を重ねているところでございま

す。 

また、２つ目の柱である心の小さなＳＯＳを見

逃さず「チーム学校」で支援する取組では、市内

の中学校に５名のスクールカウンセラーと２名の

スクールソーシャルワーカー、市内の小学校へは

３名のハートなんでも相談員を配置し、児童生徒

の悩みの相談にあたっております。 

令和４年度の相談実績では、小学校においてハ

ートなんでも相談員が 806 件、中学校においてス

クールカウンセラーとスクールソーシャルワーカ

ーの相談件数が計 822 件となっており、臨床心理

の専門性を生かして、不登校の未然防止や早期発

見に努めるとともに、保護者、教員を含め、学校

の教育相談体制に大きな役割を果たしているとこ

ろでございます。 

また、市内の一部中学校においては、令和４年

度よりタブレット端末とアセスメント・ツールの

活用により生徒の精神状態を可視化するなど、Ｉ

ＣＴを効果的に活用した教育相談も進めておりま

す。 

３つ目の柱である学校の風土の「見える化」を

通して、学校を「みんなが安心して学べる」場所

にする取組については、市内の学校において、い

じめの早期発見、早期対応、適切な授業改善、学

校環境の整備等、これまで大切にしてきた教育活
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動をさらに充実し、児童生徒にとって安心して学

ぶことができる学校づくりに努めているところで

ございます。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございました。 

先ほどの答弁の中でもありました宇和中学校で

されとると言われてました愛媛県校内サポートル

ーム、これの設置状況ですけども、市内の中でど

のぐらいあるのかお伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

今ほどの御質問でございますが、現時点では、

宇和中学校１校にサポートルームを設置し、専任

教員１名、ＩＣＴ支援員１名を採用し、終日生徒

の受入れ及び個に応じた授業を行っております。 

また、ライブ配信にも取り組んでおり、学級と

サポートルームをオンラインでつなぎ授業を受け

たり、サポートルームと家庭をオンラインでつな

いで授業を行うなど多様な授業スタイルにも対応

しております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

そのサポートルームの市内小中学校への今後の

拡充について考え方をお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

今ほどのサポートルームの市内小中学校への拡

充についてお答えいたします。 

学校規模、不登校児童生徒の状況は様々であり、

サポートルームを設置した場合、終日生徒を受け

入れる教職員の計画的な人員配置が必要であり、

現状としましては、新たなサポートルームの設置

は難しいと考えております。 

今後は、西予市教育委員会と各学校とが連携し

た研修等を活用し、宇和中学校校内サポートルー

ムにおける不登校生徒への支援の仕組みを市内の

学校全体に広げるとともに、家庭や地域の理解と

協力を得ながら不登校児童生徒支援を行っていき

たいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ちょっと確認ですけども、愛媛県校内サポート

ルーム設置事業というものとこのＣＯＣＯＬＯプ

ランの中にあるスペシャルサポートルームという

のは同じもんでしょうか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

お答えいたします。 

愛媛県校内サポートルーム設置事業は、国のい

じめ対策・不登校支援等推進事業の一部を活用し

ました国から県へ委託された事業であり、内容と

しましては違いはないものと認識しております。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

そのＣＯＣＯＬＯプランでは、スペシャルサポ

ートルームの設置促進とともに、学校での授業を

自宅やサポートルーム、または自治体が設置する

教育支援センター等に配信をしてオンライン指導

体制を確立すべきというふうにあります。これは

もうこのＣＯＣＯＬＯプランのポイントの一番重

要な点だと思うんですけれども、今後の取組につ

いてお伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

お答えいたします。 

現在、県でもＣＯＣＯＬＯプランの具現化に向

けて、各市町教育委員会へ取組内容の調査を行っ

たり協議を進めております。 
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今後、県の動向に注視しながら支援体制を整え

ていきたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ぜひお願いします。 

次に、不登校の子どもの保護者の会について、

これもＣＯＣＯＬＯプランの重要な一つなんです

けれども、その考え方をお聞きしたいと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

不登校の子どもの保護者の会についてお答えい

たします。 

不登校の子どもを持つ保護者の会は、現在、全

国には確認できる範囲で 400 を超える会が存在し

ております。これらの会は、不登校の子どもを持

つ保護者、寄り添える人や共感できる人で構成さ

れていることから、不登校のお子さんを持つ保護

者が、同じ立場、同じ境遇の方々とコミュニケー

ションをとることで、新たな気づきや精神的な安

定を得ることができる側面を持っております。 

西予市におきましては、市独自の取組として保

護者の会を主催するものはございませんが、大洲

市・八幡浜市・内子町・伊方町と西予市が協定締

結し、大洲青少年交流の家が開設している適応指

導教室おおずふれあいスクールにおいて、不登校

の児童生徒が通い学習ができる体制を整えており

ます。そこでは、毎月最終金曜日にたんぽぽの会

と称する学校へ登校できない子どもを持つ保護者

の会が開催され、おおずふれあいスクールに通う

子どもの保護者が、日頃の悩みやよりよい支援の

在り方を話し合う会が行われ、西予市の保護者も

参加が可能となっております。 

今後も本体制を継続するとともに、不登校の児

童生徒と保護者に寄り添う教育活動の運営及び支

援を心がけたいと思います。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今後、教育委員会が不登校の子どもの保護者で

あれば誰でも参加できる、その保護者の会のよう

な相談窓口等を設置して、スクールカウンセラー

とかスクールソーシャルワーカーとかをそういう

方のところに派遣して相談相手になったり、そう

いう保護者の支援をしていくということが必要だ

と思いますけども、この取組についてお伺いをい

たします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

お答えいたします。 

昨今、西予市においても、不登校の子どもを持

つ保護者が自主的に集まり、互いの悩みなどを共

有する会を開くようになったとの情報を得ており

ます。また、宇和中学校においては、今年度より

学校運営協議会の委員にメンタルトレーナーを加

え、学校運営における不登校対策を強化している

ところでございます。 

今後は、不登校の子どもを持つ保護者及び学校

からの要望等に十分配慮した上で支援体制を整え

ていきたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今言われた西予市においての自主的な集まりと

いうものに、私も数カ月前にちょっと御紹介があ

って行かしていただいたことがあるんですけれど

も、くどいようですけれども、教育委員会や行政

が保護者の会を主導をするのではなくて、不登校

の保護者の皆さんに対する支援体制というのを早

く構築するということが大切であると思っており

ます。 

不登校児童生徒の保護者の皆さんに相談ができ

る場所があるということを早急にお知らせするこ

とが重要だというふうに思いますけれども再度お

伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

松川教育長。 
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○松川教育長 

今ほど教育部長が御答弁申し上げましたとおり

でございますが、不登校の子どもを持つ保護者の

皆様や、現在、主体的に活動されているグループ

の皆様方、さらには学校からの要望や意見を十分

聞き取った上で、支援体制の強化を進めてまいり

たいと考えています。また、現在、教育相談ダイ

ヤルをはじめとする様々な相談窓口を設置してい

ますが、特に不登校に対する相談対応につきまし

ては整理強化を図り、その効果的な周知にも鋭意

努めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ぜひ前に向いて進むように御努力をお願いした

いと思います。 

最後のサポートルームの質問については先ほど

から出ておりますので、今回この分は飛ばさせて

いただいたらと思います。 

最後の質問ですけれども、投票率について質問

させていただきます。 

投票率向上につきましては、西予市選挙管理委

員会が二度の実証試験を実施して、その結果、期

日前投票所へのタクシーでの移動支援というのを

決めていただきました。４月の統一地方選挙の県

議会議員選挙で、本来は、お披露目じゃないです

けど、スタートする予定やったんですけれども、

残念ながら無投票ということで、それが使うこと

ができてないというのが現状です。実質次回の選

挙からとなると思うんですけれども、投票率向上

に寄与できれば私もうれしく思っております。 

今日は、それで投票所の候補者の表示について

ですけども、これ、参議院選挙の中に全国区です

ね、昔の。そういう候補者が大分あるときに、な

かなか見にくいというお言葉を聞いております。

私も確認したら上のほうに少し大きくあったんで

すけども、なかなかそれが目に届かない、行った

人は自分で書かないかんということがちょっと集

中して、だからそれが分かるようなことができな

いかというのが１点ですね。 

２番目に、支援カードの導入というのがあるん

ですけども、今でも選挙管理委員会、期日前投票

所に行ったら、例えば、字が書けんので書いてく

ださいとかいうふうに言ったら書いていただきま

す。でもそれをなかなか言えない人もたくさんい

るというのが現実です。それで県内の何市かでは、

投票に来られた全ての有権者に対して親切丁寧な

案内を心がけるように支援カードの導入というも

のを今進めております。 

この投票所での代理投票やほかの支援が必要な

場合に、この支援カードを使用することで言葉以

外で意思表示ができるということで、ぜひ西予市

の選挙管理委員会も導入をお願いしたいなと思う

んですけど、この２点についてまずお伺いをいた

します。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

兵頭選挙管理委員会書記長。 

○兵頭選挙管理委員会書記長 

ただいまの二宮議員の御質問に対しまして、選

挙管理委員会書記長として答弁させていただきま

す。 

各投票所において、投票記載台の正面に候補者

氏名等を掲示しておりますが、候補者が多数とな

る場合、スペースの関係から文字が小さくなるこ

とがございます。先ほど議員が言われましたとお

り、特に参議院比例代表選挙における届出政党名

称及び名簿登録者氏名の掲示につきましては、政

党数と候補者名が大変多く、文字を小さくせざる

を得ないことから大変見えにくい状態となってお

ります。 

その対策としましては、愛媛県選挙管理委員会

が準備します大判印刷した同じものを投票台の近

くに掲示しておりますが、気がつかれていない方

もおられるかと思います。 

今後におきましては、投票用紙交付の際に、大

判表示があることにつきましても御案内するなど、

投票者に分かりやすい選挙となるように努めてま

いります。 

次に、支援カードの導入について答弁させてい

ただきます。 

投票に来られた方全ての有権者に対し、親切・

丁寧な案内を心がけるよう投票従事者には周知し

ておりますので、近年の選挙時に特にトラブルと

なったケースはございませんが、議員の言われる

とおり、有権者の中には口頭で伝えることが困難
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な方や苦手な方がおられます。投票所で代理投票

や他の支援が必要な場合に支援カードを使用する

ことで、言葉以外で意思表示ができるようになり

ます。県内においても、支援カードを導入してい

る自治体が増えてきておりますので、誰もが投票

しやすい環境整備の手段として選挙管理委員会で

検討してまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございました。 

投票率が本当に下がってきてるというのはこれ

全国的な課題でありまして、本当にこの人口減少

の前から言ってますけども、人口減少対策の中で、

やっぱり選挙に行かないという政治に無関心、行

政に無関心ということが一番怖いということで、

ぜひいろんな手だてで、これを少しでも緩やかに

していきたいなと考えております。 

最後に、学生の投票なんですけども、住民票を

西予市に置いたまま市外・県外で学んでいる学生

さんは、今、最高裁の判例などから投票ができな

いという状況というふうになっております。また、

18 歳の成人ということでますます若年層の投票率

の低さというのが今問題視をされておりますし、

先ほどから言っているように、人口減少社会の中

で、若い人たちが、この地域や国に関心を持つ機

会、これをやっぱ手放す行動というのは本当に残

念やなというふうに思いますし、早急な改善が必

要やないかなと思っております。 

これは選挙管理委員会というよりも特に市長に

も、市長会とかそういうときに、そういう今、地

元にいないけども住民票があるという人たちが、

放棄しているこの現状を、何とか国の中でね、で

きないかなというのが自分の中であるんですけど

も、取りあえずは選管の今の考え方をお伺いした

いなと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

兵頭選挙管理委員会書記長。 

○兵頭選挙管理委員会書記長 

学生の投票について答弁させていただきます。 

さきの県知事選挙ですが、18 歳の投票率は

41.11％となっておりますが、19 歳から 22 歳では

13％から 20％台と投票率が低下しております。こ

の背景ですが、高校在学中に選挙権を有している

場合は、多くの生徒が投票に出向いていただいて

おりますが、高校卒業後の進学では、住民票を異

動しないまま市外へ転出されている方もいること

から、その結果、投票ができない事案が発生し、

投票率が低下しているものと考えております。 

選挙管理委員会では、若者の投票率向上を目指

しまして、新たに有権者となる高等学校の生徒に

対しまして、18 歳の誕生日を迎えて選挙人名簿に

登録されたときには、バースデーカードを送付し

て、名簿に登録されたことをお知らせしておりま

す。また、高校の授業にあわせまして選挙管理委

員会の職員が出向き、選挙の出前講座を実施して

おり、実際の投票所で使用する記載台や投票箱を

利用した模擬選挙を行うことで、選挙を身近なも

のとして感じてもらうとともに、特に卒業後にお

いて、引き続き選挙に関わっていただくために住

民票と選挙権の関係性についても詳しく説明を行

い、進学等に伴う住民票異動の重要性についても

啓発に取り組んできたところです。 

今後も高等学校と連携しながら、さらなる啓発

に努めて若者の投票率向上に努めていきたいと考

えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございました。 

先ほども言いましたように、今、最高裁の、こ

れ判例で今行われているということなんで、どう

しようもないのは分かっとるんですけども、やっ

ぱり全国の地方の首長さんがそういう声を上げて

いただくと、また制度も変わってくるかもしれま

せんし、私も自分の党の中でそういう声を上げて、

何とか改善できるようにしたいなと思っておりま

すんで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

以上で質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○河野議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前 10 時 00 分） 

○河野議長 



 

- 56 - 

 

再開いたします。（再開 午前 10 時 15 分） 

次に、18 番酒井宇之吉君。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

おはようございます。 

故池田忠幸先生が 11 時までは、おはようござ

います使こうていいからなということを私聞いて

おりましたんで使わせていただきました。 

今日もテレビ見てますと、大谷選手が 24 号打

ちました。ああいうすがすがしく一般質問をさせ

ていただきます。 

先ほど二宮議員の中で、マンダリンの話が出ま

した、球場の話から。今マンダリンの公営球場を

持ってる自治体で、マンダリンの後援会ができて

ないのは西予市だけらしいです。それの今準備を

しているところのようでございますので、市民の

方も、また、ここにおられる方も御認識していた

だきまして、御協力のほどをよろしくお願い申し

上げます。 

本日は３点について質問をさせていただきます

が、時間切れになる可能性もありますので手短に

させていただきます。 

昨今、ＣｈａｔＧＰＴとかいう話が出まして、

ＡＩ社会に向かって、人工知能（ＡＩ）について

質問をさせていただきます。 

広がる人工知能とどのように向き合うのか。ま

ず、ＣｈａｔＧＰＴの利用はということで、対話

型の人工知能ＣｈａｔＧＰＴは個人情報取得など

問題点はいろいろありますが、利用者は急速に広

がっています。自治体としての対応をお聞きしま

す。 

国は、前向きな西村大臣のような方もおられる

ようでございますし、自治体によってもいろんな

対応が違っているようでございます。温度差も違

います。そしてまた、国によっても違うようでご

ざいますので、このＣｈａｔＧＰＴの商品という

形がまた新しい形で、アップルだとかいろんなと

こから、またこういう対話型のＡＩが出てくると

思いますが、現在出ておりますのは、昨年 11 月

に始まったこの商品が初発でございます。 

その中で、自治体として、西予市としてはどの

ように考えておられるか、とらえているかお尋ね

をいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

ＣｈａｔＧＰＴの利用についてお答えいたしま

す。 

このＣｈａｔＧＰＴは、アメリカのＯｐｅｎＡ

Ｉが開発した人間的な会話の成立を目指した人工

知能に類するコンピュータープログラムのことで

ございます。言い換えますと、高度な人工知能の

技術によって、人間のように自然な会話ができる

ＡＩチャットサービスになります。 

2022 年 11 月に公開をされ、無料で使用でき、

革新的なサービスとして注目を集め、生成した文

書の完成度などから大きな話題となり、全世界に

広がっております。 

その後より精度を高めた有料版もリリースをさ

れ、様々な企業・個人がサービスの開発を試みた

りしている状況でございます。 

このＣｈａｔＧＰＴですが、元となる情報は、

過去にインターネット上に存在した情報であるこ

とから、正確でない回答を返す可能性もあり、得

手不得手の分野もございます。 

また、質問に対しての回答となることから、入

力する情報の取扱いについても懸念をされている

状態です。 

今月２日に、政府の個人情報保護委員会は、Ｃ

ｈａｔＧＰＴの開発元でありますＯｐｅｎＡＩに

対して、個人情報保護法に基づき、要配慮個人情

報の取得に対して注意喚起を１日付で行ったこと

を発表いたしております。 

しかしながら、議員言われるとおり、一方では、

実証実験が様々なところで行われており、効果が

上がっている事例もございます。 

県では、デジタル戦略局の職員有志による勉強

会をまずはスタートさせて、行政分野に導入する

際の可能性や課題について研究を進めている段階

で、今すぐ導入する予定はないようです。 

本市といたしましては、現在、様々な実証実験

が行われており、実証実験後は、ガイドライン等

定まってくると考えております。そのガイドライ

ンを見ながら、活用できる部分から試行を行い、

本格導入については検証したいと考えております。 
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以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

個人情報保護法というのが最近とかく出てきて、

これがいろんな行動にいろんな問題が起きてるよ

うですけど、私もまだこの個人情報ってのはどこ

までが範囲か分かりませんけども、しっかりとこ

の職員が利用できるような形にしてはどうかと私

は思っております。 

次の質問に移ります。 

ＡＩに対応できる職員育成はどうなっているか。

最近、ＡＩ、空飛ぶ自動車が今、話題もあります

けど、空飛ぶ自動車につきましてもＡＩが入って

ますし、ＡＩの導入がＤＸやＡＩに対応できる職

員、西予市としてはどのように育成は進んでいる

のかお尋ねをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

ＡＩに対応できる職員の育成についてお答えを

いたします。 

ＡＩの発展など、情報通信技術の進化は日進月

歩で進んでおり、デジタル技術の活用のスキルの

取得は、もはや避けては通れない状況となってい

ます。 

これまで本市では、職員に対して、ワープロや

表計算ソフトの基本的な使い方、便利な使い方等

の研修を行ってまいりました。しかし、昨今のＡ

Ｉ等、より高度化するデジタル技術に対応するた

めには、コンピューターシステムの基本的な知識

が必要であると考えております。 

このことから今年度は、クラウドシステム、Ａ

Ｉ、コンピューターの仕組み、ネットワークなど、

デジタル技術を活用できるような研修を行う計画

としております。時間はかかると想定はしており

ますが、継続的に職員の育成に取り組んでまいり

たいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

非常に専門性のあることではありますけども、

これからの人間社会、ＡＩとは、つき合わなくて

済むような我々の世界だったら、後 10 年ぐらい

私は生きとると思うんですけど、しなくていいと

思うんですけれども、これからの方々は、また自

治体同士の競争が始まると思います。だから、早

めにこの自治体競争、ＡＩの導入をしっかりして

いただいて、避けては通れないと思いますんで、

努力して職員教育、職員育成を目指していただき

たいと、このように思いますが、このＡＩが出た

ときに一番問題になるのは、今からこのＡＩと対

応していく基礎知識を学ぶ義務教育の中で、また、

学校教育の中でいろんな形の考え方があります。

独立性だとか、そして、創造性とかそういうもの

がなくなるんではないかというような危惧もいた

しますし、夏休みの宿題をＡＩで、読書感想文書

いて、それで出してというようなこともあるかと

思います。 

その辺りの問題も含めまして、ＡＩがこれから

の教育へのとらえ方、考え方をお尋ねします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

谷口教育部長。 

○谷口教育部長 

それでは、ＡＩの教育への影響についてお答え

いたします。 

学校教育におきましては、令和３年度から国の

ＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒１人１

台の学習用端末を配布し、学校及び家庭でのＩＣ

Ｔを活用した学習に取り組んでいるところでござ

います。 

教育現場におけるＡＩ活用につきましては、児

童生徒の学習用端末にＡＩを搭載したドリルソフ

ト等を導入することにより、一人ひとりの理解状

況や能力、適性に合わせて、個別最適化された学

習が可能となり、個々の学習レベルに応じた教材

の提供や回答の分析を行っているところでござい

ます。 

また、ＣｈａｔＧＰＴ等の生成ＡＩの活用につ

きましては、現在のところ授業等では行ってはお

りませんが、現行の学習指導要領では、学習の基

盤となる資質・能力として情報活用能力を位置づ

けており、今後、社会におけるデジタル技術が進
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展する中で、ＣｈａｔＧＰＴ等の生成ＡＩをどの

ように使いこなすのかという視点も重要とされて

おります。 

教育現場での生成ＡＩの活用につきましては、

文部科学省が、思考力や創造性への影響、個人情

報漏えい、著作権保護といったリスクの整理が必

要であるとの指摘をしており、今後、議論を重ね

ることによりガイドラインが示される予定でござ

います。 

当市におきましては、子どもたちの可能性を広

げる場所である学校が、時代に取り残されること

のないよう国及び県の指針に沿って、授業での活

用方法を十分に検討した上で、児童生徒の情報活

用能力の向上に役立てていきたいと考えておりま

す。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

多分、ＣｈａｔＧＰＴに、教育への影響はとい

うことを尋ねたら、今のような文章がそのまま出

てくるかなというような感じもいたしております。

答えが出てくるわけですので、そして、職員の中

でも、利用してやっぱりひな型的なものは引っ張

り出す。そして、事務の合理化する必要が私はや

っぱりもうそろそろ出てきてるんじゃないかと。

それを許容するか許容しないかは、トップであり

自治体であると、こういうふうに考えております。 

ですから、難しい質問されたときに、やっぱり

ひな型的なものも出しても私はいいんじゃないか

と思っておりますし、先駆者の東京大学の松尾教

授は、おっしゃってるのは、自動車ができたとき

に交通ルールはそんなになかったんです。信号も

いろいろなかったんです。そして、右側通行だと

か横断歩道だとかそういうのもなかったわけです

けれども、こういうチャットとかＡＩの社会にな

ると、その社会の中で、後からそういう交通ルー

ル、自動車ができたときのような交通ルール的な

ものをつくったらいいんだという考え方をしてお

ります。 

だから、人間とＡＩとの競争だとかいろんなこ

とを言われてますけど、これからは皆さんがやっ

ぱりしっかりとＡＩ社会というものを考えていく

ということを必要だと思いましたんで、この一般

質問を出させていただきました。ありがとうござ

いました。 

続きまして、地域づくり活動センターについて、

地域づくり活動センターの取組についてでござい

ますが、先般の佐藤議員の質問の中で、活動とか

現状については質問されましたので、視点を変え

るということで、別枠でとらえていただきますが、

活動センターごとの特徴をとらえて、今後どのよ

うな行動を行うのか。市内 27 カ所でスタートし

た地域づくり活動センターは、地域ごとに特色が

あり、抱えている問題もいろいろ様々であります。

活動センターごとの特徴、高齢化率などをとらえ

て、今後どのような活動、指導を行っていくのか。

また財源の確保や住民参加策などをどのように考

えていくのかお尋ねいたします。 

これは、地域活動センターが汗と知恵を出した

ところは非常にすばらしいものになっていくだろ

うと思います。また、努力をしなかったところは、

行政がお荷物になるんじゃないかというような気

もいたしておりますので、自主的にその責任者で

あるというか、市長部局でございますが、支所長

単位で旧町ごとの単位でお聞きをさせていただき

たいと思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

議員御指摘のとおり、市内の地域づくり活動セ

ンターには、それぞれに特色や課題がございます。

今後の活動につきましては、地域とセンターが連

携し、まず地域でできること、センターがやるべ

きこと、センターと地域が協働してできることな

ど、双方の役割を認識しながら地域課題に対して

取組を進めてまいります。 

地域づくり組織における財源の確保につきまし

ては、地域づくり交付金を活用した事業で収益を

得ることも可能となっております。収益活動のほ

かには、企業からの協賛金や地元負担金などを活

用されている地域の事例もございますので、地域

づくり活動センター連絡協議会などで情報を共有

するなど情報連携にまずは努めてまいります。 

また、ふるさと納税の制度を活用いたしまして、

寄附者が地域づくり組織を選択して、直接支援で



 

- 59 - 

 

きる仕組みについて検討を今進めております。こ

れには、地域の皆様に西予市のふるさと納税を市

外に住まわれている地域出身者や多くの方に広め

ていただく御協力が不可欠なものとなります。こ

れにより新たな財源確保の一つになるものと考え

ております。 

さて、各地域づくり活動センターの取組につい

てですが、その内容については地域性がございま

すので、旧町ごとにお答えをさせていただきます。 

まず、宇和地域の課題と取組内容についてお答

えいたします。 

宇和地域には、多田、中川、石城、宇和、田之

筋、下宇和、明間の７つの地域づくり活動センタ

ーがございます。 

宇和地域では、人口が減少している地区もござ

いますが、中心部の人口が多い地区においては、

転入者も多く地縁による活動が難しい状況がござ

います。その希薄化するコミュニティーの強化を

図ることが、センターが担う重要な役割になるも

のと考えております。まずは、趣味やボランティ

ア活動などで結ばれたグループ活動を支援し、そ

の活動の単位である点と点を結ぶようなつなぎ役

となる取組を進めていき、コミュニティーの強化

へとつなげていきたいと考えております。 

また、利便性のよい地域では、将来に対する危

機感が低い傾向にございます。実際に直面しない

となかなか実感がわかないのが正直なところかと

思いますが、まずは地域内で自分たちの将来につ

いて話合いを持つ場が必要であろうかと考えてお

ります。 

昨年度、小学校・中学校へ出向き、児童生徒に

地域課題について学ぶ授業を実施し、将来を担う

子どもたちに地域を知る機会を設けました。この

ことをきっかけに、家庭で自分たちの住んでいる

地域について話すことがあったと伺っており、若

い世代の方にも地域づくりについて知っていただ

く機会になったのではないかと思います。 

また、この取組がきっかけとなり、宇和中学校

では、今年度ふるさと学習に取り組んでいただく

中で、地域の行事に中学生が積極的に参加してい

ただく体制が整いつつあるようです。 

また、その他の地区においては、地域づくり活

動センターの活動計画に地域づくり教育の推進を

重点目標に掲げているところが多くあります。盆

踊り大会とただフェスの同時開催や住民自主企画

のデイキャンプ、れんげまつり前夜祭花火大会、

たのすじマルシェ、地産地消事業、昭和ノスタル

ジック夜市、地域の防災力向上に向けた取組など、

地域づくり組織と協働で地域住民に地域づくりに

関心を持ち、より参加しやすい事業になるよう工

夫・改善し、持続可能な自治活動を支援すること

としております。 

以上のような宇和地域の特徴を踏まえ、地域づ

くり組織と地域づくり活動センターが連携して取

り組む活動が持続的な地域活動となるよう支援し

てまいります。 

以上、宇和地区についての答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

池田明浜支所長。 

○池田明浜支所長 

続きまして、明浜地域における地域づくり活動

センターの取組と今後の活動についてお答えいた

します。 

明浜地域におきましては、俵津、狩江、高山・

宮野浦、田之浜の４つの地域づくり活動センター

がございますが、それぞれの地区において、豊か

な地域資源を活用した多様な取組が行われており

ます。 

活動の一例を御紹介いたしますと、地域の景観

等を生かしたイベントや特産品の開発、農業・漁

業体験などを通して、将来的に移住・定住につな

がる田舎暮らし体験の受入れ、廃校を活用したワ

ーケーションの取組、郷土料理やハンドメイド作

品の販売等を通じて人と人をつなぐマルシェの開

催などを行っております。 

また、明浜地域は３地区の地域づくり組織が支

援団体となり、地域おこし協力隊の受入れを積極

的に行っております。現在は７名の隊員がかんき

つ農業、特産品開発、地域の情報発信など、それ

ぞれのミッションで地域の活力向上・魅力発信に

努めていただいております。そのほか、手上げ型

交付金事業の活用においても令和５年度は、現時

点で、新規・継続合わせて４事業が採択され、地

域の諸課題に対応した取組を実施することとされ

ております。 

それら地域づくり組織が取り組まれている課題

に、地域づくり活動センターとして、申請手続や
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事業の実施方法など様々な支援を行っており、今

後も地域づくり組織の活動が自立できるよう継続

して支援してまいります。 

これまで様々な地域づくりが展開され、地域の

活性化を図ってまいりましたが、どの地域も人口

減少や高齢化、産業の担い手不足が顕著であり、

地域づくり活動はもとより、地方祭などの古くか

ら続く伝統的行事においても存続ができなくなる

可能性もあり危機感を感じているところです。 

また、人口減少や高齢化という共通の諸課題を

抱えながらも、先陣切って多くのことに取り組む

地域、地域づくり活動に取り組む下地づくりに注

力する地域とそれぞれでありますので、今後は、

歴史や風土、慣例の違う地域の課題やニーズを踏

まえ、地域の色、その特色を生かした取組が実践

されることで地域力が養われていくよう地域づく

り組織と地域づくり活動センター、そして支所が

連携協力してまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

大野本野村支所長。 

○大野本野村支所長 

続きまして、野村地域における地域づくり活動

センターの取組についてお答えをいたします。 

御存じのとおり、野村地域は市内で最も広い面

積を有しておりまして、野村、渓筋、中筋、大和

田、横林、惣川、大野ヶ原の７つの地域づくり活

動センターがございますが、それぞれのセンター

において、地域資源や伝統文化を生かし、地域と

連携しながら活発に取組を行っております。 

中でも大野ヶ原地域づくり活動センターにつき

ましては、本年４月から新たに設置された行政機

関ということで、住民の皆様の利便性は確実に向

上していると感じているところです。大野ヶ原の

住民からは「各種証明書等が必要な場合、野村・

城川の支所へ行くのに往復２、３時間要していた

が、身近にセンターが設置され、短時間で証明書

等取得でき、非常に助かる」といった声が聞かれ

るとのことであります。 

さて、野村地域における各地域づくり組織の活

動事例としまして、農産物を通じた地域ブランデ

ィング事業、空き家を活用した地域の交流拠点・

移住交流拠点の整備事業、酒文化伝承と活用事業、

復興まちづくり事業など地域活性化につながる

様々な事業を展開されております。 

その中で、今年度におきましては、野村地域の

各地域づくり組織及び活動センターが協働しまし

て、小学校を統合する前にありました各地区小学

校の校歌を音源化し、校歌の中に表現されている

地域の魅力を再発見し、後世に伝えていこうとい

う事業にも取り組む予定となっております。 

このように、今後は単独の取組だけではなくて、

地域づくり組織同士の連携で行う地域づくりの事

業展開も重要であり、それにはセンター職員も協

力連携して取り組まなければならないと考えてい

るところです。 

また、野村地域では３地区の地域づくり組織が

支援団体となって８名の地域おこし協力隊員を受

入れておりまして、地域づくり活動と連携しなが

ら農林業の振興、移住・定住促進、特産品開発、

学習支援、観光振興、情報発信などあらゆるミッ

ションを掲げ精力的に活動をしております。この

協力隊員が将来、自分たちの目指す役割をなりわ

いとして定住していただき、地域活性化に貢献い

ただくことを期待しております。 

地域づくり活動センターの運用が開始されまし

て、まだ２カ月しか経過しておりません。徐々に

成果が見えてくるものだと考えておりますが、市

内どこにでもある少子高齢化に伴うコミュニティ

ーの減退、様々な分野での担い手不足などに立ち

向かっていくため、それぞれの地域における特色

ある地域づくり活動に対し、地域づくり活動セン

ターとして、各種申請手続や事業の実施方法につ

いての提案など様々な支援を行っており、今後も

地域づくり組織の活動が活発に展開していけるよ

う、引き続き支援してまいりたいと考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中城城川支所長。 

○中城城川支所長 

続きまして、城川地域には、高川、土居、魚成、

遊子川の４つの地域づくり活動センターがござい

ますので、その地域の活動についてお答えいたし

ます。 

城川地域においての特色は、急峻な地形だけど
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豊かな山々がございますので、それらを生かした

取組が各地域づくり組織を中心に行われており、

各地域づくり活動センターも様々な場面でその活

動を支援しております。 

その取組の一つといたしまして、豊かな自然と

地域資源を改めて見直し、触れて、感じて、残し

ていけるように、年７回の実施計画を立ててフッ

トパス事業に取り組んだり、森林内を散策し自然

を楽しむ春満喫ツアーと題し、市外の方と交流を

行っている地域づくり組織がございます。 

そのほかに、城川町では、旧町時代にわがむら

は美しく、花いっぱい運動を行っておりました。

現在でもこういった活動を継承しており、高川地

域づくり組織では、桃源郷の里づくりとして桃の

植栽整備、土居地域づくり組織では、旧町時代か

ら継承の花いっぱい運動といたしまして地区内へ

の花苗・花木の配布、魚成地域づくり組織では、

桜の森整備事業として桜の植栽整備、遊子川地域

づくり組織では、雨包山に咲いている山アジサイ

の保全活動など、住民参加型の住んで楽しい景観

整備及び環境美化活動に取り組んでいるところで

ございます。 

しかし、地域を振り返ったときに問題となりま

すのは少子高齢化であります。特に城川町は、高

齢化率も年度始めでは 56.7％と市内でも一番高く

なっている現状ですので、市外に出ていく流出人

口を止めることが重要だと考えております。それ

には、住みたい、住んでいてよかったということ

が実感できる地域づくりが必要だと考えておりま

す。 

また、城川地域には、ジオパークの拠点施設に

位置づけられております四国西予ジオミュージア

ムが令和４年度に開館いたしましたので、地域づ

くり活動センターが連携し、多様な自然と多様な

暮らしを再認識できる魅力ある地域づくりを展開

してまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

藤井三瓶支所長。 

○藤井三瓶支所長 

続きまして、三瓶地域における地域づくり活動

センターの取組についてお答えをいたします。 

三瓶地域におきましては三瓶、二木生、周木、

蔵貫、下泊の５つの地域づくり活動センターがご

ざいますが、それぞれの地域づくり組織とセンタ

ーが連携して、豊かな地域資源を活用した取組を

行っております。 

活動の一例を御紹介いたしますと、様々な地域

活動を通して、外部人材である大学生と地域住民

が交流を深めることで、新しい気づきや地域の魅

力や可能性を再確認し、活性化につなげる取組を

行っております。また、昨年度に整備されたシェ

ア型の図書館兼キッチンスペース、Ｌｉｂｒａｒ

ｙ＆ｋｉｔｃｈｅｎまきばは、地域の新しい交流

拠点として期待されております。 

そのほかに、地域運動会やラジオ体操による健

康増進、イルミネーション点灯式、地域共生型交

流拠点施設なごみかんのパン工房で製造したパン

の出張販売など、地域住民のつながりを醸成する

取組にも力を入れており、蔵貫白石鍾乳洞の再発

見など、地域における新たな魅力の発掘にも取り

組んでおられ、センター職員はその活動を様々な

場面で支援をしております。 

これまでも地域づくり組織と地域づくり活動セ

ンターが連携協力し、地域づくり活動を展開して

おりますが、人口減少による少子高齢化や産業の

担い手不足、店舗の消滅、空き家の増加などが顕

著であり、地方祭などの古くから続く伝統行事に

おいても存続はできなくなる可能性も危惧されて

おります。 

人口減少から派生している諸課題が多くござい

ますが、地域住民が何を望んでいるのかをしっか

りと把握し、やれることから一つずつ取り組んで

いくことが重要でございます。 

豊かな自然や住民相互のつながりなど、その地

域ならではの特性をうまく生かし、地域づくり組

織と地域づくり活動センター、そして支所が連携

協力して、地域住民が笑顔で助け合い、心豊かに

安心して暮らせる活動を今後も展開してまいりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

すばらしいじゃないですか皆さん。皆さんが言

ってること、本当にそれを具現化するような活動
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を行っていただきたい、そのように望みます。 

ただし、一部の支所を除いて、行政業務が非常

に多くなっておりますので、現在の職員体制でや

れるのかどうか、具現化できるのかというのは危

惧をいたしております。 

そしてまた、住民参加、イベントなんかにして

も、コロナの影響であって、まだ住民それぞれの

元気玉っていいますか、みんなが集まってこれを

やろうぞというような活力的なものがまだ見えま

せん、私には。だからそれをまず掘り起こすのに

数年かかるんじゃないかなと思います。そういう

イベントを一つでもいいから、やれるとこからや

っていきますという答弁がありましたが、その辺

り一つひとつ具現化していって、市民の参加型の

地域活動を行っていただきたい。 

そして、理事者側に要望をいたしておきますけ

ども、職員は、行政業務が非常に多くなりました

ので、市民はまだその行政業務の窓口というのを

知りません。そして、一つ言えるのは、公民館へ

行くのよという形の意識を、活動センターへ行く

のよという意識に変えていただかないと、まだま

だ公民館という発想が根づいておりますので、そ

れをいかに住民を意識チェンジしていくかという

ことは大事なことだろうと思っております。 

次に、都市のふるさと会の現状は、といいます

のは、昨今、コロナの、これもコロナの影響で、

ふるさと会が関東でもどこでももう中止になって

おりました。それが今年になってもうやめようか

というところも津々浦々聞いておりますので、こ

の辺りをちょっとお聞きしますが、27 の地域づく

り活動センター、これは小学校・中学校区が主力

でございますので、昔の学校区が中心になってる

わけで、卒業生が小学校・中学校の仲間うちが都

会でいろいろ絆をつくっております。それがこれ

からもつくっていけるようなコンタクトがあるの

か。その辺りにつきまして、現状とそういうコン

タクト、活動センターとのつながりについてお尋

ねをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

地域づくり活動センターとその地域の出身者と

のつながりについてお答えをいたします。 

各センターへ確認の結果、市内のほとんどの地

域づくり活動センターでは、その地域出身者との

つながりを持つ機会や場がない現状です。また、

地域づくり組織においても、つながりがあるとこ

ろはほとんどなく、そのうち２つの地域づくり組

織においては、地域出身者とのつながりがあるよ

うでした。しかし、新型コロナウイルス感染症の

影響を受けて、近年交流ができていない状況にあ

るようです。 

議員御指摘のとおり、地域づくり活動センター、

地域づくり組織は、合併当初の 27 の小学校区に

設置をされています。小学校区の区域は、顔の分

かる生活圏でもあり、地縁性が高いとされていま

すので、先ほどの質問の中でも答弁いたしました、

ふるさと納税制度を活用した財源の確保等にもつ

ながると思いますので、今後、地域出身者とのつ

ながりを持つ場の提供に市としても何か支援がで

きないか検討させていただきます。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

池田明浜支所長。 

○池田明浜支所長 

都市のふるさと会の現状について、まず明浜地

域についてお答えいたします。 

○河野議長 

酒井議員、２番の質問に移りますか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井議員。 

○18番酒井宇之吉君 

今の部長の答弁では、各支所の状況が分かりま

せんので、支所長に、現状、明浜、野村、城川、

三瓶どのような状態になってるか。といいますの

は、三瓶のふるさと会が本年度で中止になるとい

うようなことを聞き及んでおりますので、その辺

りをちょっとお聞きしたらと思ってこの問題を出

しましたので、よろしく支所長答弁をお願いしま

す。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

池田明浜支所長。 

○池田明浜支所長 

明浜地域におけるふるさと会の現状についてお
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答えいたします。 

明浜地域にはふるさと俵津会がございまして、

関東地域においては、会員約 160 名、関西地域に

おいては、会員約 30 名の主に俵津地区御出身の

方並びにその御家族など、俵津地区にゆかりのあ

る方々で構成されております。 

関東地域のふるさと俵津会では、役員会を年に

２回、また、総会においても懇親会とともに毎年

開催されており、行政への参加御案内もちょうだ

いし、平成 29 年には地元議員とともに支所長が

参加し、交流・親睦を図るとともに、西予市の魅

力発信やふるさと納税の御協力もお願いしており

ます。ここ数年は、新型コロナウイルスの影響に

より総会等の開催はされておられないようですが、

本年は 10 月８日に開催される予定とお聞きして

おります。 

明浜地域では、ふるさと俵津会のほか、松山ふ

るさと会やほかの地域にも地元出身者の会があっ

たとお聞きしておりますが、休会であったり、行

政との接点がなかったり交流には至っておりませ

ん。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは続きまして、宇和地域におけますふる

さと会の現状についてお答えをさせていただきま

す。 

宇和地域におきましては、ふるさと会と同様の

目的、趣旨によるものといたしまして、関東宇和

高同窓会、そして関西宇和高同窓会の２つの組織

がございます。 

関東宇和高同窓会につきましては、会員相互の

親睦と宇和高校及び郷土の発展に寄与することを

目的として設立されたもので、関東圏域に在住を

されておられます宇和高校出身者を主体として構

成されておりまして、会員数は約 300 人と伺って

おります。活動につきましては、総会開催時に市

役所からも理事者、職員、また高校の関係者、地

元同窓会の関係者を案内いたしまして親睦会を開

催、また、親睦を図られているとのことでござい

ました。 

関西宇和高同窓会につきましては、近畿圏域に

在住をされております宇和高校出身者を主体とし

て構成をされておりまして、こちらも 300 人を超

える会員数と伺っております。活動の内容につき

ましては、先ほどの関東宇和高同窓会と同様とな

っております。 

現状の運営の状況でございますけれども、両会

とも新型コロナの影響によりまして、ここ数年は

総会、親睦会などが開催されていないといった状

況でございますが、今後につきましては、コロナ

前と同様、総会の開催を計画されていると伺って

おります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

大野本野村支所長。 

○大野本野村支所長 

野村地域におけるふるさと会の現状についてお

答えいたします。 

当地区におきましては、近畿野村高校同窓会と

東京野村会の２つが主なふるさと会となっており

まして、両会ともに、先ほどからありますように

コロナウイルスの関係でここ数年は総会、懇親会

等が行われておりません。 

近畿野村高校同窓会につきましては、近畿圏域

に在住している野村高校出身者で構成されており

まして、平成 10 年に発足され独自運営をされて

おりまして、会員数は約 160 人と伺っております。

運営状況といたしましては、総会開催時に、市関

係者、高校関係者、地元同窓会関係者を案内しま

して、懇親会を開催し、親睦を図って、年１回会

報みどりヶ丘というのを発行されているというこ

とでありました。 

また、東京野村会につきましては、昭和 42 年

に発足された野村高校同窓会関東支部が前身であ

るとのことで、関東圏域に在住している野村高校

出身者を主体として構成され独自運営されており

まして、会員は約 70 人と伺っております。運営

状況につきましては、近畿野村高校同窓会と同様

で、年に１回総会、親睦会を開催されているとい

うところで、こちらも年１回会報ふるさとを発行

しているとのことでありました。 

以上、２つのふるさと会につきましては、会員

相互の親睦と野村高校及び郷土の発展に寄与する

ことを目的として設立されておりまして、今後は、
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両会ともに、コロナ前と同様、総会や懇親会が開

催されるということになっております。会に出席

の際には、現在の西予市の状況や野村地域の状況

について報告いたしまして、ふるさと納税などの

協力を呼びかけていきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中城城川支所長。 

○中城城川支所長 

城川地域におけるふるさと会の現状についてお

答えをいたします。 

現在、東京しろかわ会、関西西予市しろかわ会、

松山しろかわ会の３つの会がございます。 

まず、東京しろかわ会ですが、関東圏の城川出

身者で構成された会で、会員数約 60 名おられる

ようでございます。コロナの影響もあるようでは

ございますが、３年前から会への出席者の激減に

より休止状態となっているようでございます。 

関西西予市しろかわ会につきましては、平成元

年に発足されまして、城川町出身者及び城川町に

縁のある方で構成されており、会員数は 206 名と

なっております。活動につきましては、総会及び

懇親会を２年ごとに開催され親睦を図られておら

れます。また、関西西予市しろかわ会のホームペ

ージを立ち上げ、城川町の特産品の紹介や行政情

報等の様々な情報発信をされておられます。 

松山しろかわ会は、城川町出身者により構成さ

れ、会員数約 80 名で、毎年総会の開催と年２回

の懇親会を行い親睦を図っておられます。 

それぞれの会の運営につきましては、事務局の

方がおられ活動されており、その時々に応じて、

市長、支所長に案内をいただく場合がございます。

令和２年からのコロナ禍の中では、総会等の交流

は中止となっておりましたが、東京しろかわ会を

除く２つの会につきましては、今年度から通常ど

おり再開していく予定だというふうに伺っており

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

藤井三瓶支所長。 

○藤井三瓶支所長 

続きまして、三瓶町出身者のふるさと会の現状

についてお答えをいたします。 

三瓶町出身者のふるさと会につきましては、関

西三瓶ふるさと会と三瓶ふるさと会・関東の２団

体が平成 12 年に創立され、現時点の会員数は、

関西三瓶ふるさと会が 177 名、三瓶ふるさと会・

関東が 129 名でございます。 

このふるさと会は、関西圏や関東圏を拠点に生

活している三瓶町出身者や三瓶町にゆかりのある

方で組織され、年に１回総会及び懇親会を開催し

ております。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年

度から令和４年度は中止としておりましたが、昨

日の 18 日に関西三瓶ふるさと会が盛大に開催さ

れ、次の日曜日の 25 日には三瓶ふるさと会・関

東が開催の運びとなっております。 

両ふるさと会には、市長及び支所長、担当職員

が出席し、また、地元市議会議員にも御出席いた

だき、交流・親睦を図るとともに、西予市の魅力

発信やふるさと納税の御協力もお願いをしており

ます。 

なお、議員のおっしゃるとおり、三瓶ふるさと

会・関東につきましては、執行部の協議により今

回の開催をもって休止することが決定されており

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

説明をいただきましたが、これは地域活動セン

ターと都市とのネットワークづくりが目的として

おります。それにつきまして、空き家対策やふる

さと納税の施策も今、津々浦々聞かせていただき

ましたが、この辺りを積極的に関われるのではな

いかというように考えておりますが御答弁をお願

いします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

人口減少が進む中で、都市とのネットワークづ

くりは、関係人口の増加という視点からも大変意

義のあることと思っております。 
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特に、地域の出身者の皆さんにとっては、地元

を愛するという気持ちを強くお持ちいただき、こ

れまでも多方面にわたりまして、市、また地域に

対する御支援をいただいてまいりました。 

空き家対策の協力やふるさと納税の支援などの

市の重要施策に対して地元出身者の御協力をいた

だくことは、私としては大変ありがたいことであ

り、西予市としても地域出身者との関わりを大切

にしていきたいと考えております。 

地域づくり活動センターでは、地域づくり組織

が企画する空き家活用やふるさと納税の返礼品の

作成などの取組を支援していくとともに、各地域

のふるさと会や地域出身者との交流や連携を深め

ていただき、議員がおっしゃるように、空き家対

策やふるさと納税に御協力いただけるよう働きか

けていただきたいと思いますし、それに行政とし

ても支援をしていきたいと、そのように考えてお

ります。 

以上でございます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

市長の決意表明みたいな形でとらえさせていた

だきます。 

その中でやはり各地区が今人口減少が問題にな

っておりますが、27 の活動センターの中で人口減

少のテーマをやはりつくっていただきたい、対策

を、テーマをつくっていただきたいなと思ってお

ります。その上ではやはり職員が、行政業務、そ

して活動業務、地域業務について非常に足りない

んじゃないかと思っておりますので、この辺りも

実態を見て活動センターの対応をしていただきた

いと、こういうように望みます。 

続きまして、時間もないようでございますが、

職員任用についてお尋ねをいたします。 

正規職員任用について、正規任用の概要につい

ては説明をいただける、もう簡略でお願いいたし

ます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

正規職員の現状ということでの御質問でござい

ますが、現在のところの採用状況についてまずは

説明をさせていただきたいと思います。 

今年度の採用候補者試験につきましては現在募

集中でございます。そこで令和４年度までの試験

の申込者数と採用人数についてまず御説明をさせ

ていただきます。 

採用試験の申込者数につきましては、特に一般

行政事務職（上級）については年々減少傾向にご

ざいます。10 年前の平成 23 年度の申込者数が

73 人に対しまして、令和４年度は 25 人と 65％ほ

ど減少いたしております。この背景といたしまし

ては、民間企業の採用意欲の増加、また採用時期

の関係で公務員より早いということも要因として

挙げられますし、公務員に対する魅力も低下して

いるといったところが現役学生の公務員離れが進

んでいるという原因であろうかと思います。 

こういった状況を踏まえまして、一般行政事務

職におきましては、高校生や専門学生等を対象と

した初級試験、就職氷河期を含めた社会人枠試験

を実施するなど、各職種、専門職を含めまして受

験者数の増加、優秀な職員の採用に努めてきてお

るところでございます。 

この５年間の一般行政事務職の申込者数と採用

者数ですけども、旧町別で御紹介をさせていただ

きます。 

明浜町におきましては、申込者数が７人に対し

て採用が４人、宇和町地域が 90 人に対して 19 人、

野村町地域が 26 人に対して 10 人、城川町地域が

11 人に対して５人、三瓶町地域が 25 人に対して

４人、市外からの申込みについては、60 人に対し

て 12 人といった状況となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

５年間で、私のとらえてるとこでは 40 人前後

受けて、そして平均で、大体 10 名ぐらいを採用

してると、平均で、ということになると思います。 

その辺りも含めまして、本日の職員任用につい

ての質問を出させていただきましたのは、令和５

年第１回定例会の和気議員の一般質問で、非正規

職員任用について、会計任用職員についての質問

がございました。 
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それに付随いたしまして、私が質問をいたした

いのは、公募による公平性の確保より職場事情を

理解している人を継続雇用して公共サービスを充

実させるほうが重要だと、私は職員採用について

そのように考えているんですけれども、会計任用

職員の有期任用の見直しを考えておられるか説明

を願います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

会計年度任用職員の有期任用の考えについてお

答えをさせていただきます。 

会計年度任用職員は、地方公務員法に規定され

ておりまして、一会計年度を超えない範囲で置か

れる非常勤の職と定められております。 

そのため当市におきましても、任用期間を一会

計年度の末、つまりは、当該年度の３月 31 日を

最長として任用期間を定めて任用いたしておりま

す。法律上定められたものでございますので、こ

の期間の見直しは制度上できないとなっておりま

す。 

ただし、人事評価等によりまして客観的な能力

の実証を経て再度任用されることはあり得るとさ

れておりますことから、人材確保が困難な専門職

などを除いた一部事務職等につきましては、国の

期間業務職員の取扱いに準じまして、最大２回、

３年間、人事評価による再度の任用を行っている

ところでございます。 

それ以降の４年目に至る場合でございますけれ

ども、この点については、平等取扱いの原則等も

ございまして、また、新規の希望者にも対応する

必要があるということで公募を行っております。

ただし、前任者が、３年間勤められた方が再度応

募することは可能といたしておりますので、希望

される方は応募いただきまして、その試験結果に

よりましては、改めて再度任用されると、そうい

った制度となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

働いてる人は何のために働いてるかということ

を考えますと、やはり生活だとか、家族を養うだ

とかいろいろな事情それぞれあります。そして御

主人が稼いでる中で、専従控除ができるために働

いてる方もおられます。いろんなことを考えなが

ら、西予市としてしっかりと働いてる人の身にも

なって対応をしていただきたい。法律法律って言

いますけども、やはりその辺りは、私は情という

ものが必要だろうと考えております。いろんな形

でいろんなことができると私は考えておりますが、

そして昨今の人を雇うにつきましては、民間が、

先ほど説明があったように、民間がものすごく早

くやっておりますし、上級公務員も受ける人が減

少してる。公務員もだんだん受験者が少なくなっ

てる。そして教員問題もあります。教員も受ける

人が少なくなってる。そのような形が現在生まれ

ておりますので、その辺りも考えて職員の任用を

お願いしたいと、かように願っております。 

もう一つありますのは、市民から見た場合に、

公務員がどの方が会計任用職員であって、どの方

が正規任用であるか分かりません。それについて

の苦情なんかがやはり議員にもきます。この辺り

も含めて、しっかりとその人の人生の幸せを願っ

た形の雇用制度にしていただきたいことを切にお

願いを申し上げまして、私の質問を終わります。 

○河野議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前 11 時 13 分） 

○河野議長 

再開いたします。（再開 午前 11 時 30 分） 

次に、１番和気数男君。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

本日はたくさんの傍聴ありがとうございます。 

議席番号１番日本共産党和気数男です。 

議長の許可により一般質問を行います。 

西予市は、総務省が進める公立病院医療提供体

制確保支援事業を進めております。この事業につ

いては、２月 24 日に議会への報告があり、次い

で、病院など施設へ、住民説明会が行われたわけ

ですが、既に事業申請が行った後で事後報告であ

ります。今後この問題を継続して取り上げるため

に、まず経緯について質問いたします。 

申請を決定した日、申請を行った日、決定は協
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議にて決定したのか、そのメンバーは誰なのか。

また、市長単独で決定をされたのかお聞きをいた

します。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

これまでの経緯につきましては、４月 28 日の

第２回臨時会で市長が行政報告をさせていただい

ておりますが、私から改めましてお答えさせてい

ただきます。 

２月初旬に、市民病院及び野村病院院長に趣旨、

方向性について説明した後、２月 10 日に愛媛県

へ事業の申請書を提出いたしました。その後、こ

れまで職員説明会を各施設で２月と４月に２回、

住民説明会を３月上旬に旧町ごと１回と計 11 回

開催しました。そして、既に広報等でお知らせい

たしましたとおり、去る３月 31 日に総務省から

愛媛県を通じて、本事業の支援対象の決定通知を

いただいております。 

今後につきましては、現状の経営状況の分析と

ともに、市民の声、現場の声を聞きながら、病床

機能の転換等、経営の効率化、機能分化・連携強

化及び経営形態の見直しに関する実施計画の作成

を行い、想定する最短で令和６年３月 31 日まで

に指定管理者制度への移行の可否を判断し、関係

議案について３月議会に上程したいと考えており

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

決定をしたのは、市長単独で決定されたのか。

協議をして決定したのであれば、どういうメンバ

ーで決定をされたのかお聞きいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

ただいまの和気議員の御質問で、市長が単独で

決定したのかということでございますけれども、

この事業につきましては、この事業を知ってから

内部で医療対策室を中心に協議をしながら、その

内容等を確かめながら協議の中で行いました。最

終的に申請の決裁をしたのは私でございます。 

以上でございます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

協議をして、最終的に市長判断で申請をしたと

いうふうなお答えだったかと思います。 

この協議したメンバーについて質問いたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

メンバーにつきましては、医療対策室の職員、

そして、副市長も協議に入ってもらいましたし、

総務部長も入っていただいて協議をいたしました。 

以上です。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

いろんなとこ、議会にもそうですが、事後報告

という形になってるんですが、これはどういうあ

れですか。時間が足らなかったのか、また意図的

なものなのかお伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

ただいまの申請が事後報告になりましたことに

ついてお答えさせていただきます。 

この事業の採択件数は全国で３件から５件とさ

れております。人口減少が進む地方の多くの自治

体が地域医療の維持確保に非常に苦労している状

況からも、申請を先に延ばせば延ばすほど採択の

確率は低くなることは当然に想定されました。 

また、二次救急集約のための体制がなかなか整

わない状況において、医療従事者の確保が一層困

難となり、新型コロナウイルスの影響もありまし

たが、経営状況の悪化が進むとともに、経営改善

の取組はできるだけ早期に取りかかる必要があり、
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早くこの問題解決に着手しなければならないと判

断し、事業申請を行ったところであります。 

申請が事後報告となったと批判を受けておりま

すが、そもそも経営改善のための検討やその手法

に関する民間コンサルタントへの委託はこれまで

も行ってきたところでございますし、様々な行政

分野において同様に取り組んできたところでござ

います。 

今回の申請においても、指定管理者制度の導入

というテーマに特化する部分はありますが、現段

階では調査研究の域を出るものではありません。 

これまでも説明してまいりましたが、公立病院

医療提供体制確保支援事業に申請することで指定

管理者制度に移行することが決定するものではな

く、その可能性や効果を分析し、その上で今後の

方向性を判断するものであり、その過程において

は、市民の皆様から意見もちょうだいし、最終的

には議会の判断を仰ぐものとなっております。 

様々な行政課題を解決するための調査研究を進

めることは、行政として必須の行為でもあります。 

今回、事後報告という形になっておりますが、

申請したことを市民の皆様及び職員に説明させて

いただきましたのは、重要な問題であるだけに、

こうした検討を進めていることを速やかにお知ら

せしたものであります。どうぞ御理解をいただき

ますようお願いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

ただいまの答弁ですが、チャンスがあるから早

くしないと逃すというふうな意味にも取れると思

います。バーゲンとかそういったことを行ってい

るわけではない、この西予市の市民病院にとって

は、西予市にとっては大きな問題だと思います。 

それからあと行われた住民説明会でもものすご

い反響があったと思いますが、やっぱりこれは、

いろんなところに説明をしてから行うべきだとい

うふうに思っておりますが、もう時既に遅しとい

うことでございますね。 

次の質問をいたします。 

住民説明会についてですが、この説明会終わっ

てから、かなりたくさんの住民の方から説明会の

市民への案内では二次救急の説明とあったが、病

院の指定管理の話が突然出されたと、だまされた

ような気がしたと、こんな大事な話をなぜ分かり

やすく伝えないのか市に言うとってくれやとの声

が多数なので直接伝えます。市民には正しく分か

りやすい説明、案内を求めます。 

質問ですが、住民説明会、私も５カ所の説明会

全てに参加しました。全ての説明会で、突然の指

定管理委託への説明に驚き、不安、怒りの声が沸

き上がったのが現状だと思っております。このよ

うな声をどのように受け止めているか質問いたし

ます。 

○河野議長 

和気議員、(１)の③の質問はしませんか。関係

機関への説明はということ。 

○１番和気数男君 

それは後で。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

ただいまの住民説明会での意見をどのように受

け止めているかについてお答えさせていただきま

す。 

３月に旧５町単位で住民説明会を開催させてい

ただきました。 

そこでいただきました御意見につきましては、

真摯に受け止め、今後も市民の皆様や職員への丁

寧な説明、意見交換を重ね、西予市の地域医療福

祉の維持確保のための最善の方法を今後導き出し

たいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

えらい簡単な答弁ではなかったかと思いますが、

まず私はこの説明会の中で、医師をはじめ、医療

従事者、関係者からの行政不信の声がものすごく

出てきたのを直接聞きました。びっくりしました。

お医者さんからは、現場に一度も来ず、独断で指

定管理の方針を出したことには怒りを覚えると、

このような病院ではもう働きたくないなどの声の

ほか、医療従事者からは、現場に相談がなく決定
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し退職を迫られることになったと、人生設計が狂

ったと、撤回を求めるという声が出てきておりま

す。いわゆる行政不信の声が噴出だということで

す。 

行政と医療現場の間に、指定管理委託の計画の

もとで大きな大きな溝ができたなと。これはなか

なか修復不可能ではなかろうかというふうな感じ

がしておりますが、それから、これでは健全な経

営改善は難しいなと感じるのは私一人ではないと

思います。 

住民からは、指定管理委託制度になることへの

不安、採算ベースの経営による医療サービスの低

下、過疎化の進む中、中山間地域への医療サービ

スの切捨てが行われるのではないかと大きな不安、

行政不信、指定管理制度を独断で推し進める怒り

が沸き起こっております。 

それで、この医療改革計画の中で、医療従事者

の確保の問題が出てきております。計画発表後、

職員組合のアンケートでは、医療従事者の７割以

上が退職または転職の意思を表明していると分か

りました。 

多くの医療従事者の退職、転職が発生すると、

医療改革どころか、市立病院などの地域医療さえ

も維持することが困難になってくるのではないか。

西予市は、人材確保を今回の申請の大きな理由に

挙げておりますが、指定管理導入の方針こそが医

療現場の存続を危うくさせていることを理解して

おりますか、対策はとっておりますかお伺いをい

たします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

まず、医療従事者の不足数についてお答えさせ

ていただきます。 

現在、医療のスタッフ数に応じた運営を行って

おりますので、実際の医療従事者の不足数は出し

ておりません。 

ただし、懸案であります市民病院への二次救急

の集約については、西予市民病院への二次救急の

集約はやむを得ず再延期することになりました。

医師、看護師等の医療従事者の確保が一段と厳し

さを増し、さらに、来年度から医師の働き方改革

が始まりますが、これに伴い、時間外労働時間の

上限規制が設けられることから、今後はますます

医師の配置、確保が難しくなってまいります。 

そのような中でも、市内で二次救急は完結でき

るよう３施設合同の検討会を立ち上げ、医療従事

者の確保も検討しながら、市民病院は二次救急が

集約できる人員体制を積算して、その上で、野村

病院の機能、規模がどの程度であるべきかを協議

して、それに対応できる医療従事者数の算出を行

い、医師の働き方改革も考慮し、医療従事者の確

保を行ってまいります。 

続きまして、先ほど申されましたように、退職

の意思を示している職員の対応につきましては、

現時点では病院等に残っていただき、地域医療福

祉の維持確保に協力いただくことをお願いするし

かございません。 

なお、最も心配している給与等の処遇について、

可能な限り早く提示し、判断材料の一つとしてい

ただきたいと考えております。そのためには、給

与等の情報を協会に提供する必要がありますので、

職員にもその点について御理解をいただき協力を

お願いしているところでございます。 

また、協会に移行した場合の給与等の処遇以外

の勤務環境や各種研修制度等も紹介し、協会への

移行のメリットにも理解をいただきたいと考えて

おります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

若干ずれがあったようでございますが、いわゆ

るこれは７割というのは職員組合のアンケートと

いうことで、正式ではないので、今のところ何も

対策をとっていないということですね。残ってい

ただくようなお願いも具体的にはまだやってない

ということですね。 

今年４月から指定管理者制度を取り入れた和歌

山県の有田市ですね、ここへ私、議員さんに電話

して聞いてみました。そうすると、有田市では、

３月末で、４月から指定管理なるのでということ

で、40 名の医療従事者が退職されました。大体

200 人らしいので、２割りですね、それで、それ

どうなったんと聞くと、一生懸命努力して 25 名

まで回復をして、診療科目を２つ減らして再開し
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ておるということですね。ですから、現状では、

指定管理導入によって、いわゆる医療サービスが

低下したと、これが現状ですね。 

それから、振興協会に移行すると、振興協会か

ら医師とか医療従事者が派遣されるような口ぶり

でうちの市長は言っておられるが、現状はどうな

のかと聞きますと、振興協会自体もそんなに医師

が余っておるわけではない、むしろ医師不足だと、

ましてや田舎に来てくれる医師は少ないのではな

いかと思うと、協会に移行すると医師を派遣して

くれるだろうのような幻想を持たないほうがいい

ですよとお答えがありました。 

これどこも同じと思うんですけど、日本全国医

師、医療従事者不足ですね。こんなときに７割以

上の退職希望者があるのはかなり不安です。大問

題と思います。 

ちなみに知り合いの宇和島の議員さんに聞いて

みますと、宇和島の市立病院だけでなく、近隣の

自治体病院では、現職の医療従事者さんは喜んで

受け入れると思いますよと話を聞きました。私は

これを聞いて大変だと、しっかりとした対策を早

くしないといけないというふうに思っております

が、西予市の医療従事者の皆さんが、南予の各病

院の供給源にならないように、しっかりとした対

策をとらないとと思っております。 

もう１回言いますが、医療従事者確保、いわゆ

る引き止めの対策は今のとこ行っていないという

ことですね。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

先ほど部長が申しましたように、３施設の合同

での今からの病院の在り方ということを検討する

ということ。それと、一番医療従事者の皆さんに

とって、生活の面を考えると、例えば、移行した

場合にどういう処遇なり給与体系になって、そし

て、どういうメリット、デメリットがあるんかと

いうことはやっぱ知りたいという気持ちがあって、

そういうことを早く提供するということについて

は、その 70％のアンケートを出された人に関連す

るものであると思います。 

それと先ほど和気議員が、振興協会になったら

医師や看護師がたくさん来ていただけると、助け

にきていただけると、私がいろんな説明会でお話

をしたということがございましたけれども、私の

記憶では、その場合にお話したのは、一時的な助

けはいただける可能性はありますよと。有田でも

同じく全国からそういう不足している分につきま

しては、応援も受けられている事実があるやに私

は聞いておりますし、それが継続的にということ

はなかなか難しい。 

それといろんなところで私は言ってますけれど

も、例えばそこの指定管理になったらそこに全部

その医師の確保を任すんではなしに、今までと同

様に、県、そして各病院に私も出向いて医師の確

保をする、そういうことをお話をしていると思い

ます。そこら辺りは丸投げではありませんので、

やっぱ公設民営という指定管理として、その運営

にも私どもはチェックをしながら責任を持って、

行政として関わっていく考えであります。 

そこはちょっと先ほど言われたことと私との見

解の相違があるということを申し添えさせていた

だきたいと思います。 

以上です。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

今ほどの市長の答弁でございますが、私はなぜ

かそのように受け取っておりました。1,000 人も

おられる集団だと、振興協会はですね、というこ

とで、やっぱりそういうふうに受け取っておる市

民もたくさんおると思います。 

いずれにしても、医師や医療従事者の不足の状

態を早く解消しないといけないことが、もう今一

番の問題だと思います。これからも市長も医師確

保については努力するということでございますの

で、ぜひ頑張って、不足という事態にならないよ

うに、それから現状、今の西予市の職員が、医療

従事者がどんどんどんどんやめていくというよう

なことにならないように、そのことは早くやって

もらわないと私は大変なことになると思います。 

次の質問に移らせていただきます。 

地域医療対策検討委員会についてでございます

が、まず、この会の目的についてお伺いいたしま

す。 



 

- 71 - 

 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

西予市地域医療対策検討委員会は、当市におけ

る地域医療体制を構築するため、西予市地域医療

対策プランの策定並びに検証等を行うことを目的

として、平成 29 年度から設置しているものでご

ざいます。 

今年度は６月 30 日に開催予定としており、公

立病院医療提供体制確保支援事業の説明と今後作

成する実施計画及び公立病院経営強化プランにつ

いて、当市における医療提供体制に関わることか

ら説明をさせていただきまして、内容等について

御意見をいただく予定といたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

この計画は地域医療対策検討委員会には諮らず

に申請をしたということですね。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

先ほど説明申し上げましたとおり、６月 30 日

に開催予定としておりますその会におきまして、

今後作成する実施計画及び公立病院経営強化プラ

ン等について説明をさせていただくという形で、

そのときに併せて説明させていただく予定といた

しております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

この会の目的は、私は、西予市における地域医

療の確保を図るために設置されたものというふう

に理解をしておりますが、医療対策室へ行って聞

いたんですけどね、部長は、この検討委員会で諮

ったことはありませんということでございました。

これほどに重要な決定を検討委員会に諮ることな

く決定したのはなぜか、もう１回答えてください。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

なぜ先に説明しなかったかということでござい

ますけども、現在、取り組んでおります市民病院、

野村病院及びつくし苑の経営改革を実現するため

の公立病院医療提供体制支援事業につきましては、

当市における地域医療体制の構築に大きく影響す

るものであり、まずは取組に対して、市民の皆様

や職員に説明し理解をしていただくことを優先と

し、今後の地域医療体制の在り方を整理して、委

員会で検討していただくことが必要であると判断

し、開催を見送らさせていただいておりました。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

この会は、このような地域医療の内容を変更す

る場合に、真っ先に言って、会を開いて検討する

会ではないですか。これ今言いましたですんで、

その答えはなかったんですが、やっぱり後から、

６月 30 日開いてから説明をすると、その後づけ

のことでいいんですか、この検討委員会。 

私は先にいろんなことを検討して計画を立てる

もとになる会ではなかったかと思うんですが、そ

のようなことでいいんですか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

ただいまの御質問ですけども、繰り返しの回答

になるだろうと思いますけども、まずは取組に対

して市民の皆様や職員に説明し、理解をしていた

だくことを優先して、今後の地域医療体制の在り

方を整理して委員会で検討していく手順としてお

りました。御理解をいただけたらと思います。 

以上でございます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 
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○１番和気数男君 

それではこの委員会で否決された場合はどうす

るんですか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

この地域医療対策検討委員会の所掌事務でござ

いますけれども、委員会自体は各懸案事項等々に

協議及び検証等を行い市長に提言する組織となっ

ております。そこの部分はあくまでも御理解して

いただくように説明をするという形で理解いたし

ております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

大体のこと分かりました。あまりこれ以上する

と、浅野部長新しく４月から対策部長になったの

でどうかなと思うんですが、やっぱりここら辺問

題がありますね。いろんなとこへ諮ることなくど

んどんどんどん進めていくと。この委員会ですね、

2017 年に取りまとめた市立病院改革プランには、

民営化では全職員の退職が前提となるため多額の

退職金が発生する。また、経営困難となり事業継

続ができないことも想定されるとまとめられてお

ります。 

この重要な指摘、懸念をどうとらえているのか、

その懸念は払拭できる見込みがあるのかお伺いい

たします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

この改革プランというのは、地域医療対策検討

委員会でも出していただいて、いろんな方法、４

つの方法を提示していただいております。その中

に今、和気議員が言われたことも書かれておりま

す。 

地方公営企業法による一部適用、これが今現在

の市の病院の状態ですが、これも全適というのが

ありますし、地方独立行政法人化というのもあり

ます。そして、その中に指定管理者制度というの

もありますし、完全な民間移譲というのもあると

思います。そういういろんなものを今までも議論

をしていただいております。 

そして、今回の分は、これを申請したことによ

ってすぐ指定管理制度にいけるかどうかというこ

とではなく、まずそのことも含めて検討をするも

のでありまして、その材料というものは、この委

員会に今後提供しながら、そこで御意見もちょう

だいをしたいと、そのように思っております。 

以上であります。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

整合性がとれてないというんか、どんどんどん

どん事業申請を進めていったので、こういったこ

とが後からついてくるということがよく分かりま

した。 

それでもう一つ再質問でございますが、ある知

り合いのお医者さんから言われたんですけども、

やっぱり新しいところからお医者さんが来るとい

うようなルートができたのであれば、なかなか今

のところでは微妙な問題ができてくるんじゃない

かと。そこら辺のことをきちんと説明をしていな

いといろいろと難しいようなことになるんじゃな

いかというようなことを聞いております、私はち

ょっと心配してるんですが。 

それから、西予市の医師会などには説明を行っ

ているのか、この点について質問をいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

ただいまの御質問にお答えします。 

まず新しいルートということは、多分地域医療

振興協会に指定管理となった場合のということと

思いますけども、その件につきましては、当然今

も愛大、岡山大学等々から派遣をいただいており

ます。そこのルートがもしかしたら潰れるんじゃ

ないかという形の御心配じゃないかと思いますけ

ども、市としましては、そこはそうならないよう

に、最善の手段を図るよう、そうなった場合には

させていただきたいと思います。 
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また、当然そうなった場合の法人のほうにもそ

こは御尽力いただくように最善を尽くすという形

にしたいと思います。 

それから、医師会への説明ということでござい

ますけども、明確な説明はしておりませんけども、

私も４月になって以降に、こういう状況が当然耳

に聞き及んどると思いますので、医師会長のほう

には御説明させていただきまして、そこの情報の

共有はさせていただいているところでございます。 

以上でございます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

今までのところには、今のところやってないと、

その問題が起きたときに十分に説明をして理解を

求めるという答弁だったと思いますが、やっぱり

心配ですね。そこら辺のことをしっかりやっても

らったらと思います。 

この質問聞きよって、いろんな検討もする間も

なく鶴の一声によって申請に突っ走ったと。そし

て議会はじめ事後報告を行い、住民からはものす

ごい反対の声が沸き起こっているのが現状だとい

うのがよく分かりました。申請後、検討委員会は

まだやってないんですね。今後の開催予定は６月

30 日ということだそうですがしっかりとお願いし

たいと思います。 

それでは次の質問に移らせていただきます。 

振興協会との協定締結について、協定締結をし

たのはいつなのか、公表はいつされるのかお伺い

をいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

協定内容になろうかと思います。３月 31 日付

で愛媛県から支援対象となる旨の通知後、地域医

療振興協会とＷｅｂ及び対面での協議、合計４回

の協議を行い支援内容を決めさせていただきまし

た。 

締結の日付につきましては、６月１日付で締結

をさせていただいております。 

その締結の支援事業内容につきましては、４つ

の事業としております。 

１つ目は、３施設の診療・経営改革支援の実施

計画の作成について。２つ目としまして、西予市

民病院及び野村病院の病院経営強化プランの作成

につきまして。３点目としまして、西予市民病院

への二次救急集約に向けた体制構築の提案につい

て。それから、４つ目としまして、指定管理者制

度の導入を含めた３施設の安定的な経営方法の提

案及びその実施に向けた提案でございます。 

協定の期間につきましては、令和５年６月１日

から令和７年３月 31 日までの２年間となってお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

協定締結の日は今聞きました。 

公表はいつなのか、行うのか、当然行うと思い

ますが、お伺いをいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

情報の共有という形、周知ということで御回答

をさせていただきたいと思います。 

今までも医療対策室のほうからそれぞれの検討

事項等々につきましては、ホームページ、広報等

で広報をさせていただいております。今回も協定

の内容につきましては、広報等で内容については

公表することとしております。 

以上でございます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

公表は広報で行うと、ホームページでは行わな

いんですか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野介護部長。 

○浅野医療介護部長 

ホームページにも同様に情報提供したいと思い

ます。なるべく早期にしたいと思います。 
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以上です。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

できるだけ早期に公表されることを待っており

ます。 

私ちょっと心配しとるのは、移行時に、例えば

医師とか医療従事者の人数は特別な約束とか何か

あるんですか。何人ぐらいは最低、どっとやめて

しまって人が足らなくなったというようなことは

想定はされてないと思うんじゃけど、そこら辺の

ことは協定の中には入っていないんでしょうかお

伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

今の質問にお答えさせていただきます。 

今、和気市議の言われたようなそのことに関し

ては協定の中には入っておりません。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

そのような心配はしていないということだろう

と思うんですけども、いわゆる管理運営協議会、

スタートしたら、そこの中で協議会を持って、き

ちんといろいろ話をしながら運営をしていくから

心配は要りませんよと市長は言われたんですが、

その協議会の構成メンバーについてお伺いをいた

します。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

今ほどの和気議員の御質問にお答えさせていた

だきます。 

和気議員が言われたのは、いわゆる指定管理制

度を導入した施設における管理運営の状況につい

ての報告する機会、それを審査する組織のことで

あろうかと思います。 

この病院とか仮に指定管理者制度を導入したと

なった場合は、先ほど議員からもありました管理

運営協議会でその運営状況等について報告をいた

だき、その協議会の中で審査をし、必要な指摘、

また指導を行うという流れになろうかと思います。 

その開催の頻度については今のところまだ正式

に決まってるわけでもございませんけれども、少

なくとも四半期、三四半期ごとには催しましてそ

の状況については常に把握できる状態にしたいと

考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

思わぬ時間がたってしまっておりますが、運営

についての決定権はこの協議会が持っておるんで

しょうか。そこら辺非常に大事なところなのでお

伺いをいたします。 

それから、政策的医療交付金、このことについ

ては検討されましたか。有田市の契約書を見ると

そのことが入っておりますが、まだないのであれ

ば結構ですが。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

ただいまの交付金につきましては、まだそこま

での段階いっておりませんので、まだ協議いたし

ておりません。 

以上、答弁とさせてもらいます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

ただいまの分は、和気議員が御質問されている

とこがちょっと分からない点があるんですが、大

きな改革とか変更とか、そういうものについては、

その協議の中でお互いが納得した決定をしないと

いけないと思いますし、小さいことであれば、実

際に運営されている日常の中で起きることについ

ては、大きな問題でなければ管理していただくと

こが行うというのが普通の指定管理ではなかろう

かなと思っております。 
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以上です。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

次に移らせていただきます。 

住民アンケートでございますが、西予市は今年

２月に総務省自治財政局に提出した今回の事業申

請書、公立病院経営強化プランの策定予定の見通

しにおいて、令和５年３月には市民へのアンケー

ト調査を行うとしております。私は聞いたことあ

りませんが、行ったのかどうかまずお伺いをいた

します。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

ただいまの３月予定の市民アンケート調査を行

ったかについてお答えさせていただきます。 

アンケート調査は、公立病院医療提供体制確保

支援事業に関するアンケートではなく、持続可能

な地域医療提供体制を確保するための公立病院経

営強化ガイドラインに基づき、公立病院等を設置

する団体は、公立病院経営強化プランを令和５年

度末までに作成することが求められており、その

策定のためのアンケートを行うこととしておりま

したが実施に至っておりません。 

その理由としましては、１回目の各施設職員へ

の事業申請の説明会を行った際の御意見を伺い、

まずは市民の皆様や職員への丁寧な説明、意見交

換を重ね、事業の申請に対する御理解をいただく

ことが優先で、３月に市民アンケートを実施する

ことは、今の時期には適切ではないと判断したも

のでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

実施するには適切ではない、物すごく今、この

問題について市民の方が関心を持っておられる、

私はこのようなときこそこういったアンケートな

どを行うべきだと思っております。 

市長は確かこのような問題については住民に説

明を尽くし意見を聞くと言っておりますが、今ほ

ど地域医療に対して市民の関心が高まっている時

はありません。直ちに住民アンケートを行うべき

だと要求いたしまして、次の質問に移らせていた

だきます。 

時間が余りなくなりました。３施設検討委員会

について、検討組織、検討内容、会議録の公表に

ついてお尋ねをいたします。 

この３施設検討会は初めて行うのですか。当然

今まで二次救急医療問題などあったので、私は今

までも十分行っているものと思っていたがそこら

辺はどうでしょうか。ちょっと時間がないんで、

続けて。 

副市長と医療現場の幹部での検討委員会という

ことでございますが、これでは今までの枠を超え

ていないのではないかというふうに思います。漏

れ聞くところによると、第１回の検討会ではあま

り意見がなかったということも聞いておるんです

けど、このような現場の問題にアドバイスできる

ような専門家を招き、大きな視野から検討しない

といけないんではないかと思います、西予市は今

行き詰まっておるわけですから。現場の者だけで

集まってやったんではあまり大きな進展はないと

思うんですがいかがでしょうか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井副市長。 

○酒井副市長 

先に和気議員の質問でちょっと勘違いされてお

る部分がありますのでそこだけ訂正させていただ

きます。 

今回の三者の協議を私を筆頭に会をしておりま

すが、これは幹部というのではなく、来れる方は

皆さん来てくださいというようなことで、職員組

合の代表の方も見えてますし、そういう意味では、

今おっしゃった中にも、今まで検討ができてない

からというようなこともありましたが、この二次

救急については、もうずっと何年来会議をしてお

ります。ただ今回は、もう腹を割って、本音で市

民病院も野村病院もつくし苑も話しましょうとい

う会議をやるつもりでおりますし、そのように進

行をしているつもりでございます。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

それでは今、副市長から答弁ございますけれど

も、それに補足ではありませんけども、お答えを

させていただきたいと思います。 

検討組織、検討内容、会議録の公開についての

答弁とさせていただきます。 

市民病院、野村病院、つくし苑の３施設合同に

よる検討会を第１回目として５月 29 日に市民病

院で開催いたしております。市民病院への二次救

急の集約と３施設の経営形態の見直しを大きな検

討内容といたしておりまして、医師、看護師、コ

メディカル等の幅広い職種の医療スタッフに御参

加いただいて、各施設における分析や意見交換を

行うことで３施設の連携と意見の取りまとめを行

うこととしております。 

主な検討内容といたしましては、先ほども申し

上げましたけども、市民病院への二次救急の集約

と３施設の経営形態の見直しとし、第１回検討会

においては、先ほど和気市議から、あんまり意見

もなかったとありましたけども、参加していた私

から申しますと、活発な意見交換がされたと思っ

ております。 

この検討会は、職種や役職、年齢に限定するこ

となく幅広い意見を出していただくため、委嘱や

任命により委員を選出しているものではございま

せん。 

議事録を公開することによって検討会への参加

見送りや意見を出しづらい状況としないため、議

事録を公開することは予定しておりません。その

上で、検討会の様子につきましては、今月発行の

広報せいよ７月号において、市民の皆様へ情報提

供させていただくほか、市ホームページでも掲載

をしておりますので御理解いただきますようお願

いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

幅広い意見を求めるということでございますが、

これは、例えば私でも参加できますか。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

今の和気市議から私でも参加できるのかという

問いでございましたけども、３施設の合同の検討

会ということですので、３施設の関係者、職員と

いう形で想定しております。 

以上です。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

もう少し窓口を広げてもらって、誰でも参加で

きるということであればすばらしいと思うんです

が、それでは最後の質問です。 

職員の処遇について、市長のおっしゃる処遇条

件の最大の配慮とは最低でも現状維持というよう

に思っていいのでしょうか。 

それから職員組合を窓口として行うことが必要

と思いますがということを。 

それから、次の質問、事業申請について、あま

りにも性急で突然の事業申請であると…。 

○河野議長 

和気議員、次の質問は駄目です。 

○１番和気数男君 

一番大事なとこやのにね、ということです。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

浅野医療介護部長。 

○浅野医療介護部長 

職員の処遇について、１つ目、処遇条件の最大

限の配慮とは最低限度現状維持かという問いと、

組合を窓口とした話合いを行うことが必要ではに

つきまして私から答弁をさせていただきます。 

指定管理者制度に移行するとなった場合の処遇

につきましては、検討段階であり具体的な内容を

お答えできる状況ではございません。ただし、こ

れまでも職員説明会等で申し上げてるとおり、ほ

かの事例等にありますように、給与が現在の支給

額よりも低い場合は、少なくとも一定期間の現給

保障等の措置は必要と考えております。 

続きまして、組合を窓口とした話合いを行うこ

とが必要ではというの質問でございますけども、

既に組合との意見交換は行っているところであり
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ます。ただし職員全てが組合員ではないことから、

組合に加入していない職員からの意見や要望など

も酌み取れるよう対応を検討しております。可能

であれば、組合が全職員の窓口として統括的な立

場で御対応いただきたいと考えており、協力をお

願いしているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

今日はたっぷり時間があると思っておりました

が、気がついたときにはほとんどなくなっており

ました。また次回に質問させていただきたいと思

っております。 

以上で私の一般質問を終わらしていただきます。 

○河野議長 

以上で本日の一般質問を終結といたします。 

明日６月 20 日は午前９時より引き続き一般質

問及び質疑を行います。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午後０時29分 
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 開会 午前９時00分 

○河野議長 

おはようございます。 

本日は傍聴にお越しいただき誠にありがとうご

ざいます。 

ただいまの出席議員は 18 名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

（日程１） 

○河野議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は通告内容及び申し合わせに従い発言し

てください。 

それでは通告順に発言を許可いたします。 

14 番中村敬治君。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

皆さん改めましておはようございます。また、

傍聴に来ていただきまして大変ありがとうござい

ます。 

議席番号 14 番の中村敬治です。 

ただいま議長より許可をいただきましたので、

今定例会の最後の一般質問をさせていただきます。 

まず最初に、住民投票制度について、条例に基

づく住民投票についてでありますが、住民投票と

は、地方行政上の重要な事項に関して、住民が直

接投票することにより、その意見を行政に反映さ

せる仕組みのことでございます。住民にとっては

貴重な政治参加の手段であります。 

近年におけるこうした全国各地における住民投

票条例の制定と住民投票の実施の増加については、

地方公共団体の重要な政策に住民の意向を直接反

映できることは、住民自治の充実に資する、また、

間接民主主義方式の機能不全を打開するものであ

る、あるいは住民の政治参加への自覚、自治意識

の向上を促すといった面から積極的に評価する意

見が多くあります。また、住民投票制度の適切な

運用は健全な地方自治実現の一翼を担うものと言

われてもいます。 

このような時代動向を踏まえたとき、今後住民

投票制度の導入後も視野に入れた住民参加制度の

充実に取り組むことは、地方自治体にとってまさ

に時代の要請であると言えます。 

現在日本では、１番目として、憲法に基づく住

民投票、２番目として、法律に基づく住民投票が

ございますが、これらの憲法や法律に基づく住民

投票の対象は極めて限定されております。３番目

として、条例に基づく住民投票であります。これ

は、特定の課題について住民の賛否を問うため、

地方公共団体がそれぞれ独自の住民投票条例を定

め、その条例に基づいた住民投票を行うことです。 

平成８年８月から令和５年２月までで、市町村

合併以外の地域の重要な課題に関する住民投票は

49 件確認できます。条例に基づく住民投票の区分

としては、１つとして、個別設置型住民投票条例、

２つ目として、常設型住民投票条例の２つのタイ

プがございます。 

個別設置型条例は、住民の意思を確認する必要

が生じた場合に、議員もしくは長の提案、または

住民の直接請求により、その都度議会の議決を経

て制定される条例です。課題ごとに個別の住民投

票制度をつくる必要があります。したがって、制

度についての合意がなければ住民投票は実施でき

ません。 

常設型条例は、住民投票の対象にできる事項や

発議の方法をあらかじめ規定しておく条例です。

どのような課題に関しても、事前に制定されてい

る条例の規定に従って実施することを前提として

いますので、その都度住民投票制度そのものにつ

いての合意を問う必要がなく、課題が明確であれ

ば比較的迅速に住民投票を実施できます。常設型

住民投票条例の対象事項は、一般的には地方公共

団体の行政運営上の重要事項とされており、対象

を具体的に想定していないため、市が行う事務の

うち、市民に直接賛否を問う必要があると認めら

れる事案であって、市及び市民全体に直接の利害

関係を有するものという抽象的な規定になってお

ります。 

そこでお尋ねいたします。 

市立病院とつくし苑の経営改革にかかる住民投

票について、地方自治法第 149 条による住民投票

条例制定にかかる市長からの議案提出について、

その考えをお尋ねいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 
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山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは議員からの市立病院とつくし苑の経営

改革にかかります住民投票についてお答えさせて

いただきたいと思います。 

議員の述べられましたとおり、住民投票制度は、

地方自治の基本であります間接民主制を補完し、

市政に関する特定の重要事項に関しまして、住民

が直接に意思を示す制度でございます。 

行政と議会は、二元代表制のもと、独立・対等

の関係に立ち、相互に緊張を保ちながら、それぞ

れの機能と役割を果たすことが求められていると

ころでございます。 

市の施策に対しましては、市民一人ひとりの考

え方に違いがあり、賛否両論の声が上がることは

当然あるものと認識をいたしております。 

しかし、施策を打ち出すたびに細かく市民の意

見等を聞くことは非常に困難でございまして、そ

うした場合における判断を住民から負託を受けら

れました議員の皆さんに御審議をいただきまして、

市としての意思決定をするというものが地方自治

の本旨であると認識、理解をいたしております。 

市立病院等の民営化を含めます経営改革の検討

につきましては、当然、市民の生命、健康を守る

ことを使命とする施設に関することでございます

ので、市の施策上の重要事項であることは十分理

解をいたしております。ただ、この本件に包含さ

れる課題は非常に多岐にわたっておりまして、総

合的な判断が要求されるものと認識をいたしてお

ります。 

先日、６月 13 日には、西予市立病院などを守

る会から、公設民営化である指定管理者制度の導

入反対との多くの署名提出がございました。この

ことについては、非常に重く受け止めているとこ

ろであります。 

しかしながら、市立病院等を取り巻く環境の中

で、３施設を存続させる方法につきましては、あ

らゆる方法を排除することなく、最善のものを選

択する必要がございます。 

今回の件は、医療従事者の確保、病院施設等の

安定的な経営、市の財政状況、また職員の身分な

ど、複雑な要素を踏まえ判断することが必要と考

えております。課題の一面だけをとらえて判断し

ますと総合的な判断要素を欠くことになりかねな

い、そういった意味では、住民投票にはなじまな

いものと考えております。 

病院等の経営改革の必要性、指定管理者制度の

導入の是非につきましては、様々な形式や機会を

通じまして、市民の皆様また関係職員からの意見

などを聞き判断することとなります。 

また、議会におかれましても、４月の第２回臨

時会におきまして、地域医療と西予市立病院等の

在り方調査特別委員会も設置をされたところでご

ざいます。そうした体制が整っている状況におき

ましては、この件につきまして行政側からの住民

投票条例案を提出することは考えておりません。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ただいまの答弁では、先ほど申しました市立病

院とつくし苑の経営改革に関しては、住民投票に

はなじまないと、行政側から住民投票条例案を提

出することは考えていないという答弁であったか

と思います。 

単に指定管理者制度導入による民営化の是非を

問うだけになるのかどうか、これはやってみない

と分からないわけですけれども、住民投票になじ

まないと、したがってそういう投票条例案を提出

しないという答弁ですが、私は今から 11 年前の

平成 24 年第４回定例会で、常設型の住民投票条

例制定への考えについて、当時の三好幹二市長に

一般質問を行っております。 

そのときの答弁では、住民投票への適正、判断

基準、投票結果等に対する責任の在り方など多岐

にわたる検討事項があり、将来的には研究の必要

があるが、少なくとも現段階では、西予市として

住民投票の対象となるような事項がないことから

条例化を進める予定は今のところはないとの答弁

でございました。 

しかし、今回の病院経営改革における民営化の

判断は、子どもからお年寄りまで、全ての西予市

民の安全安心に直結する極めて重要な事項であり

ます。 

現時点で住民投票を実施すること、実施する事

案に該当するのではないかと私は思っております。

その点についてどのように考えておられるのか再
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度お尋ねいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

先ほど答弁申し上げましたように、この問題が

非常に重要な事項であるということは、署名提出

の件も含め十分に認識し、重く受け止めていると

ころでございます。ただし、同じく、先ほど申し

上げましたように、市立病院等の経営改革の必要

性については論を待たないところかと思いますが、

現状の経営体制では改善が難しい状況が続いてお

り、今後も好転する可能性というものは低いと見

込まれる中、経営改革の手法としては公設民営も

含め検討する必要があります。 

今回の公立病院医療提供体制確保支援事業申請

は、現状の運営体制や経営状況を分析し、経営改

革の方法として、指定管理者による経営形態につ

いても検討するために行うものです。 

その結果をまとめたものが実施計画となります

が、これにつきましては、内容を公表いたします

し、パブリックコメントを実施する予定でありま

す。 

また、昨日、和気議員の一般質問にもありまし

た有識者等で構成する西予市地域医療対策検討委

員会におきましても御審議をいただき、委員会と

しての御意見、御提言をお受けすることといたし

ております。 

そして、そういう様々な視点や立場からの御意

見をちょうだいした上で、慎重に検討、判断し、

指定管理者制度への移行が最善となれば、議会に

関係議案を上程し、最終的な意思決定を議会が行

っていただくことになります。 

そうした手順を踏まえることを予定しているこ

とからも、地方議会制度である間接民主制を補完

することを目的とする住民投票につきましては、

本件に関しては、現時点では行政からの提案は考

えていないところであります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ただいま市長から、本件に関しては現時点では

行政からの条例制定の提案は考えていないという

答弁でありました。 

現行の間接民主制との整合という難しい問題は

あるものの、住民投票制度の採用は住民の政治や

行政への参加意欲を高め、議会の活性化をもたら

すとの側面も有しております。住民投票制度は万

能の住民参加制度でもない代りに、現行の間接民

主制を否定するものでもございません。したがっ

て、今後は住民の生活に重大な影響を及ぼすよう

な問題であって、しかも住民の意見が二分される

ような問題の解決に際して、民主主義の原点に立

ち返って住民投票の実施も検討されるべきと考え

ております。 

そのためには、現行の間接民主制と住民投票制

度の整合、どのような事項について、あるいはど

のような場面において、住民投票制度の導入が有

効なのかを検討するとともに、その際には、どの

ような制度設計が妥当であるかなどの点について

も検討を進めていただきたく要望しておきます。 

また、住民投票条例の制定と住民投票が増加す

ることの背景には、有権者の政治的意思が間接民

主主義、代議制民主主義でございますが、十分に

反映されないことや議会における政策審議、議論

が十分でないこと、住民の意識が変化しつつある

こと、現行の直接請求の使い勝手が悪いことがあ

ると言われております。 

また、しばしば次のような事情も指摘されてい

るところです。 

まず１点目として、住民により選出された執行

機関である首長と議事機関である議会が、住民の

意向を反映しない意思決定を下しがちである。そ

もそも選挙における候補者選択に際して、公約と

された政策に含まれなかった重要な政策的争点が

選挙の後から生じた場合においては、有権者の政

治的意思は間接民主主義方式、代議制民主主義で

は十分反映されないとの問題。２番目としては、

特に住民代表として長をチェックすべき立場にあ

る議会における政策審議、議論が十分でないとの

指摘もございます。 

西予市では、今回は、４月下旬の臨時議会にお

いて、地域医療と西予市立病院等の在り方調査特

別委員会が設置されました。18 名の議員の中から

半数の９名の議員が選任されております。私は委
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員ではありませんが、今後、しっかりとした議論

を踏まえていただきまして、市民が納得できる適

正な答申が出されることを期待しているところで

ございます。 

次の質問に移りますが、条例制定は、地方自治

法第 74 条の規定に基づき、地方公共団体の選挙

人名簿に登録された者の 50 分の１以上の署名を

もって条例の制定を請求することができます。市

民がこの制度を利用して、住民投票条例の制定を

請求し、議会が住民投票条例の制定議案を可決し

たら条例が制定できます。 

西予市では現在 50 分の１以上の署名数はどの

程度かお伺いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

お答えをさせていただきます。 

最新の選挙人名簿の登録者数は、６月１日の定

時登録時のものとなります。現時点で選挙権を有

する者の総数は 3 万 509 人でございますので、住

民の条例制定または改廃にかかる直接請求の要件

である人数は、総数の 50 分の１、611 人でありま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

現時点では、50 分の１の人数は西予市では

611 人ということでございました。 

この直接請求が有効になった場合、その後の住

民投票実施までの流れについて、概略の説明をお

願いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

住民投票にかかります手続の流れについて説明

をさせていただきます。 

地方公共団体の条例の制定または改廃の請求を

しようとする代表者の方は、その請求の要旨、そ

の他必要事項を記載した請求書を添え、市長に対

し、条例制定または改廃請求代表者証明書の交付

を申請することができます。 

市長は、市の選挙管理委員会に対しまして、そ

の請求代表者が選挙人名簿に登録された者である

かどうかの確認を求め、確認終了後、請求代表者

に証明書を交付いたします。 

証明書の交付を受けました請求代表者は、選挙

権を有する者に対し署名を求めることができます。

この署名の期間は１カ月となります。 

選挙権を有する者の総数の 50 分の１以上の署

名を集めた請求代表者は、署名簿を選挙管理委員

会に提出いたします。 

選挙管理委員会では、署名した者が選挙人名簿

に登録された者であり、有効かどうかの審査を

20 日以内に行います。選挙管理委員会の審査後は、

７日間の縦覧を実施し、その期間におきまして異

議の申出がないとき、またはその異議について決

定をしたとき、有効署名数を告示いたしまして署

名簿を請求代表者に返付、お返しをいたします。 

署名簿の返付を受けた請求代表者は、５日以内

に必要書類を添えて市長に条例の制定または改廃

の請求を行い、市長は請求の要旨を公表するとと

もに、請求を受理した日から 20 日以内に市議会

を招集し、意見をつけて議会に付議し、議決結果

を請求代表者に通知し公表をいたします。 

なお、議会にて可決された場合は、条例を公布

し住民投票を実施することとなります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

条例の制定、改廃の請求については、議会に最

終決定権、つまり議決権があるため、議会で可決

された場合は、条例を公布し住民投票が実施され

ますが、これまで有権者による直接請求は議会で

否決されるケースが多く、投票実施にまで至る可

能性は決して高くないのが現状でございます。つ

まり議会の意思を覆すことはできないわけでござ

います。 

次に、住民投票の実施関係経費についてでござ

いますが、条例がない段階ですが、仮に住民投票

を実施するとかなり費用がかかる。こうした費用

は西予市ひいては市民自身にかかってくることと

なります。一方、今回のテーマのように、西予市
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の将来の方向性を問うといったように、客観的な

コストの比較が難しく、費用対効果を単純に判断

できない場合もあります。 

費用について、同日実施の場合、単独実施の場

合に分けて、またそれぞれ告示前、告示後の概算

経費をお尋ねいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

住民投票の実施関係経費につきまして答弁をさ

せていただきます。 

初めに、住民投票と通常の選挙を同時に行うこ

とについて御説明をいたします。 

争点が１点に絞られる住民投票に対しまして、

住民の代表者を選ぶ選挙では、その投票の意味す

るところが大きく異なるということは御承知のと

おりかと存じます。 

住民投票と通常の選挙を同日に執行した場合は、

相互の影響を大きく受けることになり、住民投票

の投票率の正当性や広く市政運営に関わる住民の

代表者を選ぶ選挙の投票結果に影響を及ぼす、そ

ういったことが考えられます。また、選挙と住民

投票で有権者の範囲が異なりますと有権者の混乱

を招くことにもなりかねません。 

以上のことを鑑みますと、住民投票に諮る重要

な事案につきましては、できる限り他の選挙など

の影響を受けず、公平で冷静な判断のもと投票が

行われることが基本であると考えております。 

その上で経費についてでございますけれども、

昨年７月執行されました参議院議員通常選挙の経

費は約 2460 万円、11 月に執行されました県知事

選挙の経費は約 2100 万円要しております。市が

執行いたしました前回の市長・市議選の経費は

3830 万円でございました。 

現時点では任期満了に伴います国・県の選挙が

近くには予定はされておりません。そのため来年

予定をされております市長・市議選の経費をもと

に算出をいたしました。 

かかった経費から選挙運動にかかる費用を考慮

しまして、その他の経費について精査をいたしま

したところ、あくまでも金額は概算でございます

けれども、この住民投票に要する経費は、総額で

1630 万円となり、そのうち告示前の経費が 550 万

円、告示後の経費が 1080万円でございます。 

仮に同日選挙を想定した場合、投票用紙などの

住民投票で必要な経費が 630 万円、それ以外の経

費につきましては、案分計算をしまして 150 万円、

つまり住民投票に係る経費の総額は 780 万円程度

になりました。これを告示の前後で分けますと、

告示前の経費が 420 万円、告示後の経費が 360 万

円でございます。 

また、今回の積算には入れておりませんけれど

も、同日執行する選挙によりましては、記載台で

ありますとか投票箱、そういった器具が不足し、

新規に購入をしなければならない、そういった状

況も想定する必要があろうかと思います。 

費用の面から申しますと、同日執行のほうが単

独執行よりも経費の削減が期待されるところでご

ざいますけれども、投票の公正さを考えますと慎

重な検討と判断が必要と考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

仮の話になってしまいますが、全国で同日実施

の例も結構ありますので、来年の市長・市議選の

同日実施であるとすれば、住民投票経費総額は

780 万円ということがただいま示されたわけでご

ざいます。 

コストに見合う効果については市民の皆様の判

断になりますが、重要事項を判断する経費として

は、私は適正なコストかなと思っております。 

次の質問に移りますが、２番目の南海トラフ地

震対策としての国道 56 号等の幹線道路ネットワ

ーク化について、卯之町地区の国道 56 号道路啓

開体制の取組状況についてお尋ねいたします。 

全国道路交通情勢調査による国道 56 号の 24 時

間自動車交通量は、宇和町大江の観測値で、平成

22 年度は上下合計で 7,226 台であったものが、平

成 27 年度には上下合計で 1 万 517 台、混雑度は

1.24 となっております。 

皆さん御承知のとおり、宇和インターのある稲

生地区から県道宇和野村線を経て、国道 56 号を

通り、卯之町駅前、県道宇和三瓶線の交差点に至

る下松葉交差点までの約４キロメートルは朝夕の

通勤時間帯の渋滞が著しい状況になっております。
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西予市中心部を貫く幹線道路 56 号線の沿線には、

耐震化ができてない古い家屋が連檐しており、コ

ンクリートの電柱も両側に林立しております。地

震時の倒壊で道路は通行不可となり、時間帯によ

っては火災の発生も予想されます。これは 56 号

に並走する商店街も同様になるのではないかと心

配されます。 

南海トラフ地震直後から被災状況に即応して速

やかな救援・救助活動が求められるわけですが、

卯之町地区の国道 56 号の道路啓開体制について

は、原則道路管理者の責務であるわけですが、四

国広域道路啓開計画や愛媛県道路啓開計画と西予

市の連携対応はどうなっているのかお伺いしたい

と思います。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

三瀬建設部長。 

○三瀬建設部長 

お答えをいたします。 

震災直後に緊急車両等が通行できるよう、最低

１車線分の瓦礫の撤去、段差の解消等を行うこと

を道路啓開と言いますが、議員御質問にありまし

た道路啓開につきましては、迅速な救援・救助活

動を支えるため、大変重要な役割を担っておりま

す。 

東日本大震災では、流出をした家屋や倒壊した

構造物等の瓦礫が道路を塞ぎ、放置車両が散乱す

るなど救援・救護活動の妨げとなったと言われて

おります。 

愛媛県におきましても、南海トラフ大地震に備

え、愛媛県道路啓開計画を平成 26 年３月に策定

をされております。その後、平成 27 年８月に愛

媛県地域防災計画が修正をされ、平成 28 年３月

に四国広域道路啓開計画が策定されたことを踏ま

え、道路啓開の体制強化や実効性の向上を目的と

して、平成 29 年３月に改定をされております。 

卯之町地区周辺について愛媛県の計画を具体的

に申し上げますと、松山自動車道と災害対策本部

が設置をされます西予市役所・西予土木事務所か

ら西予宇和インターに通じる区間がステップⅠと

して位置づけられており、発災後 24 時間以内に

道路啓開を完了する計画となっております。 

西予市におきましても、まずは国道・県道の緊

急輸送道路啓開の協力、そして愛媛県の計画に沿

った市道の道路啓開を行っていくこととなります。

西予市地域防災計画により、愛媛県建設業協会西

予支部等の協力を得ながら、道路啓開等に必要な

人員、資機材等の確保に努め、被害状況に応じた

効果的な対応を行っていきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ただいまの答弁で、ステップⅠとして西予土

木・西予市役所から宇和インターまでの間が

24 時間以内に道路啓開が完了するという計画との

ことですが、56 号の市役所前から北の方向へ向か

って下松葉交差点までの間はどうなっているのか。

この区間も道路への電柱や家屋の倒壊が十分想定

されるわけですが、どのように対応するのかお伺

いいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

三瀬建設部長。 

○三瀬建設部長 

お答えをいたします。 

愛媛県道路啓開計画によりますと、西予市役

所・西予土木事務所から西予宇和インターに通じ

る区間以外の一次救急輸送道路として指定されて

いる主な国道・県道についてはステップⅡに位置

づけられ、発災後 72 時間以内に道路啓開を完了

する計画となっております。 

議員御指摘の卯之町地区と大洲市を結びます国

道 56 号線につきましてもステップⅡに位置づけ

られており、同じく発災後 72 時間以内に道路啓

開を完了する計画となっております。 

西予市もステップⅠと同様に、国道・県道の緊

急輸送路啓開の協力体制を整えていきたいと考え

ております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

続きまして、２番目の新道（伊賀上バイパス）

の新設についてお尋ねいたします。 

社会資本は人々の生命・財産を災害などから守
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り、日々の社会活動の基盤となるとともに多様な

効果を発揮いたします。また、現在の人々の生活

の基盤となるのみならず、将来の人々の暮らしを

も支えるものとなります。 

このように社会資本によるストック効果は、広

範かつ長期間にわたることを認識することが大変

重要であります。ずっと以前から出ている話でご

ざいますが、国道 56 号伊賀上交差点から西へ向

かって水田地帯を通り、伊賀上の奥からトンネル

で貫き、野田地区の県道宇和高山線と結ぶ幹線ル

ートの新設事業については、厳しい財政制約や人

口減少のもと、社会資本整備のストック効果を最

大化させるためには、インフラの潜在力を引き出

すとともに新たな価値の創造が求められておりま

す。 

第５次社会資本整備重点計画では、１つ目とし

て、安全安心の確保に向けて、防災・減災が主流

となる社会の実現、２番目として、持続可能で暮

らしやすい地域社会の実現、３番目として経済の

好循環を支える基盤整備と３点が掲げられており

ます。 

この３点に対応することはもちろん、伊賀上バ

イパス実現による新たな地域公共交通ネットワー

クの形成で宇和インターから伊賀上、野田、小野

田、永長、中川地区、多田地区を結び、東多田の

国道 56 号線に接続する幹線ルートが実現できる

わけです。国道 56 号を補完し、地震発生による

被災の少ない 56 号バイパスともなりうることで

ございます。また、主要な路線が連結されること

で、沿道の土地利用の高度化をさらに促進できる

ものと思っております。 

伊賀上バイパスの新設について、市の考えをお

尋ねいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

三瀬建設部長。 

○三瀬建設部長 

伊賀上バイパスの新設についてお答えをいたし

ます。 

国道 56 号線伊賀上交差点から野田の県道宇和

高山線を結ぶバイパスルートについては、実現が

できれば、議員御指摘のとおり、防災・減災の観

点からも、今ある県道・市道インフラを最大限活

用しつつ、明浜地区、三瓶地区、宇和町中川・多

田地区から松山道に直結でき、緊急輸送道路とし

て非常に効果がある路線になると想定をされます。 

バイパスの計画・実現のためには、西予市だけ

でなく、国や愛媛県との連携も必要な案件である

ととらえております。 

今後、当構想が実現可能かどうかも含めまして、

関係機関との調整を行っていきたいと思っており

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

再質問になりますが、伊賀上バイパス構想を実

現するためには多額の事業費が必要であります。

西予市が事業主体となるには困難が伴う点でござ

います。早期の実現の可能性は低いと思われます

が、事業内容から見て、国や県の協力は得られる

のかどうか、その辺をお尋ねいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

三瀬建設部長。 

○三瀬建設部長 

お答えをいたします。 

当構想につきましては、関係機関との詳細な協

議はできておりません。このため、実現可能かど

うかを含めた明確な回答はできませんが、渋滞緩

和を目的とするバイパス事業としての採用はかな

りハードルが高いと思われます。 

防災・減災を目的とした避難路整備の位置づけ

として活用できる有利な補助はないか模索をして

いかなければならないと考えております。国や県

に対しても支援をいただけるメニューがないかを

働きかけていきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

再質問になりますが、厳しい財政状況ではあり

ますが、市民の安心安全を確保するため、西予市

として整備計画を一歩ずつ前進させてほしいと思

っております。 

現在は新規道路開設に予算配分がされにくいこ
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とは十分承知しております。時として国の大型補

正予算等が緊急的に措置された場合に備えて、計

画をすぐ実行に移せるよう、市として日頃からで

きることから準備しておくことが大事であると思

いますが、そのお考えについてお尋ねいたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

酒井副市長。 

○酒井副市長 

ただいま中村議員御指摘のとおり、公共事業関

連予算は巨大地震に備えたインフラ整備や防災・

減災に重点を置いておりますので、以前のように

道路新設事業に多額の予算を投じることは難しい

状況でございます。 

しかしながら、市民の安心安全を考える上で、

このバイパス構想が将来実現できるよう、できる

限り準備は行っていきたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ありがとうございました。 

以上で私の一般質問を終了といたします。 

○河野議長 

以上で本日の一般質問を終結といたします。 

（日程２） 

○河野議長 

次に、日程第２、議案第 55 号「西予市児童公

園条例制定について」から議案第 60 号「令和５

年度西予市簡易水道事業会計補正予算（第１号）」

までの６件を一括議題といたします。 

これより本案６件に対する一括質疑に入ります。 

質疑の通告がありませんので質疑を終結といた

します。 

ただいま議題となっております議案第 57 号に

ついては関係各常任委員会へ、議案第 56 号は総

務常任委員会へ、議案第 55 号及び議案第 58 号の

２件は厚生常任委員会へ、議案第 59 号及び議案

第 60 号の２件は産業建設常任委員会へそれぞれ

付託いたします。 

（日程３） 

○河野議長 

次に、日程第３、請願第１号「「物価高騰に見

合う生活保護基準の引上げ」を求める意見書を国

へ送付することを求める請願書」を議題といたし

ます。 

請願１件の詳細につきましては、お手元に配信

いたしております請願・陳情文書表を御参照くだ

さい。 

ただいま議題となっております請願１件につい

ては厚生常任委員会へ付託いたします。 

各常任委員会においては、各議案及び請願につ

いて十分に審査を行い、最終日の本会議において、

委員会審査の経過と結果について、各委員長の報

告を求めることといたします。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

６月 29 日は午後２時から会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 
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開会 午後２時00分 

○河野議長 

ただいまの出席議員は 18 名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

この際お諮りいたします。 

先般、和気数男君から、６月 19 日の会議にお

ける発言について、会議規則第 65 条の規定に基

づき、お手元に配信の発言取消申出のとおり、取

消したい旨の申出がありました。 

この取消申出を許可することに御異議ありませ

んか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

異議なしと認めます。よって、和気数男君から

の発言取消しの申出を許可することに決定いたし

ました。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮政策企画部長。 

○宇都宮政策企画部長 

一般質問の答弁の訂正をさせていただきます。 

６月 16 日の佐藤恒夫議員の地域づくり活動セ

ンターについての一般質問において、職員体制の

答弁の中で、センター主事 26 名とお答えをいた

しましたが、正しくは 27 名の誤りでしたので訂

正します。申し訳ございませんでした。 

○河野議長 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

（日程１） 

○河野議長 

日程第１、議案第 55 号「西予市児童公園条例

制定について」から議案第 60 号「令和５年度西

予市簡易水道事業会計補正予算（第１号）」まで

及び請願第１号「「物価高騰に見合う生活保護基

準の引上げを求める」意見書を国へ送付すること

を求める請願書」の７件を一括議題といたします。 

各委員会における審査の経過と結果について各

委員長の報告を求めます。 

まず、総務常任委員会委員長宇都宮俊文君の報

告を求めます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

宇都宮俊文君。 

 〔宇都宮総務常任委員会委員長登壇〕 

○宇都宮総務常任委員会委員長 

それでは、総務常任常任委員会の審査報告をい

たします。 

去る６月 20 日の本会議において当委員会へ付

託されました議案２件につきましては、22 日に委

員会を開催し審査を行いました。その経過と結果

について御報告を申し上げます。 

委員会結果はお手元に配信のとおりであり、議

案２件は原案のとおり可決決定いたしました。 

これより議案審査の過程におきまして、各委員

より出されました質疑並びに部課長の答弁を抜粋

して報告いたします。 

議案第 57 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第４号）」について、危機管理課所管分で

は、逃げ遅れゼロアプリの開発導入を行う防災対

策啓発活動事業における要支援者の対応状況につ

いての質疑に対し、要支援者の避難を支援するア

プリのため、要支援者がスマートフォンに登録し

てもらうことも十分想定はしているが、支援者が

要支援者の方を登録して声かけをしたかどうか、

自主防災組織や地域の中で把握できるため、支援

する側が要支援者に対する支援の取りこぼしを防

ぐところから活用していきたいとの答弁でありま

した。 

次に、政策推進課所管分では、えひめ人口減少

対策総合交付金の今後の活用についての質疑に対

し、補正予算には、県から提示してある 12 のメ

ニューのうち３事業について計上しており、残り

の９事業、また新たに追加されるメニューについ

ても積極的に取り組みたいとの答弁でありました。 

次に、まなび推進課所管分では、図書館システ

ムの更新及びクラウド化を図るための図書交流館

電算システム管理事業について、システムの更新

により、子ども向けのナビゲーションシステムと

して、ゲーム感覚で本を探せる機能やインターネ

ット上に自分の仮想本棚をつくることが可能とな

るとの説明があり、委員からは、使用料について

の質疑に対し、今後、月額 19 万 6500 円の使用料

が必要となるとの答弁でありました。 

また、仮想本棚の機能についての質疑に対し、

西予市図書交流館でインターネット予約登録をさ

れている方は、読書履歴と予約する蔵書のタイト

ルをインターネット上で分類別に振り分けて管理
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できる機能が備わるとの答弁でありました。委員

からは、今後体験してみたいとの意見がありまし

た。 

以上、総務常任委員会審査報告といたします。 

令和５年６月 29 日、総務常任委員会委員長宇

都宮俊文。以上でございます。 

○河野議長 

次に、厚生常任委員会委員長加藤美香君の報告

を求めます。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

加藤美香君。 

 〔加藤厚生常任委員会委員長登壇〕 

○加藤厚生常任委員会委員長 

厚生常任委員会の審査報告をいたします。 

去る６月 20 日の本会議において当委員会に付

託されました議案３件、請願１件について、６月

21 日に委員会を開催し審査を行いましたので、そ

の経過と結果について御報告申し上げます。 

議案３件については、お手元に発信のとおり原

案可決決定いたしました。 

また、請願１件については、不採択と決定いた

しました。 

これより議案審査の過程において委員より出さ

れた質疑並びに部課長の答弁を抜粋して御報告申

し上げます。 

議案第 55 号「西予市児童公園条例制定につい

て」では、利用者が納める使用料について質疑が

あり、西予市都市公園条例に定める使用料と同額

であり、キッチンカーで例えると、１台 15 平方

メートルを使用した場合は、１日当たり 750 円を

想定しているとの答弁でありました。 

また、公園の維持管理についての質疑があり、

本年度は直営で管理していく予定であり、今後は、

施設の利用状況等を勘案しながら、指定管理者の

導入について必要かどうか検討を行いながら進め

ていきたいとの答弁でありました。 

安全確保対策についての質疑では、防犯カメラ

は５台配置予定であり、公園使用のルール等につ

いて掲示を行い、安全な利用について呼びかけて

いくとの答弁でありました。 

議案第 57 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第４号）」の子育て支援課所管分では、結

婚新生活支援事業での婚姻時の年齢が夫婦ともに

29 歳以下であることへの質疑があり、国・県の基

準をもとにしており、対象にならない年齢の方へ

の支援については、今後も財源的な確保も含めて

調査・研究していくが、この制度は、若年夫婦を

支援していくことが大きな目的であるとの答弁で

ありました。 

健康づくり推進課所管分では、西予市不妊治療

費等補助事業について、当事業における妊活支援

は、不妊を調べる検査にかかった費用を補助し、

保険診療・保険外診療を問わず、検査に付随する

ものも対象となる。検査回数は夫婦１回限りで、

補助額合わせて 3 万円以内で年齢制限を設けてい

ない。また、不妊治療への補助のうち、不妊治療

及び生殖補助医療への補助は、保険診療で実施さ

れた一般不妊治療及びこれに付随する検査で本人

が負担した費用を補助し、補助額に制限はなく、

一般不妊治療費は、ひと月当たりの自己負担額を

補助し、生殖補助医療は１回の治療ごとの自己負

担額を補助する。一般不妊治療は回数の制限はな

いが、生殖補助医療は、妻の年齢が 40 歳未満は

通算６回まで、妻の年齢が 40 歳以上 43 歳未満は

通算３回までとなっている。先進医療に要する費

用への補助は、保険適用の不妊治療等と併せて行

われる先進医療にかかる費用を補助し、補助額は

１回当たり 5 万円以内であり、１回の治療ごとの

自己負担額を補助する。回数の制限は、妻の年齢

が 40 歳未満は通算６回まで、妻の年齢が 40 歳以

上 43 歳未満は通算３回までとなっているとの説

明がありました。 

不妊治療をしている方、不妊治療を希望する方

への事業周知方法についての質疑があり、市ホー

ムページもしくは市広報紙を活用したいと考えて

いるが、内容的に細かいため電話での対応や窓口

での相談受付を考えているとの答弁でありました。 

また、各治療に対する年齢制限について質疑が

あり、年齢の制限については、妊娠、出産に伴う

リスクなど医学的知見等を踏まえて設けられてい

るとの答弁でありました。 

請願第１号「「物価高騰に見合う生活保護基準

の引上げを求める」意見書を国へ送付することを

求める請願書」について、昨年 12 月に厚生労働

省の社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活

保護部会において、生活困窮者自立支援制度及び

生活保護制度の見直しに関する中間報告がまとめ
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られました。本来５年に一度の見直しで、生活扶

助基準が２％下がるところを、令和５年度、令和

６年度の２年間は据置きという結論が出ているこ

となどの理由から、賛成少数により不採択と決し

ました。 

以上、委員会審査報告といたします。 

令和５年６月 29 日、厚生常任委員会委員長加

藤美香。 

○河野議長 

次に、産業建設常任委員会委員長源正樹君の報

告を求めます。 

 〔「議長」〕 

○河野議長 

源正樹君。 

 〔源産業建設常任委員会委員長登壇〕 

○源産業建設常任委員会委員長 

産業建設常任委員会審査報告。 

去る６月 20 日の本会議において当委員会に付

託されました議案３件について、６月 21 日に委

員会を開催し審査を行いましたので、その経過と

結果について御報告申し上げます。 

議案３件について、お手元に配信のとおり原案

可決決定いたしました。 

これより議案審査の過程において、委員より出

された質疑並びに部課長の答弁を抜粋して報告い

たします。 

議案第 57 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第４号）」の上下水道課所管分について、

三瓶地区雨水公共下水道事業では、国庫補助金の

内示額が減額となったことによる今後の整備計画

の影響と現在の事業進捗について質疑があり、内

示額が減額となった事業費については、入札減少

金等で対応し、工事については計画どおり行える

と考えている。現在、三瓶分校グラウンドに、設

置するミニシールドマシンの発進基地や立坑の着

工準備を行っている。製作中のミニシールドマシ

ンが９月に完成し、10 月からマシンによる掘削工

事を開始する見込みであるとの答弁でありました。 

建設課所管分では、河川維持事業における宇和

町岩木の福田川復旧工事の完了時期について質疑

があり、令和４年度施工分約 89 メートルの繰越

工事が６月末で完成予定となり、残り 130.9 メー

トルの工事請負費を増額計上し引き続き工事を行

う。令和５年度の工事が完了したら復旧事業は終

了となるとの答弁でありました。 

農業水産課所管分の農業後継者育成事業では、

経営発展支援事業について、新規就農者には研修

の義務づけがされているのかとの質疑があり、新

規就農者に対しての研修の義務づけはないが、独

立自営・就農時の年齢が 49 歳以下であること、

令和５年度中に独立・自営就農すること、青年等

就農計画の認定を受けた認定新規就農者であるこ

と、農業経営を継承する場合は、経営に従事して

から５年以内に継承すること、人・農地プランに

位置づけられ、もしくは位置づけられることが確

実と見込まれること、または農地中間管理機構か

ら農地を借受けていること、雇用就農資金及び経

営継承・発展支援事業の交付を受けていないこと、

機械・施設等の取得費用に交付対象本人が金融機

関から融資を受けていることなどが交付の条件に

なっているとの答弁でありました。 

また、漁村再生交付金事業における高山漁港南

防波堤新設工事の計画年度について質疑があり、

当初計画では、令和４年度から令和８年度の５年

間の事業計画としていたが、今回の国庫補助金の

内示額減額により予算を減額することとしたため、

年次計画を令和４年度から９年度の６年間に延長

することとしたとの答弁でありました。 

以上、委員会審査報告といたします。 

令和５年６月 29 日、産業建設常任委員会委員

長源正樹。 

○河野議長 

以上で各委員長の報告は終わりました。 

これより各委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○河野議長 

以上で質疑を終結といたします。 

討論の通告がありますので発言を許可します。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

１番和気数男君。 

 〔１番和気数男君登壇〕 

○１番和気数男君 

「「物価高騰に見合う生活保護基準の引上げを

求める」意見書を国へ送付することを求める請願

書」について、賛成討論を行います。 

41 年ぶりの物価高騰が長く続き、全ての国民生
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活を直撃しています。６月からは、大手電力会社

７社の電気料金が値上げされ、四国電力は 25％の

大幅値上げとなるようでございます。値上げ申請

前の昨年 11 月から比べ 2,000 円から 5,300 円に

値上げが計画されており、さらにこの６、７月に

は 300 品目以上の値上げが計画されております。

国民生活を大きく圧迫しております。 

また、厚労省は、2022 年 12 月 24 日に、５年に

一度の生活扶助基準の改定で、2023 年、2024 年

度は据置きとし、2025 年度以降については改めて

検討するとしております。2013 年から 2015 年、

2018 年から 2020 年に相次いで生活保護基準が引

下げられております。生活保護の引下げの取消し

を求めた裁判では、11 の地裁で基準の引下げは違

法だという原告の訴えを認めた勝訴判決を出して

います。 

生活保護基準は様々な制度の土台となっている

ため、その引下げは生活保護を利用していない多

くの国民に多大な影響を及ぼします。 

直ちに生活保護基準を引下げ、前に戻すこと。

そして、物価高騰に見合う生活保護基準の引上げ

を行ってください。 

以上、地方自治法 99 条による意見といたしま

す。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

15 番二宮一朗君。 

 〔15 番二宮一朗君登壇〕 

○15番二宮一朗君 

請願「「物価高騰に見合う生活保護基準の引上

げを求める」意見書を国へ送付することを求める

請願」について、反対討論をさせていただきます。 

初めに、厚生常任委員会で審査を行う際、紹介

議員及び提出者からの趣旨の説明がない中で審査

をしたことをまず御報告をさせていただきます。 

生活保護費は５年に一度、2023 年 10 月の見直

しで、見直しには多くの専門家の会議で、生活扶

助の水準と生活保護を受けていない低所得者世帯

の支出状況とを比較した上で、それぞれの金額が

かけ離れないよう厚生労働省が世帯類型ごとに基

準額を増減させるのが通例ですけれども、ロシア

によるウクライナ侵攻後の物価高騰の状況を踏ま

え、基準が下がっても引下げを行わず、現在の水

準を据え置くとし、基準で上回った場合は引き上

げると厚生労働省で調整が進んでいると聞いてお

ります。 

もちろん生活保護世帯の皆さんの御苦労も理解

できますし、少しでも増額になればいいというの

は同じですけれども、一方で、生活保護を受けて

おられない低所得者や高齢者の皆さんの中には、

体調がすぐれなくて周りから病院で診てもらった

ほうがいいよと言ってもらうけれども、治療費が

心配で病院に行けないといった声も決して少なく

はありません。 

政府は昨年から、生活困窮者や低所得世帯への

支援に取り組んでおりますが、生活保護者世帯だ

けではなく、広く庶民の声を国に届け、有効な施

策を実行することが必要だと考えております。 

また、請願の要旨には、2012 年度の水準に戻し、

物価高に見合った大幅な引上げを求めるとの内容

もありますけれども、厚生労働省の生活保障審議

会生活困窮自立支援及び生活保護部会においては、

各方面からの有識者 23 名で議論をされ、生活保

護を含む生活困窮者に必要な社会保障制度の見直

しの議論を積み上げされているもので、例えば、

高齢者世帯だけを見ても、現在と 12 年前では大

きく違っておりまして、高齢者が、団塊の世代が

後期高齢者になったということで大幅に増えてお

ります。 

同様な今回のような請願は全国の議会に提出を

されておりますし、第 221 回国会の衆議院におい

ても提出されておりますけれども審査未了となっ

ております。それを受けて全国の議会で請願が提

出をされておりますけれども、見直し時期の本年

10 月まで待てないから昨年の 12 月に提出をされ

ているという内容だと考えております。本年

10 月までの期間を考慮すれば、遅きに失した感は

否めないと感じております。 

このような点から本請願の反対の立場での討論

とさせていただきます。御賛同よろしくお願い申

し上げます。 

○河野議長 

ほかにありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○河野議長 

以上で討論を終結といたします。 

これより議案順に採決を行います。 

この採決は採決システムを用いて行います。 
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各議員に申し上げます。 

お手元のタブレットが入室認証画面に切り替わ

ったことを確認してください。 

本日送信した入室コードを入力してください。 

 〔入室コードを議員が入力〕 

○河野議長 

全員の入室を確認いたしました。 

まず、議案第 55 号「西予市児童公園条例制定

について」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 55 号は原案のとおり決定することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを

押してください。 

 〔表決システムのボタンを押す〕 

○河野議長 

採決を確定いたしました。 

議案第 55 号は「西予市児童公園条例制定」に

ついては賛成全員によって可決となりました。 

次に、議案第 56 号「西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定について」を採決いたしま

す。 

お諮りいたします。 

議案第 56 号は原案のとおり決定することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを

押してください。 

 〔表決システムのボタンを押す〕 

○河野議長 

採決を確定いたします。 

議案第 56 号「西予市火災予防条例の一部を改

正する条例制定について」は全員賛成によって可

決となりました。 

次に、議案第 57 号「令和５年度西予市一般会

計補正予算（第４号）」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 57 号は原案のとおり決定することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを

押してください。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時 34 分） 

○河野議長 

再開いたします。（再開 午後２時 35 分） 

再度、議案第 57 号「令和５年度西予市一般会

計補正予算（第４号）」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 57 号は原案のとおり決定することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを

押してください。 

 〔表決システムのボタンを押す〕 

○河野議長 

採決を確定いたします。 

議案第 57 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第４号）」は賛成全員によって可決となり

ました。 

次に、議案第 58 号「令和５年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）」を採決い

たします。 

お諮りいたします。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時 36 分） 

○河野議長 

再開いたします。（再開 午後２時 37 分） 

次に、議案第 58 号「令和５年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）」を採決い

たします。 

お諮りいたします。 

議案第 58 号は原案のとおり決定することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを

押してください。 

 〔表決システムのボタンを押す〕 

○河野議長 

採決を確定いたします。 

議案第 58 号「令和５年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）」は賛成全員によ

って可決となりました。 

次に、議案第 59 号「令和５年度西予市水道事

業会計補正予算（第１号）」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 59 号は原案のとおり決定することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを

押してください。 

 〔表決システムのボタンを押す〕 

○河野議長 

採決を確定いたします。 

議案第 59 号「令和５年度西予市水道事業会計

補正予算（第１号）」は賛成全員によって可決と

なりました。 

次に、議案第 60 号「令和５年度西予市簡易水

道事業会計補正予算（第１号）」を採決いたしま

す。 

お諮りいたします。 
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議案第 60 号は原案のとおり決定することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを

押してください。 

 〔表決システムのボタンを押す〕 

○河野議長 

採決を確定いたします。 

議案第 60 号「令和５年度西予市簡易水道事業

会計補正予算（第１号）」は賛成全員によって可

決となりました。 

次に、請願第１号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は不採択であります。 

お諮りいたします。 

請願第１号「「物価高騰に見合う生活保護基準

の引上げを求める」意見書を国へ送付することを

求める請願書」は原案のとおり採択することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを

押してください。 

 〔表決システムのボタンを押す〕 

○河野議長 

採決を確定いたします。 

請願第１号「「物価高騰に見合う生活保護基準

の引上げを求める」意見書を国へ送付することを

求める請願書」は賛成少数によって不採択となり

ました。 

（日程２） 

○河野議長 

次に、日程第２、閉会中における各常任委員会

の所管事務等の調査についてを議題といたします。 

各常任委員会の所管事務等の調査につきまして

は、お手元に配信の所管事務等調査表のとおり、

令和６年３月末日までの期間、必要に応じ議会閉

会中も継続して行うことといたします。これに御

異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

異議なしと認めそのように決定いたしました。 

（日程３） 

○河野議長 

次に、日程第３、議員派遣の件についてを議題

といたします。 

お諮りいたします。 

お手元に配信いたしております本件を承認する

ことに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

異議なしと認めます。よって、議員派遣の件に

ついては、本件のとおり承認することに決定いた

しました。 

この際お諮りいたします。 

ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いて、諸般の事情により変更が生じる場合には議

長に一任を願いたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

以上で全日程を終了いたしました。 

管家市長より閉会の挨拶があります。 

 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○河野議長 

管家市長。 

 〔管家市長登壇〕 

○管家市長 

令和５年第２回西予市議会の閉会に当たりまし

て、一言御挨拶を申し上げます。 

６月 12 日に開会しました本定例会も本日で閉

会となりました。 

18 日間の会期中、新しい議会体制のもとで、本

会議及び各常任委員会におきまして、上程いたし

ました案件につきまして慎重な御審議を賜り、補

正予算をはじめ、条例制定、改正など重要な案件

12 件につきまして、いずれも原案のとおり可決い

ただきました。議員各位におかれましては熱心に

御審議いただき、心から厚く御礼申し上げます。 

さて当市は、令和元年８月に行いましたモンゴ

ル、ドンドゴビ県と当市野村町の子どもたちの相

撲交流を縁として、令和元年 11 月にドンドゴビ

県と西予市の間で友好関係の構築に向けての覚書

を交わし、文化・経済・観光・技能実習生の受入

れなど、あらゆる分野において交流を深めること

といたしました。 

しかしながら、コロナ禍の影響により、双方が

訪問するなどの直接の交流はできずにいたところ

です。 

そうした中、このたび、ドンドゴビ県知事より、

７月に開かれるモンゴル最大のお祭りナーダム祭

への招待があり、私と議長及び市内の各団体代表

の皆様８名とともにモンゴルを訪問することとな
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りました。 

訪問中は、世界的な問題となっておりますモン

ゴル国土の砂漠化に関わる植樹事業への支援につ

いて、ドンドゴビ県知事及び行政関係者との会合

を行うとともに、現在、つくし苑で受入れており

ますモンゴルからの技能実習生の関係機関である

大学や日本語学校への挨拶などを行う予定として

おります。 

また、県知事とのミーティングにおいては、市

内団体代表の皆様に同行いただくことで、今後の

様々な分野における交流の足がかりとしたいと考

えております。 

また、７月下旬には、ブナの木を縁に旧野村町

時代の平成５年から現在まで、長く姉妹市町とし

て交流を続けている北海道黒松内町へ、交流

30 周年記念事業の一環で訪問いたします。 

これまでに西予市から黒松内町への訪問者

870 名、黒松内町から西予市への訪問者は 738 名、

計 1,608 名に達しております。 

黒松内町との関係は、それぞれの文化や歴史と

いったものを理解し合うことで、本事業とは別に、

個人レベルでも多くの交流が育まれております。

30 年にわたる長い交流の歴史の中で生まれた支え

合い・助け合いの心をさらに深めたいと考えてお

ります。 

コロナ禍にあって、なかなか実現できなかった

交流事業もこうして実施できるようになったこと

を非常にうれしく感じているところですが、全国

的にじわじわと新型コロナの感染者が増加してお

ります。 

第９波の入り口に入ったのではないかとの報道

もされており懸念が広がってきております。一度

緩むとなかなか元には戻しにくいところでもござ

いますが、今後の感染情報に留意するとともに、

多くの人が集まる場所でのマスク着用、室内換気

など、基本的な感染対策には気をつけていただき、

感染拡大の防止に努めていただきたいと思います。 

来月、７月７日は、平成 30 年７月豪雨災害の

発生から６年目を迎える日であります。あの大災

害から５年が経過いたしましたが、地域住民の皆

様及び関係機関の御協力をいただき、着実に復興

に向けて進んでおります。 

しかし、時の経過とともに、豪雨災害の記憶も

遠い過去のように感じ薄れてしまうのではないか

と危惧するところでもあります。災害の記録と記

憶は決して風化させてはなりません。 

７月７日を未曽有の大災害からの復旧・復興に

立ち向かった日々の節目の日として深く心に刻み、

長く後世に伝えていかなければならないと思って

おります。 

献花式典は、昨年と同様に式典自体は開催せず、

自由献花方式により実施することといたしており

ます。献花台は、乙亥会館に７日から９日まで設

置いたしますので、市民の皆さんもどうかお越し

いただければと思います。 

今年は例年より少し早い梅雨入りでしたが、梅

雨の中休みも続くなど、今のところ穏やかな梅雨

であるように感じております。 

しかしながら、これからが最も注意が必要とな

る時期となります。台風や突然の集中豪雨など、

改めまして、豪雨災害への備えに万全を期さなけ

ればならないと強く感じているところであります。 

しばらくはじめじめした蒸し暑い日々が続きま

すが、議員各位におかれましては、健康に十分御

留意をいただきまして、市政推進に御尽力を賜り

ますようお願い申し上げまして閉会の御挨拶とい

たします。ありがとうございました。 

○河野議長 

これをもって、令和５年第２回西予市議会定例

会を閉会といたします。 

 

 

 閉会 午後２時50分 
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 地方自治法第123条第２項の規定によりここに

署名する。 

 

 

  西予市議会議長   河野 清一 

 

 

   同   議員   中村 敬治 

 

 

   同   議員   二宮 一朗 

 



 

 

 

 

付 録 
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令和５年第２回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期６月12日（火）～６月29日（金）    （会期18日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ６月12日 月 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案理由説明 

・質疑 

 ６月13日 火 休   会  

 ６月14日 水 休   会  

 ６月15日 木 休   会 ・質疑通告〆切 

 ６月16日 金 本 会 議 ・一般質問 

 ６月17日 土 休   会  

 ６月18日 日 休   会  

 ６月19日 月 本 会 議 ・一般質問 

 ６月20日 火 本 会 議 

・一般質問 

・質疑 

・委員会付託 

・全員協議会（本会議終了後開

会） 

 ６月21日 水 常任委員会  

 ６月22日 木 常任委員会  

 ６月23日 金 特別委員会  

 ６月24日 土 休   会  

 ６月25日 日 休   会  

 ６月26日 月 休   会  

 ６月27日 火 休   会 ・討論通告〆切 

 ６月28日 水 休   会  

 ６月29日 木 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 

・行政報告会 
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令和５年第２回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  55号 西予市児童公園条例制定について 05.06.29 原案可決 

議案第  56号 
西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
05.06.29 原案可決 

議案第  57号 令和５年度西予市一般会計補正予算(第４号) 05.06.29 原案可決 

議案第  58号 
令和５年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第１号) 
05.06.29 原案可決 

議案第  59号 令和５年度西予市水道事業会計補正予算(第１号) 05.06.29 原案可決 

議案第  60号 
令和５年度西予市簡易水道事業会計補正予算(第１

号) 
05.06.29 原案可決 

報告第  １号 
令和４年度西予市一般会計継続費繰越計算書の報告

について 
05.06.12 報  告 

報告第  ２号 
令和４年度西予市一般会計繰越明許費繰越計算書の

報告について 
05.06.12 報  告 

報告第  ３号 
令和４年度西予市一般会計事故繰越し繰越計算書の

報告について 
05.06.12 報  告 

報告第  ４号 
令和４年度西予市水道事業会計予算繰越計算書の報

告について 
05.06.12 報  告 

報告第  ５号 
令和４年度西予市公共下水道事業会計予算繰越計算

書の報告について 
05.06.12 報  告 

報告第  ６号 専決処分事項の報告について 05.06.12 報  告 

請願第  １号 
「物価高騰に見合う生活保護基準の引き上げを求め

る」意見書を国へ送付することを求める請願書 
05.06.29 不 採 択 

 
閉会中における各常任委員会の所管事務等の調査に

ついて 
05.06.29 原案可決 

 議員派遣の件について 05.06.29 承  認 
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諸  般  報  告  書 

 

月  日 出 席 者 行   事   名 

２月24日 

関 係 議 員 総務常任委員会 

関 係 議 員 厚生常任委員会 

関 係 議 員 産業建設常任委員会 

全 議 員 行政報告会 

３月１日 議 長 お別れの会実行委員会 

３月２日 全 議 員 令和５年第１回定例会 採決・一般質問 

３月３日 全 議 員 令和５年第１回定例会 一般質問 

３月６日 
全 議 員 令和５年第１回定例会 一般質問・質疑・委員会付託 

全 議 員 行政報告会 

３月７日 

関 係 議 員 総務常任委員会 

関 係 議 員 厚生常任委員会 

関 係 議 員 産業建設常任委員会 

３月８日 

関 係 議 員 総務常任委員会 

関 係 議 員 厚生常任委員会 

関 係 議 員 産業建設常任委員会 

３月12日 議 長 愛媛県クラブ対抗駅伝競走大会 

３月13日 議 長 お別れの会実行委員会 

３月16日 

全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 行政報告会 

全 議 員 令和５年第１回定例会 閉会 

３月20日 議長・総務委員長 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合定例会 

３月22日 

議 長 八幡浜地区施設事務組合議会定例会 

関 係 議 員 西予市土地開発公社理事会 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

３月26日 議 長 野福峠さくらまつり 

３月27日 関 係 議 員 議会だより編集委員会 

３月29日 全 議 員 議員全員協議会協議会 

３月30日 議 長 南予水道企業団定例会 

４月１日 
議長・関係議員 西予市土居地域づくり活動センター落成式・開所式 

議長・関係議員 西予市大野ヶ原地域づくり活動センター開所式 

４月２日 議長・関係議員 西予市下泊地域づくり活動センター開所式 

４月５日 
議 長 肱川流域総合整備推進協議会監査 

議 長 お別れの会実行委員会 

４月７日 関 係 議 員 議会運営委員会 

４月13日 正 副 議 長 愛媛県市議会議長会春季定期総会 
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月  日 出 席 者 行   事   名 

４月15日 議長・関係議員 西予市野村渓筋地区体育館落成式 

４月16日 全 議 員 池田忠孝氏お別れの会 

４月18日 議長・産建委員長 肱川流域総合整備推進協議会総会 

４月24日 関 係 議 員 議会運営委員会 

４月28日 

全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和５年第２回臨時会 

関 係 議 員 地域医療と西予市立病院等の在り方調査特別委員会 

議 長 建設業協会西予支部通常総会 

議 長 第10回れんげまつり前夜祭花火大会 

４月29日 議長・産建委員長 第47回宇和れんげまつり 

５月１日 議長・総務委員長 西予市育英会理事会 

５月９日 議 長 愛媛県人権教育協議会西予支部定期総会 

５月10日 議 長 ねんりんピック愛顔のえひめ2023西予市実行委員会総会 

５月12日 議 長 東宇和地区トラック協会通常総会 

５月15日 関 係 議 員 地域医療と西予市立病院等の在り方調査特別委員会 

５月16日 議 長 お別れの会実行委員会 

５月17日 議 長 愛媛県人権対策協議会西予支部総会 

５月19日 関 係 議 員 西予市土地開発公社理事会 

５月23日 

全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和５年第３回臨時会 

関 係 議 員 総務常任委員会 

関 係 議 員 厚生常任委員会 

関 係 議 員 産業建設常任委員会 

関 係 議 員 議会運営委員会 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

５月24日 議 長 西予市商工会通常総代会 

５月25日 
議 長 国道378号(八幡浜・宇和島間)整備促進期成同盟会監査 

議 長 国道441号(大洲・鬼北間)愛媛県側整備促進期成同盟会監査 

５月26日 

議 長 愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会総会 

議 長 
愛媛県四国縦貫・横断自動車道スマート・追加ＩＣ整備促進部

会総会 

５月29日 

議 長 
国道197号（大洲・須崎間）愛媛県側整備促進期成同盟会定期

総会 

議 長 
国道441号（大洲・鬼北間）愛媛県側整備促進期成同盟会定期

総会 

議 長 
主要地方道小田河辺大洲線・主要地方道内子河辺野村線整備促

進期成同盟会定期総会 

議 長 西予市宇和美術協会総会 

５月31日 議長・産建委員長 国道378号(八幡浜・宇和島間)整備促進期成同盟会定期総会 

６月２日 
関 係 議 員 議会運営委員会 

議長・産建委員長 西予市農業再生協議会通常総会 
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月  日 出 席 者 行   事   名 

６月４日 議長・関係議員 野村ダム改良事業起工式 

６月７日 
関 係 議 員 議会運営委員会 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

６月８日 正 副 議 長 四国市議会議長会総会 

６月12日 
全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和５年第２回定例会 開会 
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令和５年６月22日 

 

西予市議会 

  議長 河 野  清 一 様 

 

総務常任委員会        

委員長  宇都宮  俊 文  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

議案第56号 西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第57号 令和５年度西予市一般会計補正予算(第４号) 原案可決 
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令和５年６月21日 

 

西予市議会 

  議長 河 野  清 一 様 

 

厚生常任委員会          

委員長  加 藤  美 香  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

議案第55号 西予市児童公園条例制定について 原案可決 

議案第57号 令和５年度西予市一般会計補正予算(第４号) 原案可決 

議案第58号 令和５年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号) 原案可決 
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令和５年６月21日 

 

西予市議会 

  議長 河 野  清 一 様 

 

産業建設常任委員会      

委員長  源    正 樹  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

議案第57号 令和５年度西予市一般会計補正予算(第４号) 原案可決 

議案第59号 令和５年度西予市水道事業会計補正予算(第１号) 原案可決 

議案第60号 令和５年度西予市簡易水道事業会計補正予算(第１号) 原案可決 
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令和５年６月21日 

 

西予市議会 

  議長 河 野  清 一 様 

 

厚生常任委員会          

委員長  加 藤  美 香  

 

請 願 等 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第142条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

請願第１号 
「物価高騰に見合う生活保護基準の引き上げを求める」意見書

を国へ送付することを求める請願書 
不 採 択 
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総務常任委員会審査報告書 

 

【審査した議案】 

議案第56号 西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 

議案第57号 令和５年度西予市一般会計補正予算（第４号） 

       （歳入・歳出予算に関する総務常任委員会所管分） 

以上、２議案については、原案可決決定した。 

 

【審査経過及び意見等】 

議案第57号「令和５年度西予市一般会計補正予算（第４号）」について、危機管理課所管分で

は、逃げ遅れゼロアプリの開発導入を行う防災対策啓発活動事業における要支援者の対応状況につい

ての質疑に対し、要支援者の避難を支援するアプリのため、要支援者がスマートフォンに登録しても

らうことも十分想定はしているが、支援者が要支援者の方を登録して、声かけをしたかどうか、自主

防災組織や地域の中で把握できるため、支援する側が要支援者に対する支援の取りこぼしを防ぐとこ

ろから活用していきたいとの答弁であった。 

政策推進課所管分では、えひめ人口減少対策総合交付金の今後の活用についての質疑に対し、補

正予算には、県から提示してある12のメニューのうち、３事業について計上しており、残りの９事業

また新たに追加されるメニューについても、積極的に取り組みたいとの答弁であった。 

まなび推進課所管分では、図書館システムの更新及びクラウド化を図るための図書交流館電算シ

ステム管理事業について、システムの更新により、子ども向けのナビゲーションシステムとしてゲー

ム感覚で本を探せる機能やインターネット上に自分の仮想本棚をつくることが可能となるとの説明が

あり、委員からは、使用料についての質疑に対し、今後、月額19万6,500円の使用料が必要となると

の答弁であった。 

また、仮想本棚の機能についての質疑に対し、西予市図書交流館でインターネット予約登録をさ

れている方は、読書履歴と予約する蔵書のタイトルをインターネット上で分類別に振り分けて管理で

きる機能が備わるとの答弁であった。委員からは、今後体験してみたいとの意見があった。 

 

 以上、総務常任委員会審査報告とする。 

 

令和５年６月29日 

総務常任委員会 

委員長  宇都宮 俊文 
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厚生常任委員会審査報告書 

 

【審査した議案】 

議案第55号 西予市児童公園条例制定について 

議案第57号 令和５年度西予市一般会計補正予算(第４号) 

      （歳入・歳出予算に関する厚生常任委員会所管分） 

議案第58号 令和５年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号） 

請願第１号 「物価高騰に見合う生活保護基準の引き上げを求める」意見書を国へ送付すること

を求める請願書 

以上３議案については、原案可決決定した。 

また、請願１件については、不採択と決定した。 

 

【審査経過及び意見等】 

議案第55号「西予市児童公園条例制定について」では、利用者が納める使用料について質疑があ

り、西予市都市公園条例に定める使用料と同額であり、キッチンカーで例えると、１台15㎡を使用し

た場合は、１日あたり750円を想定しているとの答弁であった。 

また、公園の維持管理についての質疑があり、本年度は直営で管理していく予定であり、今後は

施設の利用状況等を勘案しながら、指定管理者の導入について必要かどうか検討を行いながら進めて

いきたいとの答弁であった。 

安全確保対策についての質疑では、防犯カメラは５台配置予定であり、公園使用のルール等につ

いて掲示を行い、安全な利用について呼びかけていくとの答弁であった。 

議案第57号「令和５年度西予市一般会計補正予算（第４号）」の子育て支援課所管分では、結婚

新生活支援事業での婚姻時の年齢が夫婦ともに29歳以下であることへの質疑があり、国・県の基準を

基にしており、対象にならない年齢の方への支援については、今後も財源的な確保も含めて調査・研

究していくが、この制度は若年夫婦を支援していくことが大きな目的であるとの答弁であった。 

健康づくり推進課所管分では、西予市不妊治療費等補助事業について、当事業における妊活支援

は不妊を調べる検査にかかった費用を補助し、保険診療・保険外診療を問わず、検査に付随するもの

も対象となる。検査回数は夫婦１回限りで補助額は夫婦合わせて3万円以内で年齢制限を設けていな

い。また、不妊治療への補助のうち、不妊治療及び生殖補助医療への補助は、保険診療で実施された

一般不妊治療及びこれに付随する検査で本人が負担した費用を補助し、補助額に制限はなく、一般不

妊治療は１月あたりの自己負担額を補助し、生殖補助医療は１回の治療ごとの自己負担額を補助す

る。一般不妊治療は回数の制限はないが、生殖補助医療は、妻の年齢が40歳未満は通算６回まで、妻

の年齢が40歳以上43歳未満は通算３回までとなっている。先進医療に要する費用への補助は、保険適

用の不妊治療等と併せて行われる先進医療にかかる費用を補助し、補助額は１回あたり5万円以内で

あり、１回の治療ごとの自己負担額を補助する。回数の制限は妻の年齢が40歳未満は通算６回まで、

妻の年齢が40歳以上43歳未満は通算３回までとなっているとの説明があった。 

不妊治療をしている方、不妊治療を希望する方への事業周知方法についての質疑があり、市ホー

ムページもしくは市広報紙を活用したいと考えているが、内容的に細かいため電話での対応や窓口で

の相談受付を考えているとの答弁であった。 
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また、各治療に対する年齢制限について質疑があり、年齢の制限については、妊娠、出産に伴う

リスクなど医学的知見等を踏まえて設けられているとの答弁であった。 

請願第１号「物価高騰に見合う生活保護基準の引き上げを求める」意見書を国へ送付することを

求める請願書について、昨年12月に厚生労働省の社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部

会において、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する中間報告がまとめられ、本

来５年に１度の見直しで生活扶助基準が２％下がるところを、令和５年度、令和６年度の２年間は据

え置きという結論が出ていることなどの理由から、賛成少数により不採択と決した。 

 

以上、委員会審査報告とする。 

 

令和５年６月29日 

 

厚生常任委員会     

委員長  加藤 美香 
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産業建設常任委員会審査報告書 

 

【審査した議案】 

議案第57号 令和５年度西予市一般会計補正予算(第４号) 

      （歳入・歳出予算に関する産業建設常任委員会所管分） 

議案第59号 令和５年度西予市水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第60号 令和５年度西予市簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

以上３議案については、原案可決決定した。 

 

【審査経過及び意見等】 

議案第57号「令和５年度西予市一般会計補正予算（第４号）」の上下水道課所管分について、三

瓶地区雨水公共下水道事業では、国庫補助金の内示額が減額となったことによる今後の整備計画の影

響と現在の事業進捗について質疑があり、内示額が減額となった事業費については、入札減少金等で

対応し、工事については計画通り行えると考えている。現在、三瓶分校グラウンドに、設置するミニ

シールドマシンの発進基地や立坑の着工準備を行っている。製作中のミニシールドマシンが９月に完

成し、10月からマシンによる掘削工事を開始する見込みであるとの答弁であった。 

建設課所管分では、河川維持事業における宇和町岩木の福田川復旧工事の完了時期について質疑

があり、令和４年度施工分約89メートルの繰越工事が６月末で完成予定となり、残り130.9メートル

の工事請負費を増額計上し引き続き工事を行う。令和５年度の工事が完了したら復旧事業は終了とな

るとの答弁であった。 

農業水産課所管分の農業後継者育成事業では、経営発展支援事業について、新規就農者には研修

の義務付けがされているのかとの質疑があり、新規就農者に対しての研修の義務付けはないが、独

立・自営就農時の年齢が49歳以下であること、令和５年度中に独立・自営就農すること、青年等就農

計画の認定を受けた認定新規就農者であること、農業経営を継承する場合は、経営に従事してから５

年以内に継承すること、人・農地プランに位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込

まれること、または農地中間管理機構から農地を借受けていること、雇用就農資金及び経営継承・発

展支援事業の交付を受けていないこと、機械・施設等の取得費用に交付対象本人が金融機関から融資

を受けていることなどが交付の条件となっているとの答弁であった。 

また、漁村再生交付金事業における高山漁港南防波堤新設工事の計画年度について質疑があり、

当初計画では、令和４年度から令和８年度の５年間の事業計画としていたが、今回の国庫補助金の内

示額減額により予算を減額することとしため、年次計画を令和４年度から令和９年度の６年間に延長

することとしたとの答弁であった。 

 

以上、委員会審査報告とする。 

 

令和５年６月29日 

 

産業建設常任委員会     

委員長  源  正樹 


